
巻
頭
言曇
老
い
た
る
求
道
者
の
ね
が
い
-ー
ー
駐
車
問
題
に
よ
せ
て
-ー
ー
･
道
路
広
報
セ
ン
タ
ー
会
長

三
橋
信
一
1

特
集
/
駐
車
対
策

駐
車
･
駐
車
場
対
策
と
今
後
の
対
応

建
設
省
道
路
局
道
路
交
通
管
理
課
企
画
係
長

瀬
口
芳
広

3

駐
車
場
法
に
基
づ
く
附
置
義
務
制
度
の
見
直
し
に
つ
い
て

建
設
省
都
市
局
都
市
再
開
発
課

鱒

立
体
道
路
制
度
の
活
用
に
よ
る
駐
車
場
整
備
(I
)

社
団
法
人
高
層
住
宅
管
理
業
協
会

即

ス
ペ
イ
ン
の
道
路
事
情

建
設
省
道
路
局
道
路
総
務
課
長
補
佐

鈴
木
敷

飼

電
気
通
信
設
備
等
の
共
同
収
容
化
に
つ
い
て

建
設
省
道
路
局
路
政
課
指
導
係
長

佐
藤
唯
男

媛

道
路
管
理
シ
ス
テ
ム
の
運
用
開
始
に
つ
い
て

建
設
省
道
路
局
路
政
課
占
用
管
理
シ
ス
テ
ム
係

墹

財
団
法
人

｢立
体
道
路
推
進
機
構
｣
の
設
立
に
向
け
て

㈱
道
路
新
産
業
開
発
機
構
調
査
部
調
査
役

田
畑
正
二

M
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一
シ
リ
ー
ズ
圏
日
本
の
道
制
選
よ
り

-

圀
明
日
へ
の
架
け
橋
･
高
速
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

石
川
県

即

囮

｢や
す
ら
ぎ
の
シ
ン
ボ
ル
ロ
ー
ド
｣

秋
田
市

62

言

載
圏
共
同
溝
紹
介

-

関
東
地
建
に
お
け
る
共
同
溝
の
整
備
状
況

建
設
省
関
東
地
方
建
設
局
道
路
部
道
路
管
理
課
長

長
田
庄
二

隣

圏
道
路
行
政
の
動
き

=

本
誌
の
掲
載
文
は
、
執
筆
者
が
個
人
の
責
任
に
お

い
て
自
由
に
書
く
建
前
を
と
っ
て
お
り
ま
す
。
し
た

が
っ
て
意
見
に
わ
た
る
部
分
は
個
人
の
見
解
で
す
。

ま
た
肩
書
等
は
原
稿
執
筆
時
お
よ
び
座
談
会
等
実
施

時
の
も
の
で
す
。



一
は
じ
め
に

近
年
の
都
市
化
、
モ
ー
タ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
進
展

は
、
自
動
車
交
通
の
著
し
い
増
加
を
も
た
ら
し
、
こ

れ
に
伴
っ
て
自
動
車
の
駐
車
需
要
も
大
き
く
増
加
す

る
傾
向
に
あ
る
。

し
か
し
、
地
価
の
高
騰
、
用
地
取
得
の
困
難
等
か

ら
、
こ
れ
に
対
応
し
得
る
駐
車
場
等
の
整
備
は
、
必

ず
し
も
十
分
に
行
わ
れ
て
い
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
事
情
を
反
映
し
、
近
年
、
商
業
地
域

等
都
市
の
中
心
部
は
も
と
よ
り
住
居
系
地
域
に
お
い

て
も
違
法
路
上
駐
車
が
大
量
に
発
生
し
、
交
通
事
故

や
慢
性
的
な
交
通
混
雑
の
要
因
に
な
る
な
ど
国
民
生

活
に
深
刻
な
影
響
を
与
え
て
い
る
。

本
来
、
自
動
車
の
駐
車
需
要
に
つ
い
て
は
、
路
外

朧
車
◎
離
草
場
対
策
と
“
後
の
対
応

建
設
省
道
路
局
道
路
交
通
管
理
課
企
画
係
長

瀬
ロ

芳
広

駐
車
場
で
対
応
す
る
こ
と
を
原
則
と
し
て
、
こ
れ
ま

で
民
間
を
主
体
と
し
て
路
外
駐
車
場
の
整
備
が
進
め

ら
れ
て
き
た
が
、
路
上
駐
車
の
蔓
延
に
よ
る
道
路
機

能
、
都
市
機
能
の
低
下
を
防
ぐ
た
め
に
は
、
駐
車
場

の
整
備
促
進
と
そ
の
有
効
利
用
を
図
る
た
め
の
総
合

的
駐
車
対
策
を
確
立
す
る
こ
と
が
一
層
必
要
と
な
っ

て
い
る
。

三

路
上
駐
車
の
実
態

ー

東
京
で
の
一
〇
年
間
の
推
移

東
京
都
内
の
幅
員
四
･
五
m
以
上
の
一
般
道
路
に

お
け
る
瞬
間
駐
車
台
数

(調
査
地
点
に
お
い
て
路
上

に
駐
車
し
て
い
た
車
両
台
数
)
を
み
る
と
、
平
成
元

年
の
調
査
で
は
、
島
部
を
除
く
都
内
全
域
で
、
約
二

一
万
台
の
路
上
駐
車
が
あ
り
、
一
〇
年
間
で
三
五
%

も
増
加
し
て
い
る

(図
1
)。
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昭和58年から61年は調査せず
警視庁調べ(トラフィック ･グリーンペーパー



2

三
大
都
市
圏
で
の
瞬
間
路
上
駐
車
台
数
と
違
法

=

車

種

駐
車

一時
預
り
駐
車
場
で
は
大
半
を
乗
用
車
が
占
め
て

め

車

-

警
視
庁
、
大
阪
府
警
、
愛
知
県
警
の
調
査
に
よ
る

い
る
が
、
路
上
駐
車
で
は
約
四
割
を
貨
物
車
が
占
め

図 2 三大都市圏の瞬間路上駐車台数と違法駐車

市

ょ

と
、
東
京
都
区
部
で
は
約
一
八
万
台
、
大
阪
市
で
は

て
い
る

(図
3
)。

屋

一

法

結
ぶ
違

約
二
ニ
万
台

名
古
屋
市
で
は
約
九
万
ム易
瞬
間
路

②

駐
車
目
的

　

　

約
二
二
万
台
、
名
古
屋
市
で
は
約
九
万
台
の
瞬
間
路

②

駐
車
目
的

上
駐
車
が
確
認
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
う
ち
東
京
で
は

路
上
駐
車
、
駐
車
場
利
用
車
と
も
に
、
業
務
目
的

腐
グ
駐

八
七
,
-
%
、
大
阪
で
は
八
六
,
六
%
、
名
古
屋
で

が
多
い
が
、
駐
車
場
利
用
者
は

･会
議
、
営
業
等
｣

大

“

服

は
6

0

%
が
違
法
駐
車
で
あ
る
(図
2
･

表

の
荷
物
を
伴
わ
な
い
業
務
目
的
が
多
い
の
に
対
し
･
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彪
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禰

3

路
上
駐
車
の
特
性

東
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他
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轆
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査

査
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調

調
か

月

鍋
明
知
車

年
年

総
輪

元

元

和
四

成
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昭

!

平
平
は

象

は

は

屋
対

京
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古
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名
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表

駐車 駐車湯対策と分後の対応 翁翁翁黛鯰地麟 曲 粂:



路
上
駐
車
は

｢荷
物
の
搬
出
等
｣
の
荷
物
を
伴
う
業

務
目
的
が
多
い
(図
4
)。

③

駐
車
時
間

路
上
駐
車
で
は
、
三
〇
分
以
内
の
短
時
間
駐
車
が

多
く
、
特
に
五
分
i
三
〇
分
の
駐
車
が
約
半
数
を
占

め
る

(図
5
)。

㈱

目
的
施
設

駐
車
場
利
用
者
が

｢事
務
所
｣
を
目
的
施
設
と
し

て
い
る
の
に
対
し
、
路
上
駐
車
は

｢商
店
等
｣
の
小

売
施
設
を
目
的
施
設
と
し
て
い
る
割
合
が
多
い
(図
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路
上
駐
車
を
す
る
理
由

駐
車
場
利
用
車
、
路
上
駐
車
と
も
に
、
｢目
的
と
す

る
施
設
に
近
い
｣
こ
と
が
最
も
多
い
駐
車
理
由
と
な

っ
て
い
る
が
、路
上
駐
車
で
は
、
｢駐
車
時
間
が
短
い
｣

)

"
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｢荷
物
の
積
み
卸
し
｣
を
理
由
に
上
げ
て
い
る
も
の

が
多
い
(図
7
)。

三

路
上
駐
車
の
問
題
点

路
上
駐
車
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図 7 - 2 路上駐車者 (マルチアンサー方式)



駐車 駐車湯対策と今後の対応 翁輪翁 黛鯰も麟曲翁び
表 2 駐車車両衝突事故発生状況の推移

昭和54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 平成元年

全事故件数

指 数

駐車車両衝突

指 数

構成率

471,573 476,677 485,578 502,261 526,362 518 ,642 552,788 579,190 590%723 614,481 661,363

100 101 103 107 n 2 n o 117 123 125 130 140

駐車車両衝突

指 数

構成率

1,631 1,414 1,450 1,493 1,735 1,787 1,983 2,085 2,045 2 ,176 2,396

指 数 100 87 89 92 106 1lo 122 128 125 L33 147

構成率 0 .3 0 .3 0 .3 0 .3 0 ,3 0 ,3 0 .4 0 .4 0 .3 0 .4 0 .4

死亡事故件数

指 数

駐車車両衝突

指 数

構成率

8,048 8,329 8,278 8,606 9,045 8 ,829 8,826 8,877 8,981 9,865 10 ,570

100 103 103 107 n 2 n o 110 110 112 123 131

駐車車両衝突

指 数

構成率

116 119 122 140 163 208 20l 209 216 245 248

指 数 100 103 105 12l 141 179 173 180 186 211 214

構成率 1.4 1.4 1.5 1.6 1.8 2 ,4 2 .3 2 .4 2 .4 2 ,5 2 .3

注) 構成率は全事故、 死亡事故それぞれの全体に占める割合 (% ) である。 (トラフィック ･グリーンペーパーより)

指数は昭和54年 = 100
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…

せ
、
道
路
の
交
通
混
雑
の
原
因
と
な
る
ほ
か
、
無
秩

序
な
路
上
駐
車
に
よ
り
消
防
活
動
、
救
急
活
動
等
が

疎
外
さ
れ
る
事
例
も
見
ら
れ
る
。

ま
た
、
路
上
駐
車
車
両
に
起
因
す
る
交
通
流
の
錯

綜
に
伴
う
交
通
事
故
も
増
加
し
て
お
り
、
平
成
元
年

度
中
の
駐
車
車
両
へ
の
衝
突
に
よ
る
死
亡
事
故
件
数

は
二
四
八
件
で
全
死
亡
事
故
件
数
一
○
、
五
七
〇
件

の
二
･
三
%
を
占
め
、
昭
和
五
四
年
と
の
比
較
で
は
、

四

駐
車
場
整
備
の
現
況

駐
車
場
の
整
備
に
つ
い
て
は
、
平
成
元
年
三
月
末

現
在
、
全
国
で
約
一
四
四
万
台
分
の
路
外
駐
車
場
が

整
備
さ
れ
て
お
り
、
昭
和
五
三
年
度
末
に
比
べ
る
と

33 34 35 36 37 38 3940 41 42 43 44 45 46 47 4849 50 5152 53 54 55 56 57 58 59 60 616263

図 8 自動車保有台数と駐車場供用台数の推移
･

昭和(年度末) と



数
の

ムロ
リ
′
ス

有
た
一

保
当
ぺ

車
台
ス

動
万
車
り
O

目
1
駐
ば
盤

0
総

ヌ

表

34 3536 37 3839 40 41 42 43 4445 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 5657 58 59 60 6l 62 63
昭和(年度末)

図 9 駐車場整備水準の推移

3 駐車場の関連法規

駐車場の要件等
の項目 適 用 法 令 所 轄 備 考

整備 ･ 運営等 駐車場法 建設省 基本法

設置される区域 皸

殴
令

計

法

公

行

市

路

市
施

都

道

都

同

省

省

省

設

設

設

建

建

建

隣

/

近

場

/

車

域

区

駐

地
地
物

業
備
属

)

商
整
付

可
等

/

場

路

許
場

場
車
道

用

車

車

駐

/

可

占

駛

駐
/

場

許

の

下

画

域

車

用

団

地

計

地

駐

占

公

園

市

業

上

路

市

公

都

商

路

道

都

(

技 術 基 準 鈴罐場基
法

車
葉
防

駐

建

消

省
省
庁

設

設

防

建
建
消

暮
て

膨
れ
れ

車
物
物

膨
轢
橡

入

殊

火

出
特
防

駐 車 行 為 道路交通法 崎 夕ーメ
ノグンキしノ

自動車の保 管 瀰
据

管
関

保
に

動
憾

動
確
律

目
の

法

薪
箱

警

運

車
車

用

用
家
業

目
事

の
保
管
な
ど
、
駐
車
場
の
各
種
条
件
に
よ
っ
て
適
用

さ
れ
る
法
令
が
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
。
表
3
に
そ

の
主
な
も
の
を
示
す
。

約
一
･
八
二
倍
の
増
加
と
な
っ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
自
動
車
保
有
台
数
一
万
台
当
た

り
の
駐
車
場
供
用
台
数
は
未
だ
二
七
三
台
分
で
あ
り
、

自
動
車
三
七
台
に
対
し
て
一
台
分
が
整
備
さ
れ
て
い

る
に
す
ぎ
な
い

(図
8
、
9
)。

五

駐
車
場
整
備
に
関
す
る
制
度

1

法

体

系

駐
車
場
に
関
連
す
る
法
令
と
し
て
基
本
と
な
る
の

は

｢駐
車
場
法
｣
で
あ
り
、
そ
の
整
備
、
運
営
等
に

つ
い
て
規
定
し
て
い
る
。
こ
の
他
、
構
造
等
の
技
術

2

駐
車
場
整
備
の
た
め
の
ス
キ
ー
ム
と
現
状

=

駐
車
場
整
備
計
画

路
外
駐
車
場
整
備
の
推
進
に
当
た
っ
て
は
、
都
市



の
規
模
や
特
性
に
応
じ
て
、
市
街
地
の
形
態
、
道
路

等
の
都
市
交
通
施
設
の
体
系
お
よ
び
交
通
管
理
と
の

整
合
に
十
分
配
慮
し
、
そ
の
基
本
計
画
を
策
定
す
る

必
要
が
あ
る
。

昭
和
六
二
年
度
か
ら
建
設
省
、
都
道
府
県
等
に
お

い
て
計
画
策
定
の
た
め
の
調
査
が
実
施
さ
れ
て
お
り
、

平
成
元
年
度
ま
で
に
札
幌
市
、
仙
台
市
等
全
国
六
六

都
市
に
お
い
て
実
施
さ
れ
て
い
る
。

②

駐
車
場
整
備
地
区

商
業
地
区
内
、
近
隣
商
業
地
区
内
又
は
そ
の
周
辺

地
域
内
に
お
い
て
、
自
動
車
交
通
が
著
し
く
ふ
く
そ

う
す
る
地
区
で
、
道
路
の
効
用
を
維
持
し
、
円
滑
な

道
路
交
通
を
確
保
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る

区
域
に
つ
い
て
は
、
都
市
計
画
に
駐
車
場
整
備
地
区

を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
(駐
車
場
法
第
三
条
、
都
市

計
画
法
第
八
条
)。

こ
の
駐
車
場
整
備
地
区
は
、
平
成
元
年
三
月
末
日

現
在
、
横
浜
市
、
名
古
屋
市
等
全
国
七
五
都
市
に
お

い
て
八
二
地
区
が
指
定
さ
れ
て
い
る
。

駐
車
場
整
備
地
区
を
定
め
た
場
合
に
お
い
て
は
、

そ
の
地
区
内
の
長
時
間
の
駐
車
需
要
に
応
じ
る
た
め

に
必
要
な
路
外
駐
車
場
を
都
市
計
画
で
定
め
、
そ
の

整
備
に
努
め
る
と
と
も
に
(駐
車
場
法
第
一
〇
条
)、
必

要
に
応
じ
て
路
上
駐
車
場
を
設
置
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

③

都
市
計
画
駐
車
場

そ
の
対
象
と
す
る
駐
車
需
要
が
広
く
一
般
公
共
の

用
に
供
す
べ
き
基
幹
的
な
も
の
で
、
か
つ
、
そ
の
位

置
に
永
続
的
に
確
保
す
べ
き
も
の
で
あ
る
場
合
に
都

市
計
画
に
定
め
ら
れ
る
路
外
駐
車
場
を
い
う

(駐
車

場
法
第
一
〇
条
、
都
市
計
画
法
第
一
一
条
)。

平
成
元
年
三
月
末
日
現
在
、
都
市
計
画
駐
車
場
は

全
国
で
二
九
七
カ
所
、
約
六
五
、
○
○
0
台
分
が
整

備
さ
れ
て
い
る
。

都
市
計
画
駐
車
場
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
助

成
措
置
が
と
ら
れ
て
い
る

(駐
車
場
法
第
一
七
条
)。

イ

道
路
及
び
公
園
の
地
下
の
特
例

占
用
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
、
技
術
基
準
に

適
合
す
る
限
り
、
管
理
者
は
占
用
の
許
可
を
与

え
る
も
の
と
す
る
。

ロ

資
金
の
融
通
又
は
あ
っ
せ
ん

国
は
、
都
市
計
画
駐
車
場
を
設
置
す
る
地
方

公
共
団
体
そ
の
他
の
者
に
対
し
、
そ
の
設
置
に

必
要
な
資
金
の
融
通
又
は
あ
っ
せ
ん
に
努
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

燭

駐
車
場
附
置
義
務
条
例

地
方
公
共
団
体
は
、
駐
車
場
整
備
地
区
又
は
商
業

地
区
若
し
く
は
近
隣
商
業
地
域
内
に
お
い
て
、
延
べ

面
積
が
三
、
0
0
0
脛
以
上
の
建
築
物
を
新
増
築
す

る
者
に
対
し
て
、
条
例
で
そ
の
建
築
物
又
は
そ
の
建

築
物
の
敷
地
内
に
駐
車
施
設
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
旨
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
、
百
貨
店

等
駐
車
需
要
の
大
き
い
も
の
に
つ
い
て
は
延
べ
面
積

が
三
、
0
0
0
評
未
満
の
場
合
で
も
同
様
に
条
例
で

附
置
義
務
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
上
記

以
外
の
地
域
に
お
い
て
も
、
建
築
物
の
う
ち
特
定
用

途
に
供
す
る
部
分
が
三
、
0
0
0
好
以
上
の
も
の
に

つ
い
て
は
同
様
に
条
例
で
附
置
義
務
を
定
め
る
こ
と

が
で
き
る

(駐
車
場
法
第
二
〇
条
)。

平
成
元
年
三
月
末
日
現
在
、
京
都
市
、
大
阪
市
等

全
国
で
一
〇
三
都
市
で
定
め
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
に

基
づ
き
、
約
二
七
、
0
0
0
ヵ
所
、
約
六
九
四
、
0

0
0
台
分
の
駐
車
場
が
整
備
さ
れ
て
い
る
。

六

駐
車
場
整
備
に
対
す
る
助
成
措
置

1

融
資
制
度

駐
車
場
の
整
備
に
つ
い
て
は
、
表
4
、
5
の
と
お

り
都
市
計
画
駐
車
場
そ
の
他
を
対
象
に
種
々
の
融
資

制
度
が
拡
充
さ
れ
て
き
て
い
る
。

2

補
助
制
度

◎

街
路
事
業
お
よ
び
道
路
関
連
事
業
と
し
て
の

補
助

駐
車
場
単
体
施
設
に
対
す
る
補
助
制
度
は
現
行
制

度
と
し
て
は
な
い
が
、
道
路
事
業
お
よ
び
街
路
事
業

の
関
連
事
業
と
し
て
以
下
の
整
備
に
対
し
て
補
助
が

行
わ
れ
て
い
る
。

駐車 ･駐車湯対策と今後の対応 纖翁翁黛鯰も鞠曲翁



イ

幹
線
道
路
か
ら
駐
車
場
へ
の
滞
留
車
ス
ペ

ー
ス
の
設
置
等

ロ

地
下
駐
車
場
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
道
路
設
置

等

②

市
街
地
再
開
発
事
業
に
お
け
る
補
助

市
街
地
再
開
発
事
業
に
お
い
て
は
、
附
置
義
務
条

表 4 駐車場整備に係る整備主体別助成策

※
地方公共団体 道

社

方

公

地

路

路

団公

道

4

セ

一

3

夕

第

ク
民 間

一 般
路

者理

道
管

地 方 債 O O

無

利

子

融

資

有料 道 路 整 備 資 金

充拡
○

邱 充拡
○

邱

フイ
ー

･

タ
ノ

A-TTN

設創
○

秘 設創
○

62

N T T - C タ イ プ

設

充

創
0
厳

鎚

平

低

利

融

資

民間都市開発推進機構

設創
○

留 設創
○

62

道 路 開 発 資 金

設創
○

鱒 設創
○

卸

開 銀 等 O O

ス
テ
ム
に
対
し
て
補
助
が
行
わ
れ
て
い
る
。

3

税
制
上
の
優
遇
措
置

路
外
駐
車
場
は
、
用
地
お
よ
び
施
設
の
取
得
お
よ

び
管
理
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
課
税
の
特
例
措
置

が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
(な
お
、
路
上
駐
車
場
は
、
路

面
に
地
方
公
共
団
体
が
設
置
す
る
も
の
で
あ
る
の
で
、

用
地
の
取
得
お
よ
び
施
設
の
管
理
に
つ
い
て
は
課
税

さ
れ
な
い
。
)

節

所
得
税
、
法
人
税

都
市
計
画
駐
車
場
の
用
に
供
す
る
た
め
に
土
地
等

が
買
い
取
ら
れ
る
場
合
の
課
税
の
特
例

(代
替
資
産

取
得
の
特
例
ま
た
は
五
、
0
0
0
万
円
控
除
)
(租
税

特
別
措
置
法
第
三
三
条
、
第
六
四
条
、
第
三
三
条
の
四
、

第
六
五
条
の
二
)

②

不
動
産
取
得
税

イ

都
市
計
画
駐
車
場
の
用
に
供
す
る
た
め
に

土
地
等
が
買
取
ら
れ
る
場
合
の
代
替
不
動
産

取
得
税
に
係
る
課
税
の
特
例

(買
取
前
価
格

の
控
除
)
(地
方
税
法
第
七
三
条
の
一
四
)

ロ

都
市
計
画
駐
車
場
で
、
地
下
に
設
け
ら
れ

る
も
の
の
用
に
供
す
る
家
屋
を
取
得
し
た
場

合
に
お
け
る
当
該
家
屋
の
取
得
に
対
し
て
課

す
る
不
動
産
取
得
税
の
課
税
標
準
の
算
定
に

つ
い
て
は
、
当
該
取
得
が
平
成
二
年
四
月
一

日
か
ら
平
成
四
年
三
月
三
一
日
ま
で
に
行
わ

例
に
よ
り
設
置
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
駐
車
場
の

整
備
に
要
す
る
費
用
等
に
対
し
て
補
助
が
行
わ
れ
て

い
る
。

③

駐
車
場
案
内
シ
ス
テ
ム
に
対
す
る
補
助

街
路
事
業
お
よ
び
交
通
安
全
施
設
等
整
備
事
業
の

一
貫
と
し
て
、
昭
和
六
二
年
度
よ
り
駐
車
場
案
内
シ



駐車 駐車湯対策と今後の対応 黛黛翁袋鯰則麟餅鑄 翁
表 5 駐車場整備に対する公的融資制度一覧

(制度 ･金利は平成2年2月 6日現在)

整
備
主
体

融 資機関等 融 資 対 象

融 資 条 件

根 拠 法 令 等
融資限度

注1
金 利

償還期間
(据置期間) 孃

地
方
公
共
団
体
…
地
方
道
路
公
社
一
道
路
-
公
社

地

方

債

縁 故 債
若げ市計画駐車場 100%

銀行等に
より異な
る

銀行等によ
l)異なる 元金

均等

0地方自治法
0地方財政法

(地方債許可方針)

5.60% (襁 )
公営企業
金融公庫債

道路整備特別会
計よりの無利子
貸付金
(有料道路整備

資金)

道路付属物である都市計画駐
車場で注2の条件を満たすも

15%
25%
40%

残りについ
ては地方債
を充当する

0 %
20年

(5年)

後期

逓増

0道路整備特別措置法

(有料道路整備資金
貸付要領)

N T T株式の売
払収入の活用に
よる無利子貸付
金 (N T T - A
タイプ)

道路付属物である都市計画駐
車場で注3の条件を満たすも

45%
又は
50%

0 % 20年

(5年)

後期

逓増

0道路整備特別措置法
0日本電信電話株式会
社の株式の売払収入
の活用による社会資
本の整備の促進に関
する特別措置法

第
3
セ
ク
タ
ー

N n株式の売払
収入の活用によ
る無利子貸付金
(N T T - Cタ

イプ)

都市計画駐車場

都市計画駐車場に準ずるもの
で注4の条件を満たすもの

25%
37.5%
50%

0 %
15年

(3年)

元金

均等

0民間都市開発の推進
に関する特別措置法

0日本電信電話株式会
社の株式の売払収入
の活用による社会資
本の整備の促進に関
する特別措置法

第

3

セ

ク

タ

ー

･

民

間

民間都市開発
推 進 機 構

特定民間都市開発事業により
整備される駐車場

100%
ただし総
事業費の
50% 以内

4.75%
20年
(5年)

元金
均等

0民間都市開発の推進
に関する特別措置法

道
路
開
発
資
金

道路整備
特別会計 都市計画駐車場

都市計画駐車場に準ずるもの
その他

艦

姥

80%

3.10%
20年

(5年)

元金

均等
(道路開発資金貸付要
綱)長期プライム

レートに同じ
(7.50% )

道路開発
振興センター

日本開発銀行

大

都

市

圏

廟

都
市
計
画
駐
車
場

140台以上のもの 10% 7.50%

25年

(5年)

元金

均等

元金

均等

0日本開発銀行法

250台以上のもので
注5の条件を満たす
もの 50% 6.40%

都市計画駐車場に準ずる
もので注6の条件葱満た
すもの

40% 7.50%

そ
の
他
の
都
市

都市計画駐車場で1 0 0
台以上のもの

運用による 7,50%都市計画駐車場に準ずる
もので注6の条件葱満た
すもの

北 海 道 東 北
開 発 公 庫

都市計画駐車場で10 0台以上
のもの (自走式)
都市計画駐車場に準ずるもので
注6の条件を満たすもの

70 % 7.50% (獲 )
元金
均等

0北海道東北開発公庫
法

沖縄振興開発
金 融 公 庫

都市計画駐車場で 100台以上の
もの′

都市計画駐車場に準ずるもので
注6の条件を満たすもの

70% 6.50%
10~ 30年
(3年)

元金
均等

0沖縄振興開発金融公
庫法

中 小 企 業
事 業 団

商店街近代化のための共同施設
の駐車場

65% 2.70%
筋年
(2年) ･元金

均等
0中小企業事業団法
0中小小売商業振興法上記中中小小売商業振興法に基

づく認定計画によるもの 80% 0 % (雑 )
中 小 企 業
金 融 公 庫

従業員5 0人又は資本金1千万
円以下の駐車場業

350
百万円

長プラに同じ
7.50% (酷

元金
均等 0中小企業金融公庫法

国 民
金 融 公 庫

従業員5 0人又は資本金1千万
円以下の駐車場業

35
百万円

長プラに同じ
7.50% (擬

元金
均等 0国民金融公庫法

(1989年版自動車駐車場年報より)



注- 1 金利は平成 2年 2月 6 日現在のものである。
注- 2 道路整備特別会計より無利子貸付金を受ける場合の条件

① 当該自動車駐車場が道路の付属物として設置され管理されること.

② 当該自動車駐車場が設置される都市において、 駐車場整備地区に関する都市計画が定められており、
又は、 大規模建築物に対して駐車施設の附置を義務づける条件が定められていること。

③ 都市施設として都市計画決定されていること。

④ 収容台数が 100台以上であり、 かつその建設費が 2 億円以上であること。

⑤ 道路管理者に係るものについては25年以内、 地方道路公社に係るものについては30年以内に借入金総

額 (無利子貸付金以外のものも含む) を償還可能なもの。
注- 3 道路整備特別会計及び日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関

する特別措置法より無利子貸付金を受ける場合の条件

① 注一 2の①~ ⑤による。

② 当該自動車駐車場のうち新設又は改築と密接な関連を有する公共の用に供する施設の整備を伴うもの

で都市機能の維持及び増進に寄与すると認められるもの。
注- 4 都市計画駐車場に準ずるものとして N T T - C タイプの融資を受ける場合の条件

① 対象とする駐車需要が広く一般公共の用に供すべき基幹的なものであり、 建設省において策定した駐

車場等整備事業三箇年計画において位置付けられているものであること。

② 大都市中心部 (東京都区部、 大阪市、 名古屋市旧市街地) 以外の区域で施行されること。
③ 道路、公園、広場その他の公共施設の整備を伴うこと。

④ 事業施行区域の面積が 2,000瀞以上であること。

⑥ 整備される建築物の延床面積が 2,00om
2以上 (ただし、三大都市恥じ･部及び周辺部の地域にあっては

4,00om
2以上) であること。

⑥ 収容台数が 100台以上 (ただし, 三大都市中心部及び周辺部の地域にあっては 200 台以上) の路外駐

車場であること。

注- 5 事業主体における地方公共団体等の公的資金の出資比率が 1 / 3 以上であること。
注 - 6 都市計画駐車場に準ずるものとして開銀等の融資を受ける場合の条件

① 都市の交通難 ･駐車難の緩和に著しく寄与するもので, 都市計画事業に準ずる事業であること。
② 原則として当該路外駐車場が独立して採算のとれるもの。

③ 機械式、 自走式を問わず立体的なもので、 収容台数が30台以上のもの。

④ 都道府県の上制こより建設省が推薦するもので、 立体駐車場整備株式会社 (注- 7 ) が実施する事業

であること。

注 - 7 立体駐車場整備株式会社は、 ユーザーの土地に立体駐車場を建設し、これをユーザーに賃貸するもので、
その資金については建設大臣の推薦により日本開発銀行等からの融資が行われている (下図)。

なお、 本制度のユーザーとしては地方公共団体も対象としている。

立体駐車場整備

株式会社による

駐車場整備事業

ユーザー

(借主)

建 設 省 ③融資推薦

立体駐車場

整備株式会社

(貸主)

金融機関

日本開発

銀行等

①賃 ④工事契約 指定取扱業者

資



れ
た
と
き
に
限
り
、
当
該
家
屋
の
う
ち
地
下

地
下
を
使
用
す
る
場
合
の
道
路
占
用
料
に
つ
い
て
は
、

と
を
目
的
と
し
て
、
省
内
に
駐
車
･
駐
車
場
対
策
推

に
設
け
ら
れ
る
路
外
駐
車
場
の
用
に
供
す
る

表
6
の
よ
う
な
軽
減
措
置
が
講
ぜ
ら
れ
て
い
る
。

進
連
絡
会
議
を
設
置
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

部
分
の
価
格
の
五
分
の
一
に
相
当
す
る
額
を

価
格
か
ら
控
除
す
る
も
の
と
す
る
。
(地
方
税

法
附
則
第
一
一
条
)

③

固
定
資
産
税

都
市
計
画
駐
車
場
で
、
地
下
に
設
け
ら
れ
る
も
の

の
う
ち
昭
和
六
四
年
一
月
二
日
か
ら
平
成
三
年
一
月

一
日
ま
で
の
間
に
建
設
さ
れ
、
又
は
設
置
さ
れ
た
も

の
の
用
に
供
す
る
家
屋
及
び
償
却
資
産
に
対
し
て
課

す
る
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
は
、
当
該
家
屋
お
よ

び
償
却
資
産
に
対
し
て
新
た
に
固
定
資
産
税
が
課
さ

れ
る
こ
と
と
な
っ
た
年
度
か
ら
五
年
度
分
の
固
定
資

産
税
に
限
り
、
家
屋
及
び
償
却
資
産
に
係
る
固
定
資

産
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
価
格
の
六
分
の
五
の

額
と
す
る
。
(地
方
税
法
附
則
第
一
五
条
)

◎

事
業
所
税

イ

路
外
駐
車
場
の
事
業
に
係
る
事
業
所
税
及

び
新
増
設
に
係
る
事
業
所
税
の
非
課
税

(地

方
税
法
第
七
〇
一
条
の
三
四
)

ロ

附
置
義
務
駐
車
施
設
の
新
増
設
に
係
る
事

業
所
税
の
課
税
標
準
の
特
例
(地
方
税
法
第
七

〇
一
条
の
四
二

4

そ

の

他

都
市
計
画
駐
車
場
の
用
に
供
す
る
た
め
、
道
路
の

七

駐
車
問
題
へ
の
今
後
の
対
応

駐
車
場
の
整
備
は
、
従
来
か
ら
公
共
と
民
間
の
役

割
分
担
の
も
と
に
進
め
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
ま
で
に

整
備
さ
れ
て
い
る
時
間
貸
し
駐
車
場
に
あ
っ
て
は
、

全
体
の
約
8
割
が
民
間
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
地
価
の
高
騰
な
ど
に
よ
り
民
間

に
よ
る
駐
車
場
の
整
備
の
進
展
に
か
げ
り
が
み
ら
れ
、

公
共
に
よ
る
駐
車
場
整
備
の
重
要
性
が
高
ま
っ
て
き

て
お
り
、
今
後
は
、
駐
車
場
整
備
に
関
す
る
官
民
の

役
割
分
担
を
よ
り
明
確
に
し
、
道
路
交
通
の
円
滑
化
、

都
市
機
能
の
維
持
及
び
増
進
を
図
る
べ
き
地
区
や
交

通
結
節
点
等
の
重
点
的
に
駐
車
場
の
整
備
を
図
る
べ

き
地
域
に
お
い
て
、
公
的
主
体
に
よ
る
駐
車
場
整
備

を
推
進
す
る
必
要
が
あ
る
。

建
設
省
で
は
、
こ
れ
ま
で
も
五
、
六
で
述
べ
た
よ

う
に
、
関
係
各
課
に
お
い
て
、
駐
車
場
の
整
備
等
必

要
な
施
策
の
策
定
、
推
進
を
積
極
的
に
進
め
て
き
た

と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
以
上
の
よ
う
な
状
況
を
踏
ま
え

て
、
駐
車
･
駐
車
場
対
策
の
よ
り
一
層
強
力
な
推
進

を
図
る
た
め
、
各
部
局
が
実
施
し
、
ま
た
は
実
施
し

よ
う
と
す
る
施
策
に
つ
い
て
相
互
の
連
絡
調
整
を
行

う
と
と
も
に
、
時
代
の
要
請
に
即
し
た
諸
制
度
の
在

り
方
に
つ
い
て
幅
広
く
検
討
し
、
意
見
交
換
す
る
こ

表 6 道路占用料の軽減措置 (道路局長通達42 .11,l3)

- - 指定区間内の国道について-…

対 象 軽 減 措 置 根拠法令 (道路法第39条)

都市計画路外駐車場 眺物るα鯲衆政 号藤第痢鵺緘道その他の路外駐車場 艦の 号にU第

進
連
絡
会
議
を
設
置
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

違
法
路
上
駐
車
の
排
除
に
当
た
っ
て
は
、
警
察
に

よ
る
適
時
適
切
な
取
締
り
に
期
待
す
べ
き
と
こ
ろ
が

大
き
い
が
、
違
法
路
上
駐
車
対
策
は
、
単
に
規
制
、

取
締
り
の
強
化
の
み
な
ら
ず
、
駐
車
場
整
備
の
拡
充

を
始
め
と
す
る
総
合
的
な

対
策
と
し
て
講
じ
ら
れ
る

べ
き
も
の
で
あ
り
、
建
設

省
と
し
て
も
関
係
行
政
機

関
の
協
力
の
も
と
に
、
路

上
駐
車
車
両
の
受
け
皿
で

あ
る
駐
車
場
の
整
備
を
路

上
駐
車
の
特
性
に
応
じ
て

進
め
て
い
き
た
い
。

駐車 駐車湯対策と翁後の対応 翁森翁黛鯰地鴎機 会



駐
車
場
法
に
基
づ
く
附
置
義
務
制
度

⑭
見
直
し
に
つ
い
て

建
設
省
都
市
局
都
市
再
開
発
課

一

は
じ
め
に

近
年
の
都
市
化
と
モ
ー
タ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
進
展

に
よ
り
、
都
市
の
自
動
車
交
通
集
中
は
著
し
く
増
加

し
て
い
る
が
、
都
市
に
お
け
る
基
幹
的
な
施
設
で
あ

る
駐
車
場
の
整
備
は
立
ち
遅
れ
て
お
り
、
望
ま
し
い

都
市
活
動
に
見
合
う
十
分
な
駐
車
場
の
供
給
は
図
ら

れ
て
い
な
い
状
況
に
あ
る
。
こ
の
た
め
、
違
法
路
上

駐
車
が
蔓
延
し
、
道
路
の
容
量
低
下
、
交
通
事
故
の

増
大
、
消
防
活
動
に
対
す
る
阻
害
、
街
の
美
観
を
損

な
う
等
の
種
々
の
都
市
問
題
が
発
生
し
て
い
る
。

特
に
地
方
都
市
で
は
、
自
動
車
交
通
へ
の
依
存
度

が
著
し
く
高
い
の
で
、
ス
ー
パ
J
マ
ー
ケ
ッ
ト
や
オ

フ
ィ
ス
等
が
自
動
車
の
利
用
し
や
す
い
郊
外
に
立
地

し
、
駐
車
場
が
不
足
し
て
い
る
中
心
市
街
地
が
さ
び

れ
る
現
象
が
で
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
問
題
を
早
急
に
解
決
し
、
円
滑
な
都
市

交
通
の
確
保
と
都
市
の
活
性
化
を
図
る
た
め
に
、
駐

車
場
の
総
合
的
な
計
画
策
定
と
、
そ
れ
に
基
づ
く
駐

車
場
整
備
の
推
進
を
図
る
必
要
が
あ
る
が
、
そ
の
中

で
駐
車
需
要
発
生
の
主
な
原
因
者
で
あ
る
建
築
物
に

駐
車
場
の
設
置
を
義
務
づ
け
て
い
る
附
置
義
務
条
例

の
見
直
し
の
必
要
性
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
わ
け
で
あ

る
↓。建

設
省
で
は
、
昭
和
六
三
年
度
か
ら
二
ヵ
年
間
に

わ
た
り
検
討
委
員
会

(附
置
義
務
駐
車
場
に
関
す
る

検
討
委
員
会
…
委
員
長

新
谷
洋
二

東
京
大
学
工

学
部
教
授
)
を
設
置
し
、
附
置
義
務
駐
車
場
の
あ
り

方
な
ど
を
含
め
広
く
検
討
し
て
き
た
が
、
こ
の
三
月

に
基
準
の
見
直
し
に
つ
い
て
報
告
を
得
た
と
こ
ろ
で

あ
る
。

本
稿
で
は
、
こ
の
委
員
会
で
検
討
を
進
め
て
き
た

附
置
義
務
制
度
の
問
題
点
と
改
正
の
方
向
に
つ
い
て

概
説
す
る
こ
と
に
す
る
。

二

附
置
義
務
制
度
に
よ
り
整
備
す
る
駐

車
場

附
置
義
務
制
度
は
、
都
市
に
お
け
る
自
動
車
の
駐

車
の
た
め
の
施
設
を
整
備
す
る
た
め
、
規
模
の
大
き

な
建
築
物
に
対
し
て
、
そ
の
建
築
物
に
目
的
を
持
っ

た
自
動
車
の
駐
車
の
た
め
の
施
設
を
、
そ
の
建
築
物

の
敷
地
内
に
整
備
す
る
こ
と
を
義
務
づ
け
た
制
度
で

あ
る
。

本
制
度
の
基
本
的
な
考
え
方
は
、｢大
規
模
な
建
築

物
に
起
因
す
る
駐
車
需
要
の
一
部
は
、
そ
の
建
築
物



駐車場法に基づく附置義務制度の見直しについて嗜瀝監参焉鍍至当滲 唾編曲砂 省評曲や 環,盃藍籤葬 竜琵監事 白紙至当諄

で
確
保
す
る
べ
き
で
あ
る
｣
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

三

附
置
義
務
制
度
の
問
題
点

し
か
し
な
が
ら
個
々
の
建
築
物
に
起
因
す
る
駐
車

需
要
は
、
建
物
の
立
地
場
所
･
用
途
･
規
模
･
立
地

ー

附
置
義
務
制
度
の
概
要

す
る
都
市
の
自
動
車
利
用
率
等
に
よ
り
大
き
く
変
動

昭
和
三
八
年
の
建
設
省
都
市
局
長
通
達
に
よ
る
酉
小

す
る
。
し
た
が
っ
て
、
実
際
の
運
用
に
あ
た
っ
て
附

準
駐
車
場
条
例
で
示
さ
れ
て
い
る
基
準
値
と
そ
の
基

置
義
務
基
準
は
、
｢そ
の
用
途
の
建
築
物
が
ど
の
よ
う

凖
値
の
意
味
を
以
下
に
示
す

(表
ー
)。

な
場
所
に
立
地
し
て
も
最
低
限
あ
る
と
想
定
さ
れ
る

駐
車
需
要
｣
に
対
応
す
る
部
分
を
義
務
づ
け
る
の
が

通
例
で
あ
る
o全体の駐車需要

3,ooonr

一戸当たりの建築延床面積ランク(鰐)

図 1 駐車需要と附置義務駐車場

表 1 標準駐車場条例による基準

の
基 標

の
地区又

は地域

駐車場整備地区、 商業地域

又は近隣商業地域

周辺地区又は自動車

ふくそう地域

("
建築物

の用途

その建築物の全部を

特定用途に供するも

の

その建築物の全部を

非特定用途に供する

もの

その建築物の全部又は

一部を特定用途に供す

るもの

" )
建築物

の規模

延べ面積 (観覧場の

屋外観覧席を含み、
駐車施設の用途に供

する部分の床面積の

合計を除く。 下欄に

おいて同じ。) が、
2,00om

2を越えるも

の

延べ面積 (駐車施設

の用途に供する部分

の床面積の合計を除

く。 下欄において同

じ。)が、3,0oo r を越

えるもの

特定用途に供する部分

の延べ面積 (観覧場の

屋外観覧席を含み、 駐

車施設の用途に供する

部分の床面積の合計を

除く。 下欄において同

じ。)が、3 ,000艀を越え

るもの

国

駐車施

設の親

模

延べ面積が 2,00om
2

を越える部分 (増築

にあっては、この部

分のうち増築に係る

部分とする。)の面積

に対して 300m 2ごと

に 1台

延べ面積が 3,00om
2

を越える部分 (増築

にあっては、この部

分のうち増築に係る

部分とする。)の面積

に対して 450誰ごと

に 1台

特定用途に供する部分

の延べ面積が、 3,000

ぜを越える部分 (増築

にあっては、 この部分

のうち増築に係る部分

とする。)の面積に対し

て450m 2ごとに 1台

団
1台当

りの駐

車マス

幅2,5m以上、 奥行き 6 m 以上

2

附
置
義
務
制
度
の
問
題
点

○

附
置
の
適
用
を
受
け
る
建
物
の
下
限

①

背
景

小
規
模
建
築
物
が
個
別
に
駐
車
施
設
を
用
意
す

る
と
道
路
交
通
上
お
よ
び
運
用
上
問
題
が
発
生
す

る
可
能
性
が
あ
り
、
附
置
義
務
基
準
に
お
い
て
も

適
用
下
限
値
を
設
け
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
特
定
用
途
の
基
準
は
条
例
に

注) 太字部分の数値は条例で定める。



よ
り
定
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
そ
の
基

い
都
市
で
は
大
半
が
附
置
義
務
の
か
か
ら
な
い
小

凖
を
み
る
と
近
年
に
な
る
ほ
ど
引
き
下
げ
ら
れ
て

規
模
建
築
物
で
あ
る
。
ま
た
、
表
2
に
示
す
と
お

い
る
。

り
、

車

=

ま
、

一丁

･

表 2 建物規模別全床面積に占める規模以上建物の床面積

※ 3000軒以上 2000軒以上 1500 m:以上 100om:以上

100 万以上 54
.
4 % 60

.
6 % 67

.
6 % 72

.
3 %

100 ~ 50 43
.
7 52

.
2 58

.
8 65

.
1

50 ~ 40 26
.
2 34

,
2 37

.
8 43

.
3

40 ~ 30 25
.
4 濕 嫌 鋼

30 ~ 20 29
.
8 鰡 縦 鰤

20 ~ 15 20
.
5 鰡 刎 卸

15 ~ 10 16
.
6 鴉 加 芻

10 ~ 5 13
.
2 駝 那 嫡

5 ~ 11
.
4 燃 鯲 繃

(出典 :建設省調査)

ま
た
、
建
設
省
と
し
て
も
、
昭
和
五
四
年
に
通

達
を
出
し
、
現
在
、
｢標
準
駐
車
場
条
例
｣
に
お
い

て
定
め
ら
れ
て
い
る
二
、
0
0
0
評
の
基
準
が
地

方
都
市
の
実
情
に
合
わ
な
い
事
例
が
多
い
た
め
、

都
市
に
よ
っ
て
基
準
を
引
き
下
げ
る
よ
う
指
導
し

て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
具
体
的
な
基
準
値
を
示

す
必
要
が
あ
る
。

②

現
況

現
況
の
建
築
物
を
み
る
と
、
人
口
規
模
の
小
さ

表 3 附置義務条例の附置適用基準の現況
(特定用途の基準) 都市数(% )

用適
の

置
蛔

附 満未
市

入

部
万
の
-

20 轡6〕業
目

か
の

50 ~ 100万

人の都市
似
肺鞠

螂 ⑳ ⑲ @ 靭
鰡 ◎ 鵞 @ ㈱
纖 @ 鯖 ⑳ ゆ
鰡 鰄 幼 ◎ ◎

都市数計

⑳◆ ⑩⑩(平成元年 3月31日現在)

規
模
建
築
物
で
あ
る
。
ま
た
、
表
2
に
示
す
と
お

り
、
大
半
の
建
築
物
の
駐
車
需
要
は
、
現
行
の
附

置
義
務
制
度
で
は
対
応
し
て
い
な
い
。

③

実
施
例

現
況
に
お
い
て
も
、
多
く
の
都
市
に
お
い
て
標

準
条
例
よ
り
厳
し
い
基
準

(
一
、
五
〇
〇
評
･
一
、

0
0
0
芯

で
条
例
を
定
め
て
い
る

(表
3
)。

②

駐
車
施
設
の
規
模
計
算
に
係
わ
る
床
面
積
の

免
除

(足
切
り
制
度
)

①

背
景

現
行
の
標
準
条
例
で
は
、
附
置
の
適
用
を
受
け

設置台数(B )る
建
物
に
対
し
て
、
｢延
べ
面
積
が
二
、
0
0
0
姪

を
超
え
る
部
分
の
面
積
に
対
し
て
、
三
〇
〇
畝
ご

と
に
一
台

(特
定
用
途
)｣
と
い
う
よ
う
に
、
足
切

り
制
度
に
よ
り
床
面
積
か
ら
必
要
と
さ
れ
る
駐
車

台
数
の
う
ち
、
二
、
0
0
0
評
分

(特
定
用
途
の

場
合
七
台
)
が
免
除
さ
れ
て
い
る

(図
2
)。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
控
除
部
分
の
累
積
が
実

際
の
都
市
に
お
け
る
駐
車
需
要
の
か
な
り
の
割
合

を
占
め
て
お
り
、
一
律
に
控
除
す
る
こ
と
は
実
態

に
そ
ぐ
わ
な
い
と
い
う
指
摘
が
あ
り
、
制
度
を
見

直
す
必
要
が
あ
る
。

　
附置適用基準

図 2 建物規模と附置台数の関係

台

数

0

附置義務台数(A )

免除される台数(D )

建築規模
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表 4 全国の建物規模別の駐車場整備状況

現
① @瘍 現

③ 奢暴 実
②

、 の 況　　　　　　　　

実
際
の
建
物
に
対
す
る
駐
車
場
附
置
の
実
態
を

見
て
も
、
足
切
り
免
除
分
を
確
保
し
て
い
る
状
況

が
あ
る

(表
4
)。

現
在
、
全
国
で
八
都
市
に
お
い
て
、
足
切
り
制

度
の
廃
止
が
実
施
さ
れ
て
い
る
。

③

一
台
当
り
床
面
積

現
行
標
準
条
例
は
、
モ
ー
タ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
が

規模ランク

(が)

建物数 床 面 積

b

平 均

床面積

(m:)

駐車場
附置量

(台)

足切りなし

の 場 合 の

附置義務量

b/ 300 m8

d

現況の

附 置

倍 率
c / d

1,000~ 1,500 96 116,382 l,212 936 388 2,4

1,500~ 2,00O 88 150,476 1,710 801 502 1.6

2,000~ 3,00O 145 366,440 2,527 2,092 1,221 1･7

3,000~ 6,000 187 782,620 4,185 4 ,867 2,609 1.9

6,000~ 10 ,00O 87 655,465 7 ,534 3,933 2,185 1.8

10,000~ 15,000 55 680,709 12,377 3,488 2,269 2 .1

15,000~ 20,000 29 504,424 17,394 3,523 1,681 2.1

20,000~ 25,000 2l 465,110 22,148 2,348 1,550 1.5

25,000~ 40,000 24 753,474 31,395 4,856 2,512 1.9

40 ,000~ 23 1452,742 63,163 7 ,588 4,842 1.6

合 計 755 5927,842 7 ,851 34 ,432 19 ,759 1･7

最近 5ヶ年問で建設された全国12都市の755棟の建物状況 (建設省調査)

注車場合数
台 / 1,000脛
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ま
だ
進
ん
で
い
な
い
時
の
基
準
で
あ
る
た
め
、
現

在
の
駐
車
需
要
実
態
と
比
べ
て
小
さ
な
値
と
な
っ

て
お
り
、
実
態
に
即
し
た
基
準
値
を
設
定
す
る
必

要
が
あ
る
。

②

実
施
例

現
行
の
標
準
条
例
の
特
定
用
途
の
基
準

(三
〇

〇
証
)
よ
り
、
厳
し
い
基
準
を
設
け
て
い
る
自
治

体
は
既
に
二
九
自
治
体
あ
る
。

の ② た 駐 分 ① 包) @
用 現 細 車 類 現
途 況 現 か 需 “テ背 ま

鳶が を 況 な 要 よ の 景

“

き
め
の
細
か
い
整
備
基
準

現
行
の
基
準
は
特
定
用
途
と
非
特
定
用
途
の
二

分
類
に
よ
る
が
、
特
定
用
途
の
建
築
物
の
中
で
も

駐
車
需
要
に
差
が
あ
る
の
で
、
駐
車
需
要
に
即
し

た
細
か
な
分
類
に
よ
る
基
準
が
望
ま
し
い
。

現
況
を
み
る
と
、
駐
車
場
の
整
備
量
は
商
業
系

の
用
途
が
高
い
整
備
率
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、

　
用
;

　　終途 途 袋頭
0

500~ 1500 ~ 3ooo~ 6ooo ~ 9000~ 12000 ~ 15000~ 20000以上
1500 3000 6000 9000 12000 15000 20000 延床面積話

一一一事務所 ･"…" ホテル -…'･- 病 院

-‐‐…… 店 舗 ‐‐- - 住 宅 (出典 横浜市調査) 美業
。 に

図 ･ 延床面積規模別延床面積当･駐車場台数(用途別｣) 、 系 肥



平
休
日
の
駐
車
台
数
を
比
較
す
る
と
、
休
日
の
駐
･

建
設
省
と
し
て
の
具
体
的
な
指
導
は
い
ま
だ
な
さ

車
需
要
が
高
い

(図
3
)。

れ
て
お
ら
ず
、
各
都
市
の
判
断
に
任
せ
ら
れ
て
い

③

実
施
例

る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
貝

勺
な

ジ
直
を
一、

必

海
外
に
お
い
て
は
、
建
物
用
途
を
細
分
化
し
、

き
め
の
細
か
い
基
準
値
を
設
定
し
て
い
る
事
例
が

か
な
り
み
ら
れ
る
。
ま
た
、
日
本
に
お
い
て
も
三

都
市
に
お
い
て
、
建
物
用
途
を
分
類
し
て
基
準
値

を
設
定
し
て
い
る
事
例
が
あ
る
。

の
ー
2

地
域
特
製
に
よ
る
分
類

一
般
に
鉄
道
駅
に
近
い
建
築
物
ほ
ど
自
動
車
利
用

が
低
く
、
駐
車
需
要
は
少
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
現

行
基
準
で
は
、
附
置
義
務
条
例
の
制
定
さ
れ
た
都
市

の
地
区
内
で
は
、
一
律
に
同
じ
附
置
義
務
基
準
が
課

さ
れ
る
が
、
同
じ
都
市
内
で
あ
っ
て
も
基
準
の
厳
し

い
地
区
と
緩
い
地
区
を
設
定
で
き
る
よ
う
な
仕
組
み

を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

燭
ー
3

大
規
模
逓
減
の
実
施
に
つ
い
て

①

背
景

床
面
積
当
り
の
駐
車
場
整
備
量
を
建
物
規
模
別

に
み
る
と
、
建
物
規
模
が
大
き
い
ほ
ど
、
床
面
積

当
り
の
駐
車
場
整
備
量
が
少
な
く
な
る
傾
向
に
あ

り
、
こ
の
点
に
関
し
て
建
設
省
と
し
て
も
昭
和
五

四
年
に
通
達
を
出
し
、
都
市
に
よ
っ
て
は
建
築
物

の
規
模
に
応
じ
て
基
準
を
変
え
る
等
の
処
置
を
講

ず
る
よ
う
指
導
し
て
き
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
基
準
値
に
関
し
て
は
、

れ
て
お
ら
ず
、
各
都
市
の
判
断
に
任
せ
ら
れ
て
い

る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
具
体
的
な
基
準
値
を
示
す
必

要
が
あ
る
。

②

現
況

建
物
規
模
に
よ
る
駐
車
場
整
備
の
逓
減
傾
向
は

一

一

1ヘーノ

潴鬱
靴
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附
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図 4 事務所 (サンプル数 268棟)

〔延床面積 (1000m 2)

乾

物

1

4

2

0
0

〔駐
車
台
数
公
ロ/
千
肝
こ

事
務
所
系
ビ
ル
に
大
き
く
現
れ
(図
4
)、
商
業
系

用
途

(図
5
)、
住
宅
系
用
途

(図
6
)
は
床
面
積

に
比
例
的
な
駐
車
場
の
整
備
に
近
い
状
況
と
な
っ

て
い
る
。

③

実
施
例

現
在
、
全
国
で
六
都
市
に
お
い
て
大
規
模
逓
減

〔駐
車
台
数
公
□/
千
祚
)〕
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図 5 商業 (サンプル数 192棟)

〔延床面積 (1000雄)



i

既
存
建
築
物
の
上
階
に
増
築
す
る
場
合
に
、

②

現
況

既
存
部
分
の
間
取
り
、
構
造
等
に
よ
っ
て
駐

実
態
と

車
場
へ
の
模
様
替
え
が
困
難
な
場
合
。

"n

敷
地
が
道
路
の
交
差
点
、
横
断
歩
道
、
踏

切
、
公
園
、
小
学
校
等
出
入
ロ
等
に
接
し
て

い
る
と
き
、
ま
た
は
急
坂
や
狭
い
道
路
の
み

に
接
し
て
い
る
と
き
で
、
自
動
車
の
出
入
口

を
設
け
る
こ
と
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
場
合
。

m

前
面
道
路
の
交
通
事
情
等
に
よ
っ
て
、
駐

車
場
へ
の
自
動
車
の
出
入
が
好
ま
し
く
な
い

場
合
。

等
の
理
由
が
あ
る
場
合
、
そ
の
敷
地
か
ら
お
お
む

ね
二
〇
0
m
以
内
の
場
所
に
、
こ
れ
に
替
わ
る
駐

車
場

(隔
地
駐
車
施
設
)
を
設
け
る
こ
と
が
で
き

る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
が
、
年
が
た
っ
と
と
も
に

隔
地
駐
車
施
設
が
他
用
途
に
変
更
さ
れ
る
傾
向
が

指
摘
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
た
め
、

i

隔
地
駐
車
場
の
永
続
的
な
利
用
の
担
保
方

策
“虹

小
規
模
建
物
で
あ
っ
て
、
建
築
計
画
上
あ

る
い
は
交
通
処
理
上
、
個
々
の
建
物
に
駐
車

施
設
を
附
設
す
る
こ
と
は
好
ま
し
く
な
い
場

合
に
お
け
る
隔
地
駐
車
場
を
積
極
的
に
認
め

て
い
く
方
策

等
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

の
措
置
が
と
ら
れ
て
い
る
。

◎

隔
地
駐
車
場
に
つ
い
て

①

背
景

大
規
模
建
築
物
に
附
置
す
べ
き
駐
車
場
は
、
当

該
建
築
物
ま
た
は
そ
の
敷
地
内
に
設
け
る
こ
と
が

原
則
で
あ
る
が
、

〔駐
車
台
数
(台
/
千
好
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図 6 住宅 (サンプル数 29辞東)

〔延床面積 (1000評)

実
態
と
し
て
は
バ
ラ
ツ
キ
が
大
き
い
も
の
の
、

各
都
市
の
附
置
義
務
容
量
の
六
j
一
○
%
前
後
が

隔
地
に
整
備
さ
れ
て
い
る
。

◎

一
台
当
り
駐
車
マ
ス
面
積
に
つ
い
て

①

背
景

現
行
の
附
置
義
務
基
準
で
は
、
一
台
当
り
の
駐

車
マ
ス
を
幅
二
･
五
m
以
上
、
奥
行
き
六
m
以
上

と
し
て
い
る
が
、
現
在
の
一
般
的
な
車
の
大
き
さ

に
比
べ
て
厳
し
い
基
準
に
な
っ
て
お
り
、
我
が
国

の
保
有
車
両
の
大
半
を
占
め
る
小
型
車
に
対
応
し

た
基
準
に
見
直
す
必
要
が
あ
る
。

②

現
況

(自
動
車
保
有
台
数
)

駐
車
場
を
利
用
す
る
可
能
性
の
高
い
車
種
で
あ

る
普
通
自
動
車
と
小
型
自
動
車
の
構
成
比
は
、

七
…
九
三
と
な
っ
て
い
る
。

四

附
置
義
務
基
準
改
正
の
方
向

三
節
で
概
説
し
た
附
置
義
務
基
準
の
問
題
点
を
踏

ま
え
、
委
員
会
よ
り
表
5
の
通
り
基
準
改
正
の
参
考

値
に
つ
い
て
報
告
を
得
た
。

五

お
わ
り
に

駐
車
･
駐
車
場
問
題
は
、
社
会
的
に
大
き
く
ク
ロ

ー
ズ

･
ア
ッ
プ
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
自
動

車
の
受
け
皿
づ
く
り
を
担
当
す
る
建
設
省
の
対
応
も

駐車場法に基づく附置義務制度の見直しについて聴講曲瀞焉篝宝籤諄 唾編曲珍 省認由宇 種匡籤諺 随従密事 焉篝至当靜



各
方
面
か
ら
問
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
建
設

ベ
ー
ス
と
し
て
、
今
後
、
各
方
面
の
意
見
を
聞
い
た

省
と
し
て
も
、
路
上
駐
車
場
整
備
の
見
直
し
、
路
外

う
え
で
、
近
々
に
新
し
い
標
準
駐
車
場
条
例
を
通
達

駐
車
場
整
備
の
推
進
方
策
等
多
方
面
か
ら
検
討
し
て

し
た
い
と
考
え
て
い
る
。

い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
の
中
で
、
附
置
義
務
制

度
の
強
化
も
、
駐
車
場
不
足
を
解
消
す
る
一
つ
の
大

き
な
決
め
手
と
考
え
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

附
置
義
務
基
準
に
関
す
る
今
後
の
予
定
で
あ
る
が
、

検
討
委
員
会
の
報
告
で
示
さ
れ
た
改
正
の
参
考
値
を

又 し＼ “
附 な の る 車 と 方 表 5 附置義務基準改政の方向

検 討 内 容 現 行 基 準 基準改正の参考値

(1)都市 ･地区ごとの

基準の設定

①駐車場整備地区及び商業 ･

近隣商業地域
(特定用途)
2,000 祠以上の建築物に対

して 300 m鷲こ 1台

O E特定用途)
3 ,000 評以上の建築物に対

して 450 m 2に 1台

②周辺地区

(特定用途)
3,000 話 以上の建築物に対

して 450 mコに 1台

①都市の人口規模(100万人以

上 ･50万人以上 ･ 50万人未

満の 3段階) に応じて、 基

準値 (附置の適用を受ける

建物の下限 ･ 1台当り床面

積の下限) を設定する。
②駐車場整備地区内において

は、 条例を定める自治体の

判断により、 周辺より厳し

い基準を設定できることと

する。

(か建物用途の細分化 ①特定用途 (デパート ･事務

所等)
②非特定用途

の 2区分

特定用途の細分化

①小売商業系 ･事務所系用途

②その他用途

(鏡建物延床面積下限
の見直し

①駐車場整備地区および商業

･近隣商業地域

(特定用途) 2 ,00om
2

(非特定用途) 3 ,000鰐

②周辺地区

(特定用途) 3,000m
9

駐車場整備地区および商業

･近隣商業地域内の特定用途

に関し、
1,000~ 1,500m

2

の範囲で設定する。

(4)1台当り床面積の

見直し

①駐車場整備地区および商業

･近隣商業地域

(特定用途) 300鰐

(非特定用途) 450岼

②周辺地区
(特定用途) 450が℃

①駐車場整備地区および商業

･近隣商業地域内の特定用

途に関し、
100~ 250m2

の範囲で設定する。
②周辺地区の特定用途に関し

150~ 250m?

の範囲で設定する。

(5)大規模建築物に対

する附置義務の軽

減

昭和54年に通達で、引き下

げを指導

具体に引き下げの基準値を

設定する。(10,00om
9以上の事

務所系用途の建築物に対して

軽減措置を施す)

(6)足切り制度の見直

し

2,000評 @藪特定用途は3,000

評) を超える建築物に対し

2,000評 O E特定用途は3,00o

nF) 部分の附置義務を免除

①足切り制度を廃止する。
②』定の規模の建築物には、

附置義務の緩和を施す。

(7)1台当り駐車マス

面積の見直し

2.5×6.om

(普通自動車に対応した基準)

①小型自動車に対応した基準

(2 .3×5,o m ) に見直す。
②車イス利用者のためのスペ

ースを設ける。

(8)隔地駐車場につい

て

隔地駐車場の目的は、 物理的に駐車施設設置の不可能な敷

地および建築物に対する救済策であるが、
①隔地駐車場制度の対象要件
②敷地外駐車場の具体的要件
③敷地外駐車場が他用途に転用された場合の対応策

等について、 今後運用上の基準を明確にする。

も
‘
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は
じ
め
に

画
像
週
離
飜
廳
⑭

活
贓
に
よ
る
朧
車
場
整
備

参
)

社
団
法
人
高
層
住
宅
管
理
業
協
会

項
を
含
め
た
解
説
を
紹
介
す
る
が
、
誌
面
の
都
合
上
次
号
以
降
に
も
継
続
し
て
掲

載
す
る
の
で
、
予
め
、
お
断
り
し
て
お
き
た
い
。

立
体
道
路
制
度
が
創
設
さ
れ
、
道
路
管
理
者
は
こ
の
制
度
を
活
用
し
て
、
建
物

内
に
道
路
附
属
物
と
し
て
の
駐
車
場
を
整
備
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
っ
た
。

共
同
ビ
ル
等
の
建
物
内
に
駐
車
場
を
設
置
す
る
場
合
に
は
、
道
路
管
理
者
が
取

得
す
べ
き
道
路
に
関
す
る
権
原
が
一
般
の
場
合
と
異
な
り
、
駐
車
場
を
区
分
所
有

す
る
場
合
が
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
お
け
る
駐
車
場
管
理
の
問
題

に
つ
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
検
討
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

建
物
内
の
駐
車
場
を
区
分
所
有
す
る
場
合
の
管
理
に
つ
い
て
は
、
駐
車
場
を
含

む
建
物
全
体
の
管
理
と
の
関
係
が
生
じ
、
建
物
の
区
分
所
有
等
に
関
す
る
法
律
の

規
定
に
よ
る
調
整
が
必
要
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
彌
高
層
住
宅
管
理

業
協
会
で
は
、
建
物
内
に
道
路
附
属
物
と
し
て
駐
車
場
を
設
置
す
る
場
合
の
駐
車

場
管
理
に
係
る
取
決
め

(規
約
)
の
モ
デ
ル
を
作
成
す
る
た
め
の
調
査
研
究
を
受

託
事
業
と
し
て
実
施
し
、
こ
の
程
、
報
告
書
を
と
り
ま
と
め
た
。
本
稿
は
、
そ
の

報
告
に
係
る
管
理
規
約
モ
デ
ル
を
紹
介
す
る
も
の
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
管
理
規
約
モ
デ
ル
全
文
と
、
そ
の
利
用
に
あ
た
っ
っ
て
の
留
意
事

道
路
附
属
物
と
し
て
駐
車
場
を
設
置
す
る
場
合
の
共
同
ビ
ル
管
理

規
約
モ
デ
ル

管
理
規
約
モ
デ
ル
に
つ
い
て

ー

こ
の
規
約
モ
デ
ル
の
対
象
は
、
道
路
法
第
2
条
第
2
項
第
6
号
に
定
め
る
道

路
の
附
属
物
た
る

｢自
動
車
駐
車
場
｣
が
、
一
棟
の
建
物
内
に
構
造
上
か
つ
利

用
上
の
独
立
性
を
具
備
し
、
他
の
建
物
部
分

(こ
の
規
約
モ
デ
ル
で
は
事
務
所

の
み
)
と
と
も
に
、
区
分
所
有
権
の
対
象
と
な
る
建
物
で
あ
る
。

こ
の
建
物
は
、
別
図
の
よ
う
な
地
上
十
数
階
部
分
は
す
べ
て
事
務
所
で
、
地

階
部
分
に
自
動
車
駐
車
場
が
あ
る
、
い
わ
ゆ
る
複
合
用
途
型
業
務
ビ
ル
を
想
定

し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
建
物
の
利
用
状
況
が
こ
れ
と
大
き
く
異
な
る
も
の

で
あ
る
と
き
は
、
規
約
の
内
容
も
当
然
異
な
る
も
の
で
あ
る
。

道
路
の
附
属
物
た
る
自
動
車
駐
車
場
は
、
共
同
ビ
ル
内
に
お
い
て
区

立体道路制度の活用による駐車場整備(I )



(建
物
の
区
分
所
有
)

第
1
条

一
棟
の
建
物
に
構
造
上
区
分
さ
れ
た
数
個
の
部
分
で
独
立
し

て
住
居
、
店
舗
、
事
務
所
又
は
倉
庫
そ
の
他
建
物
と
し
て
の
用
途
に

供
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
各
部
分
は
、
こ

の
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
所
有
権
の
目
的
と
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

2

こ
の
規
約
モ
デ
ル
の
区
分
所
有
関
係
は
、
自
動
車
駐
車
場

(規
約
モ
デ
ル
で

は
特
定
駐
車
場
)
の
区
分
所
有
者
で
あ
る
道
路
管
理
者
と
複
数
の
事
務
所
部
分

の
区
分
所
有
者
か
ら
構
成
さ
れ
、
さ
ら
に
事
務
所
部
分
に
つ
い
て
は
区
分
所
有

法
第
3
条
後
段
で
定
め
る
一
部
共
用
部
分
が
存
在
し
、
こ
の
一
部
共
用
部
分
の

管
理
に
つ
い
て
は
、
全
体
管
理
組
合
で
管
理
せ
ず
、
事
務
所
部
分
の
区
分
所
有

者
全
員
か
ら
な
る
事
務
所
管
理
組
合
を
構
成
し
て
管
理
す
る
こ
と
を
想
定
し
て

い
る
。

な
お
、
事
務
所
以
外
に
店
舗
、
住
宅
等
が
あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
だ
け
の
共
用

に
供
さ
れ
る
共
用
部
分
等
が
あ
る
場
合
に
は
、
同
様
に
一
部
管
理
組
合
を
設
置

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

共
同
ビ
ル
内
の
事
務
所
は
、
事
務
所
部
分
だ
け
で
し
か
利
用
し
な
い
エ

レ
ベ
ー
タ
ー
や
階
段
、
廊
下
等
の
一
部
共
用
部
分
が
存
在
し
て
い
る
こ
と

を
前
提
と
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
区
分
所
有
法
第
3
条
後
段
で
は
、
｢

一
部
の
区
分
所
有
者
の

み
の
共
用
に
供
さ
れ
る
こ
と
が
明
ら
か
な
共
用
部
分
『
一
部
共
用
部
分
｣)

を
そ
れ
ら
の
区
分
所
有
者
が
管
理
す
る
と
き
｣
は
、
そ
れ
ら
の
区
分
所
有

者
で
一
部
共
用
部
分
等
の
管
理
を
行
う
た
め
の
団
体
を
構
成
し
、
区
分
所

有
法
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
集
会
を
開
き
、
規
約
を
定
め
、
お
よ
び
管

理
者
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
と
定
め
て
い
る
。

一
方
、
区
分
所
有
法
第
齢
条
で
は
、
一
部
共
用
部
分
の
管
理
主
体
を
次

の
よ
う
に
定
め
て
い
る
。

(
一部
共
用
部
分
の
管
理
)

第
齢
条

一
部
共
用
部
分
の
管
理
の
う
ち
、
区
分
所
有
者
全
員
の
利
害

に
関
係
す
る
も
の
又
は
第
鋭
条
第
2
項
の
規
約
に
定
め
が
あ
る
も
の



は
区
分
所
有
者
全
員
で
、
そ
の
他
の
も
の
は
こ
れ
を
共
用
す
べ
き
区

分
所
有
者
の
み
で
行
う
。

つ
ま
り
、
①
一
部
共
用
部
分
で
あ
っ
て
も
、
区
分
所
有
者
全
員
の
利
害

に
関
係
す
る
も
の
は
区
分
所
有
者
全
員
で
管
理
す
る
。
区
分
所
有
者
全
員

の
利
害
に
関
係
し
な
い
場
合
で
も
、
②
区
分
所
有
者
全
員
の
規
約
で
定
め

れ
ば
区
分
所
有
者
全
員
で
管
理
す
る

(こ
の
場
合
、
当
該
一
部
共
用
部
分

を
共
用
す
る
区
分
所
有
者
数
ま
た
は
そ
の
議
決
権
数
の
/
を
超
え
る
反
対

が
あ
っ
た
と
き
は
、
区
分
所
有
者
全
員
の
管
理
と
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

ー
ー
,区
分
所
有
法
第
紅
条
第
2
項
)。
③
そ
れ
以
外
は
、
一
部
共
用
部
分
を

共
用
す
べ
き
区
分
所
有
者
の
み
で
管
理
す
る
。

今
回
の
管
理
規
約
モ
デ
ル
で
は
、
③
の
方
法
に
よ
っ
て
い
る
が
、
②
に

よ
り
一
部
共
用
部
分
を
全
体
管
理
組
合
で
管
理
す
る
こ
と
も
当
然
可
能
で

あ
る

(こ
の
場
合
、
全
体
管
理
組
合
の
み
存
在
す
る
)。

ま
た
、
区
分
所
有
者
の
数
が
卸
名
以
上
の
場
合
は
、
管
理
組
合
を
、
区

分
所
有
法
第
館
条
以
下
に
定
め
る
管
理
組
合
法
人
と
す
る
こ
と
も
別
途
考

慮
す
る
も
の
と
す
る
。

3

･こ
の
規
約
モ
デ
ル
の
管
理
形
態
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

イ

全
体
共
用
部
分
等
の
管
理
事
II
全
体
管
理
組
合

ロ

事
務
所
部
分
の
一
部
共
用
部
分
等
の
管
理
I
1
事
務
所
管
理
組
合

な
お
、
事
務
所
管
理
組
合
の
業
務
は
、
日
常
的
な
業
務
や
大
修
繕
を
行
う
な

ど
、
全
体
管
理
組
合
と
は
ほ
ぼ
独
立
し
た
形
式
と
な
っ
て
い
る
が
、
事
務
所
管

理
組
合
の
業
務
の
全
部
ま
た
は
一
部
を
全
体
管
理
組
合
が
行
う
よ
う
定
め
る
こ

と
も
可
能
で
あ
る
。

ま
た
、
特
定
駐
車
場
部
分
の
管
理
は
、
そ
の
区
分
所
有
者
で
あ
る
道
路
管
理

者
が
専
有
部
分
と
し
て
管
理
す
る
も
の
で
あ
る
。

4

別
表
第
1
に
掲
げ
た
附
属
施
設
は
、
共
用
の
附
属
施
設
の
み
で
、
専
用
の
附

属
施
設

(例
え
ば
特
定
駐
車
場
誘
導
板
、
営
業
用
看
板
等
)
は
除
外
し
て
い
る
。

5

別
表
第
2
の

｢全
体
共
用
部
分
等
｣
と

｢事
務
所
一
部
共
用
部
分
等
｣
の
区

分
に
当
た
っ
て
は
、
特
定
駐
車
場
で
使
用
す
る
電
気
、
水
道
等
は
全
体
共
用
部

分
ま
た
は
事
務
所
一
部
共
用
部
分
と
は
別
個
に
供
給
さ
れ
る
こ
と
を
前
提
と
し

て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
特
定
駐
車
場
側
で
、
こ
の
規
約
モ
デ
ル
で
は
事
務
所
一
部
共

用
部
分
等
に
区
分
さ
れ
て
い
る
建
物
、
附
属
物
お
よ
び
附
属
施
設
を
利
用
す
る

場
合
は
、
そ
れ
ら
は
全
体
共
用
部
分
に
区
分
さ
れ
る
こ
と
に
な
る

(こ
れ
に
伴

い
道
路
管
理
者
の
負
担
す
る
管
理
費
が
増
加
す
る
。)。

こ
の
ほ
か
、
駐
車
場
設
置
状
況
等
に
よ
り
両
者
の
区
分
は
適
宜
変
更
さ
れ
る

も
の
で
あ
る
。

6

別
表
第
3
の
建
物
の
共
有
持
分
を
決
定
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
専
有
部
分
の

床
面
積

(
一
部
共
用
部
分
の
床
面
積
は
、
こ
れ
を
共
用
す
べ
き
各
区
分
所
有
者

の
専
有
部
分
の
床
面
積
の
割
合
に
よ
り
配
分
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
区
分
所
有
者

の
専
有
部
分
の
床
面
積
に
算
入
す
る
も
の
と
す
る
。)
の
み
な
ら
ず
、床
価
格
(建

設
コ
ス
ト
、
土
地
効
用
比
等
を
反
映
し
た
も
の
)
を
十
分
勘
案
す
る
必
要
が
あ

る
。

7

別
表
第
5
の
議
決
権
数
の
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
別
表
第
3
の
共
有
持
分
を

勘
案
し
つ
つ
、
最
小
単
位
を
1
と
し
て
整
数
倍
に
よ
る
議
決
権
数
に
す
る
こ
と

事
務
所
管
理
組
合
の
業
務
を
大
修
繕
の
み
と
し
て
、
日
常
的
な
業
務
は

全
体
管
理
組
合
に
お
い
て
一
体
と
し
て
管
理
す
る
よ
う
定
め
る
こ
と
も
で

き
~る
。

立体道路制度の活用による駐車場整備(I )



が
適
当
で
あ
る
。

8

こ
の
規
約
モ
デ
ル
は
、
規
定
の
一
覧
性
を
確
保
す
る
た
め
、
全
体
管
理
組
合

に
関
す
る
規
定
、
事
務
所
管
理
組
合
に
関
す
る
規
定
お
よ
び
双
方
に
共
通
す
る

規
定
を
適
宜
所
要
の
位
置
に
配
置
し
た
構
成
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
、
各

管
理
組
合
に
関
す
る
規
定
を
整
理
し
て
、
管
理
組
合
別
に
規
約
を
作
成
す
る
方

法
も
あ
る
。

〔道
路
附
属
物
と
し
て
駐
車
場
を
設
置
す
る
場
合
の
共
同
ビ
ル
管
理

規
約
)
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理

第
1
節

総

則

第
2
節

費
用
の
負
担

第
6
章

全
体
管
理
組
合

第
1
節

全
体
管
理
組
合
の
組
合
員

第
2
節

全
体
管
理
組
合
の
業
務

第
3
節

全
体
管
理
組
合
の
役
員

(第
6
章
第
4
節
以
降
は
次
号
に
掲
載
致
し
ま
す
)

第
4
節

全
体
総
会

第
5
節

理
事
会

第
7
章

事
務
所
管
理
組
合

第
1
節

第
2
節

第
3
節

第
4
節

第
5
節

第
8
章

第
9
章

附

則

会

計

雑

則 事
務
所
管
理
組
合
の
組
合
員

事
務
所
管
理
組
合
の
業
務

事
務
所
管
理
組
合
の
役
員

事
務
所
総
会

役
員
会

　　　

0
0
0
ビ
ル
管
理
規
約

第
1
章

総

則

(目

的
)

第
1
条

こ
の
規
約
は
、
○
○
○
ビ
ル
の
管
理
又
は
使
用
に
関
す
る
事
項
等
に
つ

い
て
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
区
分
所
有
者
の
共
同
の
利
益
を
増
進
し
、
良
好
な

環
境
を
確
保
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

(定

義
)

第
2
条

こ
の
規
約
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ

れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

区
分
所
有
権

建
物
の
区
分
所
有
等
に
関
す
る
法
律

(以
下

｢区
分
所
有

法
｣
と
い
う
。)
第
2
条
第
1
項
の
区
分
所
有
権
を
い
う
。

二

区
分
所
有
者

区
分
所
有
法
第
2
条
第
2
項
の
区
分
所
有
者
を
い
う
。

三

占
有
者

区
分
所
有
法
第
6
条
第
3
項
の
占
有
者
を
い
う
。

四

専
有
部
分

区
分
所
有
法
第
2
条
第
3
項
の
専
有
部
分
を
い
う
。

五

共
用
部
分

区
分
所
有
法
第
2
条
第
4
項
の
共
用
部
分
を
い
う
。



六

一
部
共
用
部
分

区
分
所
有
法
第
3
条
後
段
の
一
部
の
区
分
所
有
者
の
み

の
共
用
に
供
さ
れ
る
べ
き
こ
と
が
明
ら
か
な
共
用
部
分
を
い
う
。

七

敷

地

区
分
所
有
法
第
2
条
第
5
項
の
建
物
の
敷
地
を
い
う
。

八

共
用
部
分
等

共
用
部
分
及
び
附
属
施
設
を
い
う
。

九

一
部
共
用
部
分
等

一
部
共
用
部
分
及
び
一
部
の
区
分
所
有
者
の
み
の
共

用
に
供
せ
ら
れ
る
べ
き
こ
と
が
明
ら
か
な
附
属
施
設
を
い
う
。

十

専
用
使
用
権

敷
地
及
び
共
用
部
分
等
の
一
部
に
つ
い
て
、
特
定
の
区
分

所
有
者
が
排
他
的
に
使
用
で
き
る
権
利
を
い
う
。

十
一

専
用
使
用
部
分

専
用
使
用
権
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
敷
地
及
び
共
用

塔屋内機械
(一部共用) 屋上(全体共用)

外

壁
(全
体
共
用
)

　
　

　

　　

　　

　

　

　
　
　

j

道
室

輔
放

　

　　

　
　特定駐車場利用者用エレベーター

別図 道路、建物、特定駐車場の関係

)

分

、

(

焚
)

"

定
械

r

･

擬
明

細

特
機

場

‐

機
関

夜

!
;

車

　
　

　

　

　

(

屋
曄

(

月

定

上

塔
十

:

所

共

特

　

　

事

銚

事
務
所
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
(
一
部
共
用
)

畑
地

路

(共
用
部
分
)

敷

車

専
用
使
用
権

(第
4
条
･
別
表
第
1
関
係
)

1

敷
地
は
、
区
分
所
有
法
第
銘
条
に
定
め
る
規
約
設
定
の
た
め
の
公
正
証

書

(以
下
単
に
｢規
約
設
定
公
正
証
書
L
と
い
う
。)
に
よ
り
規
約
敷
地
と

し
た
も
の
を
含
む
も
の
で
あ
る
。

2

敷
地
内
に
規
約
設
定
公
正
証
書
に
よ
り
分
離
可
能
な
敷
地
が
あ
る
場
合

は
、
そ
の
旨
明
記
す
る
。

3

所
在
地
が
登
記
簿
上
の
所
在
地
と
住
居
表
示
で
異
な
る
場
合
は
、
両
方

を
記
載
す
る
。

(第
3
条
関
係
)

事
務
所
ま
た
は
特
定
駐
車
場
に
勤
務
す
る
者
に
対
し
て
も
、
区
分
所
有
者

が
規
約
を
遵
守
さ
せ
る
義
務
を
明
ら
か
に
し
た
。

部
分
等
の
部
分
を
い
う
。

(規
約
の
遵
守
義
務
)

第
3
条

区
分
所
有
者
は
、
円
滑
な
共
同
生
活
を
維
持
す
る
た
め
、
こ
の
規
約
及

び
こ
の
規
約
に
基
づ
き
管
理
上
必
要
な
事
項
を
定
め
た
附
属
規
程
を
誠
実
に
遵

守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2

区
分
所
有
者
は
、
そ
の
所
有
す
る
専
有
部
分
に
お
い
て
勤
務
す
る
者
に
対
し

て
、
こ
の
規
約
及
び
附
属
規
程
に
定
め
る
事
項
を
遵
守
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

(対
象
物
件
の
範
囲
)

第
4
条

こ
の
規
約
の
対
象
と
な
る
物
件
の
範
囲
は
、
別
表
第
1
に
記
載
さ
れ
た

敷
地
、
建
物
及
び
附
属
施
設

(以
下

｢対
象
物
件
｣
と
い
う
。)
と
す
る
。

立体道路制度の活用による駐車場整備(I )



(規
約
の
効
力
)

基
づ
い
て
負
う
義
務
と
同
一
の
義
務
を
負
う
。

て
も
、
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

(第
5
条
関
係
)

第
5
条

こ
の
規
約
は
、
区
分
所
有
者
の
包
括
承
継
人
及
び
特
定
承
継
人
に
対
し

-

-

一

一

2

占
有
者
は
、
対
象
物
件
の
使
用
方
法
に
つ
き
、
区
分
所
有
者
が
こ
の
規
約
に

包
括
承
継
は
相
続
、
特
定
承
継
は
売
買
お
よ
び
交
換
等
の
場
合
を
い
う
。

別表第 1 対象物件の表示 (第 4条関係)

物 件 名

敷

地

所 在 地

面 積

権 利 関 係

建

物

地

蒜

在

嚴住

所

構 造 等 鬱
が

同共建階O屋搭

積

階

鰤

o

建

下地

が

眥O上地造

棟
積

0

0

面

○

床

○

延

専 有 部 分

事 務 所 部 分

数一戸 戸OO

積面床延 乙̂m

特定駐車場部分

数一戸 一戸1具

積面床延 艀

用 途 事務所
、

駐車場

附

属

施

設

属附に物建等塔告広物栽植の他のそ木樹溝水刻
"設施地園板内案

、
設

灯

施

路

る

街

す



-賃
借
人
は
‘
薯

に
当
葱

-

(管
理
組
合
)

第
6
条

区
分
所
有
者
は
、
第
1
条
に
定
め
る
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
次
の
管

理
組
合
を
組
織
す
る
。

一

〇
〇
〇
ビ
ル
管
理
組
合

(以
下

｢全
体
管
理
組
合
｣
と
い
う
。)

二

〇
〇
〇
ビ
ル
事
務
所
管
理
組
合

(以
下

｢事
務
所
管
理
組
合
｣
と
い
う
。)

2

全
体
管
理
組
合
は
区
分
所
有
者
全
員
を
も
っ
て
構
成
す
る
。

3

事
務
所
管
理
組
合
は
、
第
8
条
第
2
号
に
定
め
る
事
務
所
一
部
共
用
部
分
等

を
共
用
す
べ
き
区
分
所
有
者
の
み
を
も
っ
て
構
成
す
る
。

4

全
体
管
理
組
合
及
び
事
務
所
管
理
組
合
は
、
事
務
所
を
0
0
0
ビ
ル
内
に
置

ノヘ、0

5

全
体
管
理
組
合
の
業
務
、
組
織
等
に
つ
い
て
は
、
第
6
章
に
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
る
。

6

事
務
所
管
理
組
合
の
業
務
、
組
織
等
に
つ
い
て
は
、
第
7
章
に
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
る
。

第
2
章

専
有
部
分
等
の
範
囲

(専
有
部
分
の
範
囲
)

第
7
条

対
象
物
件
の
う
ち
区
分
所
有
権
の
対
象
と
な
る
専
有
部
分
は
、
次
の
と

お
り
で
あ
っ
て
、
別
添
図
○

(略
)
に
表
示
し
た
部
分
と
す
る
。

一

事
務
所
番
号
を
付
し
た
事
務
所

(以
下

｢事
務
所
部
分
｣
と
い
う
。)

二

道
路
に
附
属
す
る
駐
車
場
と
し
て
設
置
さ
れ
た
駐
車
場

(以
下

｢特
定
駐

車
場
部
分
｣
と
い
う
。)

2

前
項
の
専
有
部
分
を
他
か
ら
区
分
す
る
構
造
物
の
帰
属
に
つ
い
て
は
、
次
の

と
お
り
と
す
る
。

一

天
井
、
床
及
び
壁
は
、
躯
体
部
分
を
除
く
部
分
を
専
有
部
分
と
す
る
。

二

玄
関
扉
及
び
シ
ャ
ッ
タ
ー
は
、
錠
及
び
内
部
塗
装
部
分
を
専
有
部
分
と
す

る
。

三

窓
枠
及
び
窓
ガ
ラ
ス
は
、
専
有
部
分
に
含
ま
れ
な
い
も
の
と
す
る
。

3

第
1
項
又
は
前
項
の
専
有
部
分
の
専
用
に
供
さ
れ
る
附
属
物
の
う
ち
共
用
部

分
内
に
あ
る
部
分
以
外
の
も
の
は
、
専
有
部
分
と
す
る
。

(第
7
条
関
係
)

1

こ
の
規
約
で
は
、
専
有
部
分
と
共
用
部
分
と
の
境
界
は
、
い
わ
ゆ
る
上

塗
説

(境
界
部
分
の
う
ち
躯
体
部
分
は
共
用
部
分
で
あ
る
が
、
上
塗
り
部

分
な
ど
躯
体
部
分
以
外
の
部
分
は
専
有
部
分
の
範
囲
に
含
ま
れ
る
と
い
う

考
え
方
)
を
と
っ
て
い
る
。

2

第
3
項
の

｢専
有
部
分
の
専
用
に
供
さ
れ
る
｣
か
否
か
は
設
備
機
能
に

着
目
し
て
決
定
す
る
。

な
お
、
必
要
が
あ
れ
ば
、
専
有
部
分
で
あ
る
附
属
物
も
管
理
組
合
の
管

理
の
対
象
と
し
、
そ
の
管
理
の
意
思
決
定
方
法
は
、
共
用
部
分
た
る
附
属

(第
6
条
関
係
)

1

管
理
組
合
と
区
分
所
有
者
と
は
、
区
分
所
有
者
で
あ
る
以
上
当
然
に
そ

の
団
体
の
構
成
員
で
あ
り
、
区
分
所
有
者
で
な
く
な
れ
ば
構
成
員
で
な
く

な
る
と
い
う
関
係
で
あ
り
、
管
理
組
合
へ
の
加
入
、
脱
退
は
考
え
る
余
地

が
な
い
。

2

こ
の
規
約
で
は
管
理
組
合
を
法
人
と
は
し
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

こ
こ
に
い
う
管
理
組
合
の
法
的
性
格
は

｢権
利
能
力
な
き
社
団
｣
で
あ
る
。

立体道路制度の活用による駐車場整備(I )



別表第 2 - 1
建物の部分だる共用部分の区分 (第 8条関係)

区 分 部 位

全 体

共用部分等

基礎部分、 内 外壁、 界壁、 床スラ ブ、 屋上、 玄関ホール、 地下

階段室その 他 事務 所一 部共 用部分に属さない 建物の 部 分

管 理事務室、 管 理用 倉庫 及びそれらの 附属物

事務所一部

共用部 分等

事務 所用受水 槽室、 事務 所用 ポン プ室、 事務 所用電 気室、 中廊下、

エレベーターホール、 エレベーター室、 地上階段室、 バルコニー

別表第 2 - 2

建物の附属物たる共用部分の区分 (第 8条関係)

区 分 部 位

全 体

共用部 分等

避雷針、 各種配線設備、 各種配管設備、 散水 栓、 消防設 備、 テレ

ビ共聴 施設その 他事務所一部共用部分に属さ ない 建物の 附属物

事務所一部

共用 部分等

事務 所用受水 槽設備、 高置水 槽設備、 事務所用給水 ポン プ、 事

務所用電 気設備、 エレベーター設備、 事務 所用 ガス 設備、 事務

所一部共用部 分の 共用 灯設備、 掲示板、 事務 所用集 合郵便受箱

物
と
同
様
の
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
な
ど
を
規
約
で
定
め
る
こ
と
も
考
え

(共
用
部
分
等
の
範
囲
)

第
8
条

対
象
物
件
の
う
ち
共
用
部
分
等
を
次
の
と
お
り
区
分
し
、
そ
の
範
囲
は

別
表
第
2
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一

全
体
共
用
部
分
等

(共
用
部
分
等
の
う
ち
、
次
号
に
規
定
す
る
部
分
以
外

別表第 2 - 3

建 物 の 附 属 施 設 の 区 分 (第 8条関係)

区 分 部 位

全 体

共用部 分等

外 灯設 備、 外部 案内板、 団地施設、 汚水 本管、 雨水 排水管 及び

排水 溝、 樹木その 他の 植栽物、 屋外の 電気配線 及び電 話配線並

びにこれらに 附属す る 施 設

事務所一部

共用部分等

事務所共用案 内板



の
部
分
を
い
う
。)

二

事
務
所
一
部
共
用
部
分
等

(共
用
部
分
等
の
う
ち
、
事
務
所
部
分
の
区
分

所
有
者
の
み
の
共
用
に
供
せ
ら
れ
る
べ
き
こ
と
が
明
ら
か
な
部
分
を
い
う
。)

第
3
章

敷
地
及
び
共
用
部
分
等
の
共
有

(共
有
)

第
9
条

対
象
物
件
の
う
ち
敷
地
及
び
全
体
共
用
部
分
等
は
、
区
分
所
有
者
の
共

有
と
す
る
。

2

事
務
所
一
部
共
用
部
分
等
は
、
事
務
所
部
分
の
区
分
所
有
者
の
み
の
共
有
と

す
る
。

翁
ハ有
持
分
)

第
m
条

各
区
分
所
有
者
の
全
体
共
用
部
分
等
及
び
事
務
所
一
部
共
用

部
分
等
に
係
る
そ
れ
ぞ
れ
の
共
有
持
分
は
、
そ
の
所
有
す
る
専
有
部

分
の
床
面
積
の
割
合
に
よ
る
。

2

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
全
体
共
用
部
分
等
の
持
分
を
計
算
す
る

に
当
た
っ
て
は
、
別
添
図
○

(略
)
に
表
示
す
る
事
務
所
一
部
供
用

部
分
の
床
面
積
は
、
こ
れ
を
共
用
す
べ
き
区
分
所
有
者
の
専
有
部
分

の
床
面
積
の
割
合
に
よ
り
配
分
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
区
分
所
有
者

の
専
有
部
分
の
床
面
積
に
算
入
す
る
も
の
と
す
る
。

3

前
二
項
の
床
面
積
の
計
算
は
、
壁
心
計
算

(界
壁
の
中
心
線
で
囲

ま
れ
た
部
分
の
面
積
を
算
出
す
る
方
法
い
う
。)
に
よ
る
も
の
と
す

る
↓。

(共
有
持
分
)

第
細
条

各
区
分
所
有
者
の
敷
地
並
び
に
全
体
共
用
部
分
等
及
び
事
務
所
一
部
共

用
部
分
等
に
係
る
そ
れ
ぞ
れ
の
共
有
持
分
は
、
別
表
第
3
に
掲
げ
る
と
お
り
と

す
る
。

(第
8
条
･
別
表
第
2
関
係
)

1

共
用
部
分
に
は
、
法
定
共
用
部
分
の
み
な
ら
ず
、
区
分
所
有
法
第
4
条

第
2
項
の
規
約
共
用
部
分
も
含
む
も
の
で
あ
る
。

2

管
理
員
事
務
室
、
管
理
用
倉
庫
は
、
区
分
所
有
法
上
は
専
有
部
分
の
対

象
と
な
る
こ
と
が
多
い
と
思
わ
れ
る
が
、
区
分
所
有
者
の
共
通
の
利
益
の

た
め
に
設
置
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
規
約
設
定
公
正
証
書
に
よ
り
分

譲
段
階
か
ら
規
約
共
用
部
分
と
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
。

別
棟
の
管
理
･
集
会
棟
な
ど
が
あ
る
場
合
も
、
規
約
設
定
公
正
証
書
に

よ
り
規
約
共
用
化
を
図
っ
て
お
く
こ
と
が
適
当
で
あ
る
。

3

事
務
所
一
部
共
用
部
分
に
つ
い
て
は
、
区
分
所
有
法
第
3
条
の

｢
一
部

の
区
分
所
有
者
の
み
の
共
用
に
供
さ
れ
る
べ
き
こ
と
が
明
ら
か
な
共
用
部

分
｣
と
い
う
内
容
を
明
確
に
満
足
さ
せ
得
る
共
用
部
分
に
つ
い
て
の
み
設

定
す
る
。
明
確
に
区
分
で
き
な
い
部
分
は
全
体
共
用
部
分
と
し
、
利
用
の

実
態
を
考
慮
し
て
、
必
要
に
応
じ
専
用
使
用
権
を
設
定
す
る
こ
と
と
す
る
。

(第
ゆ
条
･
別
表
第
3
関
係
)

1

こ
の
規
約
モ
デ
ル
で
は
、
共
有
持
分
の
割
合
は
、
専
有
部
分
の
床
面
積

の
割
合
を
基
に
区
分
所
有
者
の
不
利
益
、
不
公
平
感
を
招
か
な
い
程
度
に

お
い
て
端
数
処
理
し
た
具
体
的
な
持
分
割
合
を
別
表
第
3
に
示
す
方
式
を

採
用
し
て
い
る
。

も
し
、
専
有
部
分
の
床
面
積
に
よ
り
共
有
持
分
の
割
合
を
定
め
る
場
合

は
、
本
条
は
次
の
よ
う
に
な
る
。

立体道路制度の活用による駐車場整備(I )



2

敷
地

(敷
地
利
用
権
)
の
共
有
持
分
の
割
合
は
、
規
約
設
定
公
正
証
書

に
よ
り
定
め
て
お
く
も
の
と
す
る
。

別表第 3 敷地及び共用部分等の共有持分 (第lo条関係)

所

号

務事

番

敷地の 共有持分 建 物 の 共 有 持 分

に

′
の
斜

知
拐

分

対

鉾
バリ

聯
坐
猶

共

摯
据

体

扮
-対

全 部

等
一

分
紅
子

所
部
絲
扮

務
用
饑
蝸

事

共

所

号

務事

番

事

務

所

部

分

1 0 1

1 0 2

1 0 3

1 0 4 ･

･･･

･･･

計 ×××

場車駐定

分

特

部 =̂〕

合 計 0 0 O △△△ ×××

(分
割
請
求
及
び
単
独
処
分
の
禁
止
)

第
=
条

区
分
所
有
者
は
、
敷
地
又
は
共
用
部
分
等
の
分
割
を
請
求
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
。

2

区
分
所
有
者
は
、
事
務
所
部
分
の
み
を
他
の
区
分
所
有
者
又
は
第
三
者
に
貸

与
す
る
場
合
を
除
き
、
専
有
部
分
と
敷
地
及
び
共
用
部
分
等
の
共
有
持
分
と
を



分
離
し
て
譲
渡
、
貸
与
、
抵
当
権
の
設
定
等
の
処
分
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

第
4
章

用

法

(専
有
部
分
の
用
途
)

第
物
条

事
務
所
部
分
の
区
分
所
有
者
は
、
そ
の
専
有
部
分
を
専
ら
事
務
所
と
し

て
使
用
す
る
も
の
と
し
、
他
の
用
途
に
供
し
て
は
な
ら
な
い
。

2

特
定
駐
車
場
部
分
の
区
分
所
有
者
は
、
そ
の
専
有
部
分
を
自
動
車
駐
車
場
と

し
て
使
用
す
る
も
の
と
し
、
他
の
用
途
に
供
し
て
は
な
ら
な
い
。

(敷
地
及
び
共
用
部
分
等
の
用
法
)

第
協
条

区
分
所
有
者
は
、
敷
地
及
び
共
用
部
分
等
を
そ
れ
ぞ
れ
の
通
常
の
用
法

に
従
っ
て
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(敷
地
及
び
共
用
部
分
等
の
専
用
使
用
権
)

第
M
条

区
分
所
有
者
は
、
対
象
物
件
の
う
ち
、
別
表
第
4
に
掲
げ
る
敷
地
及
び

共
用
部
分
等
の
一
部
に
つ
い
て
、
同
表
に
掲
げ
る
と
お
り
、
専
用
使
用
権
を
有

す
る
こ
と
を
承
認
す
る
。

2

別
表
第
4
に
掲
げ
る
専
用
使
用
部
分

(以
下

｢専
用
使
用
部
分
｣
と
い
う
。)

を
有
償
で
専
用
使
用
し
て
い
る
者
は
、
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
全
体
管

立体道路制度の活用による駐車場整備(○

理
組
合
に
専
用
使
用
料
を
納
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3

区
分
所
有
者
か
ら
専
有
部
分
の
貸
与
を
受
け
た
者
は
、
そ
の
区
分
所
有
者
が

専
用
使
用
権
を
有
し
て
い
る
専
用
使
用
部
分
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(第
M
条
関
係
)

1

バ
ル
コ
ニ
!
等
の
専
用
使
用
権
者
は
専
有
部
分

(事
務
所
部
分
お
よ
び

特
定
駐
車
場
部
分
)
と
一
体
と
し
て
取
り
扱
う
こ
と
が
妥
当
で
あ
る
た
め
、

外
壁
面
お
よ
び
敷
地
と
は
異
な
る
定
め
を
し
て
い
る
。

2

こ
の
規
約
モ
デ
ル
で
は
事
務
所
前
面
敷
地
の
み
が
有
償
と
な
っ
て
い
る

が
、
状
況
に
応
じ
て
他
も
専
用
使
用
料
を
徴
収
す
る
旨
規
定
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

3

第
2
項
に
お
い
て
専
用
使
用
料
は
全
体
管
理
組
合
に
納
入
す
る
こ
と
に

定
め
て
い
る
が
、
状
況
に
応
じ
て
は
、
事
務
所
管
理
組
合
と
按
分
の
う
え

納
入
す
る
か
、
あ
る
い
は
事
務
所
管
理
組
合
の
み
へ
納
入
す
る
よ
う
定
め

る
こ
と
も
で
き
る
。

4

共
同
ビ
ル
に
は
、
駐
車
場
は
特
定
駐
車
場
し
か
設
置
さ
れ
て
い
な
い
前

提
と
な
っ
て
い
る
が
、
区
分
所
有
者
が
利
用
で
き
る
駐
車
場
を
敷
地
ま
た

は
建
物
内
に
設
置
す
る
場
合
に
は
、
別
途
規
約
等
を
整
備
す
る
必
要
が
あ

る
。

(敷
地
及
び
共
用
部
分
等
の
第
三
者
の
使
用
)

第
髄
条

区
分
所
有
者
は
、
次
に
掲
げ
る
共
用
部
分
等
及
び
そ
の
敷
地
の
一
部
を
、

そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
掲
げ
る
者
が
使
用
す
る
こ
と
を
承
認
す
る
。

一

管
理
事
務
室
、
管
理
用
倉
庫
、
機
械
室
そ
の
他
対
象
物
件
の
管
理
の
執
行

上
必
要
な
施
設

管
理
業
務
を
受
託
し
、
又
は
請
負
っ
た
者

二

電
気
室

0
0
電
力
株
式
会
社

三

ガ
ス
ガ
バ
ナ
ー

○
○
ガ
ス
株
式
会
社

2

前
項
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
区
分
所
有
者
は
、
全
体
管
理
組
合
が
全
体
管

理
組
合
の
総
会

(以
下

｢全
体
総
会
｣
と
い
う
。)
の
決
議
を
経
て
、
敷
地
及
び

共
用
部
分
等

(専
用
使
用
部
分
を
除
く
。)
の
一
部
に
つ
い
て
、
第
三
者
に
使
用

さ
せ
る
こ
と
を
承
認
す
る
。



別表第 4 敷地及び共用部分等の専用使用権 (第14条関係)

(第
お
条
関
係
)

1

有
償
か
無
償
か
を
条
文
に
明
記
す
る
こ
と
と
す
る
。

2

第
2
項
の
対
象
と
な
る
の
は
、
広
告
塔
、
看
板
等
で
あ
る
。

ぶ l. 位 置 2. 専用便

用権者

3. 用 法 4 . 期 間 5. 条 件

ノミノレコニ --

各専有部分
に接す るバ

ルコニー

当該専有部
分の 区分所

有者

通常のバル

コニーと し

ての 用法

区分所有権
存 続中

無 償

玄 関 扉
窓 枠
窓 ガ ラ ス

各専有部分
に 附属する

玄関扉、 窓

枠、 窓ガラス

同 上 通常の玄関

扉、 窓 枠、
窓総ガラスと

しての用法

同 上 同 上

ンヤツター

外面
各事務所シ
ヤツタータト

面

同 上 営業用広告

掲示場所と

しての用法

同 上 同 上

特定駐車場
入出庫路の

外壁面の一

部

別添 図○

(略)の部 分
特定駐車場
部 分の 区分

所有者

道路標識等

の設置場所

と しての 用

法

同 上 同 上

上記 以外の

外壁面の一

部

別添図○

(略)の部 分

○ 0 号室 事

務所の 区分

所有者

営業用看板

等の 設置場

所と しての

用法

同 上 同 上

特定駐車場

前面の敷地
別添図○

(略)の部分
特定駐車場
部 分の 区分

所有者

通路 ･ 空調

屋外ユニ ッ
ト置場 ･ 排

気ダクトと

しての 用法

同 上 同 上

上記 以外の

事務所前面
敷地

別添図○

(略)の部分

○ 0 号室事

務所の 区分

所有者

営業用看板

等の 設置場

所と して の

用 法

同 上 有 償

第
齢
条

対
象
物
件
の
使
用
に
つ
い
て
は
、
別
に
使
用
細
則
等
の
附
属
規
程
を
定

め
る
も
の
と
す
る
。

第 (
め 16 附
る 条 属
も 親
の 対 程



(専
有
部
分
の
貸
与
)

第
=
条

区
分
所
有
者
は
、
そ
の
専
有
部
分
を
第
三
者
に
貸
与
す
る
場
合
は
、
こ

の
規
約
及
び
附
属
規
程
に
定
め
る
事
項
を
そ
の
第
三
者
に
遵
守
さ
せ
な
け
れ
ば
,

な
ら
な
い
。

2

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
区
分
所
有
者
は
、
そ
の
貸
与
に
係
る
契
約
に
こ
の

規
約
及
び
附
属
規
程
に
定
め
る
事
項
を
遵
守
す
る
旨
の
条
項
を
定
め
る
と
と
も

に
、
契
約
の
相
手
方
に
こ
の
規
約
及
び
附
属
規
程
に
定
め
る
事
項
を
遵
守
す
る

旨
の
誓
約
書
を
全
体
管
理
組
合
に
提
出
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(第
“
条
関
係
)

1

規
約
の
効
力
は
対
象
物
件
の
使
用
方
法
に
つ
き
占
有
者
に
も
及
ぶ
が
、

本
条
は
、
そ
れ
に
加
え
て
、
区
分
所
有
者
が
そ
の
専
有
部
分
を
第
三
者
に

貸
与
す
る
場
合
に
は
、
区
分
所
有
者
は
当
該
第
三
者
に
こ
の
規
約
お
よ
び

附
属
規
程
に
定
め
る
事
項
を
遵
守
さ
せ
る
義
務
が
あ
る
こ
と
を
定
め
た
も

の
で
あ
る
。

2

第
三
者
が
遵
守
す
べ
き
事
項
は
、
こ
の
規
約
お
よ
び
附
属
規
程
に
定
め

る
事
項
の
う
ち
、
対
象
物
件
の
使
用
に
関
す
る
事
項
と
す
る
。

3

貸
与
に
係
る
契
約
書
に
記
載
す
る
条
項
お
よ
び
全
体
管
理
組
合
に
提
出

す
る
誓
約
書
の
様
式
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。

誓

約

書

私
は
、
○
○
0
0
(賃
貸
人
)
と
の
○
○
共
同
ビ
ル
○
0
号
室
(以

下
｢対
象
物
件
｣
と
い
う
。)
の
賃
貸
借
契
約
の
締
結
に
際
し
、
下
記

事
項
を
誓
約
し
ま
す
。

コu
----。

対
象
物
件
の
使
用
に
際
し
て
は
0
0
共
同
ビ
ル
管
理
規
約
及
び
同

附
属
規
程
に
定
め
る
事
項
を
誠
実
に
遵
守
す
る
こ
と
。

平
成

年

月

日

0
0
共
同
ビ
ル
全
体
管
理
組
合

理

事

長

○

○

0

0

殿

住
所

氏
名

(第
16
条
関
係
)

使
用
細
則
に
は
、
第
聡
条
の

｢通
常
の
用
法
｣
の
具
体
的
な
内
容
や
共
用

部
分
の
利
用
制
限

(工
作
物
設
置
の
禁
止
、
外
観
変
更
の
禁
止
等
)
な
ど
を

定
め
る
も
の
と
す
る
。

○
○
条

賃
借
人
は
、
対
象
物
件
の
使
用
、
収
益
に
際
し
て
、
○
○
共

同
ビ
ル
管
理
規
約
及
び
同
附
属
規
程
に
定
め
る
事
項
を
遵
守
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

2

賃
借
人
が
、
前
項
に
規
定
す
る
義
務
に
違
反
し
た
と
き
は
、
賃
貸

人
は
、
本
契
約
を
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

賃

貸

借

契

約

書

立体道路制度の活用による駐車場整備(I )



第
5
章

管

理

第
1
節

総

貝

(区
分
所
有
者
の
責
務
)

第
藺
条

区
分
所
有
者
は
、
対
象
物
件
に
つ
い
て
、
そ
の
価
値
及
び
機
能
の
維
持

増
進
を
図
る
た
め
、
常
に
適
正
な
管
理
を
行
う
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(敷
地
及
び
共
用
部
分
等
の
管
理
に
関
す
る
責
任
と
負
担
)

第
円
条

敷
地
及
び
全
体
共
用
部
分
等
の
管
理
に
つ
い
て
は
、
全
体
管
理
組
合
が

そ
の
責
任
と
負
担
に
お
い
て
こ
れ
を
行
う
も
の
と
す
る
。

2

事
務
所
一
部
共
用
部
分
等
の
管
理
に
つ
い
て
は
、
事
務
所
管
理
組
合
が
そ
の

責
任
と
負
担
に
お
い
て
こ
れ
を
行
う
も
の
と
す
る
。

3

前
二
項
に
か
か
わ
ら
ず
、
専
用
使
用
部
分
の
管
理
の
う
ち
、
通
常
の
使
用
に

伴
う
も
の
に
つ
い
て
は
、
専
用
使
用
権
を
有
す
る
者
が
そ
の
責
任
と
負
担
に
お

い
て
こ
れ
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(必
要
箇
所
へ
の
立
入
り
)

第
劉
条

前
条
に
よ
り
管
理
を
行
う
者
は
、
管
理
を
行
う
た
め
に
必
要
な
範
囲
内

に
お
い
て
、
他
の
者
が
管
理
す
る
専
有
部
分
又
は
専
用
使
用
部
分
へ
の
立
入
り

を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

2

前
項
に
よ
り
立
入
り
を
請
求
さ
れ
た
者
は
、
正
当
な
理
由
が
な
け
れ
ば
こ
れ

を
拒
否
し
て
は
な
ら
な
い
。

3

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
正
当
な
理
由
な
く
立
入
り
を
拒
否
し
た
者
は
、
そ

の
結
果
生
じ
た
損
害
を
賠
償
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

4

立
入
り
を
し
た
者
は
、
速
や
か
に
立
入
り
を
し
た
箇
所
を
原
状
に
復
さ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

(損
害
保
険
)

第
四
条

区
分
所
有
者
は
、
全
体
共
用
部
分
等
に
関
し
、
全
体
管
理
組
合
が
火
災

保
険
そ
の
他
の
損
害
保
険
の
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
を
承
認
す
る
。

2

理
事
長
(第
36
条
に
定
め
る
理
事
長
を
い
う
。)
は
、
前
項
の
契
約
に
基
づ
く

保
険
金
額
の
請
求
及
び
受
領
を
行
う
。

3

事
務
所
部
分
の
区
分
所
有
者
は
、
事
務
所
一
部
共
用
部
分
等
に
関
し
、
事
務

所
管
理
組
合
が
火
災
保
険
そ
の
他
の
損
害
保
険
の
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
を
承

認
す
る
。

4

組
合
長
(第
卸
条
に
定
め
る
組
合
長
を
い
う
。)
は
、
前
項
の
契
約
に
基
づ
く

保
険
金
額
の
請
求
及
び
受
領
を
行
う
。

第
2
節

費
用
の
負
担

(管
理
費
等
)

第
銘
条

区
分
所
有
者
は
、
敷
地
及
び
全
体
共
用
部
分
等
の
管
理
に
要
す
る
経
費

(第
妙
条
関
係
)

1

バ
ル
コ
ニ
ー
等
の
専
用
使
用
部
分
の
管
理
の
う
ち
、
管
理
組
合
が
そ
の

責
任
と
負
担
に
お
い
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
大
修
繕
等
で
あ

る
。

2

特
定
駐
車
場
の
管
理
は
、
特
定
駐
車
場
部
分
の
区
分
所
有
者
の
責
任
と

負
担
に
お
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

(第
れ
条
関
係
)

全
体
管
理
組
合
に
お
い
て
事
務
所
一
部
共
用
部
分
等
も
併
せ
て
付
保
す
る

よ
う
定
め
る
こ
と
も
で
き
る
。

管



に
充
て
る
た
め
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
費
用

(以
下

｢全
体
管
理
費
等
｣
と
い

う
。)
を
全
体
管
理
組
合
に
納
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

全
体
管
理
費

二

全
体
修
繕
積
立
金

2

事
務
所
部
分
の
区
分
所
有
者
は
、
事
務
所
一
部
共
用
部
分
等
の
管
理
に
要
す

る
経
費
に
充
て
る
た
め
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
費
用

(以
下

｢事
務
所
部
分
管

理
費
等
｣
と
い
う
。)
を
事
務
所
管
理
組
合
に
納
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

事
務
所
部
分
管
理
費

二

事
務
所
部
分
修
繕
積
立
金

3

全
体
管
理
費
等
の
額
に
つ
い
て
は
別
表
第
3
に
掲
げ
る
各
区
分
所
有
者
の
全

体
共
用
部
分
等
に
係
る
共
有
持
分
に
応
じ
て
、
事
務
所
部
分
管
理
費
等
の
額
に

つ
い
て
は
別
表
第
3
に
掲
げ
る
各
事
務
所
部
分
の
区
分
所
有
者
の
事
務
所
一
部

共
用
部
分
等
に
係
る
共
有
持
分
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
算
出
す
る
も
の
と
す
る
。

(承
継
人
に
対
す
る
債
権
の
行
使
)

第
都
条

全
体
管
理
組
合
が
全
体
管
理
費
等
に
つ
い
て
有
す
る
債
権
又
は
事
務
所

管
理
組
合
が
事
務
所
部
分
管
理
費
等
に
つ
い
て
有
す
る
債
権
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の

区
分
所
有
者
の
包
括
承
継
人
及
び
特
定
承
継
人
に
対
し
て
も
行
う
こ
と
が
で
き

る
。

(全
体
管
理
費
)

第
斜
条

全
体
管
理
費
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
敷
地
及
び
全
体
共
用
部
分
等
の

通
常
の
管
理
に
要
す
る
経
費
に
充
当
す
る
。

一

管
理
要
員
人
件
費

二

附
属
物
の
保
守
維
持
費
及
び
運
転
費

三

備
品
費
、
通
信
費
そ
の
他
の
事
務
費

四

全
体
共
用
部
分
等
に
係
る
火
災
保
険
料
そ
の
他
の
損
害
保
険
料

五

経
常
的
な
補
修
費

六

清
掃
費
、
消
毒
費
及
び
塵
芥
処
理
費

七

管
理
委
託
費

八

全
体
管
理
組
合
の
運
営
費

九

そ
の
他
敷
地
及
び
全
体
共
用
部
分
等
の
通
常
の
管
理
に
要
す
る
費
用

(事
務
所
部
分
管
理
費
)

第
姫
条

事
務
所
部
分
管
理
費
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
務
所
一
部
共
用
部
分

等
の
通
常
の
管
理
に
要
す
る
経
費
に
充
当
す
る
。

一

管
理
要
員
人
件
費

一
一

附
属
物
の
保
守
維
持
費
及
び
運
転
費

三

備
品
費
、
通
信
費
そ
の
他
の
事
務
費

四

事
務
所
一
部
共
用
部
分
等
に
係
る
火
災
保
険
料
そ
の
他
の
損
害
保
険
料

五

経
常
的
な
補
修
費

六

清
掃
費
、
消
毒
費
及
び
塵
芥
処
理
費

七

管
理
委
託
費

八

事
務
所
管
理
組
合
の
運
営
費

九

そ
の
他
事
務
所
一
部
共
用
部
分
等
の
通
常
の
管
理
に
要
す
る
費
用

(全
体
修
繕
積
立
金
)

第
都
条

全
体
修
繕
積
立
金
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
敷
地
及
び
全
体
共
用
部
分

(第
“
条
関
係
)

複
合
用
途
マ
ン
シ
ョ
ン
で
発
生
し
や
す
い
費
用
負
担
の
問
題
を
、
一
部
共

用
部
分
等
の
設
定
と
そ
の
持
分
に
基
づ
く
按
分
負
担
に
よ
り
解
決
を
図
っ
た
。

こ
の
場
合
、
管
理
費
等
の
負
担
割
合
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
使
用
頻
度

等
は
勘
案
し
な
い
こ
と
と
し
て
い
る
。

立体道路制度の活用による駐車場整備(I )



等
の
特
別
の
管
理
に
要
す
る
経
費
に
充
当
す
る
場
合
に
限
っ
て
取
り
崩
す
こ
と

が
で
き
る
。

一

一
定
年
数
の
経
過
ご
と
に
計
画
的
に
行
う
修
繕

二

不
測
の
事
故
そ
の
他
特
別
の
事
由
に
よ
り
必
要
と
な
る
修
繕

三

敷
地
及
び
全
体
共
用
部
分
等
の
変
更
又
は
処
分

四

そ
の
他
敷
地
及
び
全
体
共
用
部
分
等
の
管
理
に
関
し
、
区
分
所
有
者
全
体

の
利
益
の
た
め
に
特
別
に
必
要
と
な
る
管
理

2

全
体
管
理
組
合
は
、
前
項
各
号
の
経
費
に
充
て
る
た
め
借
入
れ
を
し
た
と
き

は
、
全
体
修
繕
積
立
金
を
も
っ
て
そ
の
償
還
に
充
て
る
こ
と
が
で
き
る
。

3

全
体
修
繕
積
立
金
に
つ
い
て
は
、
全
体
管
理
費
と
は
区
分
し
て
経
理
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

(事
務
所
部
分
修
繕
積
立
金
)

第
"
条

事
務
所
部
分
修
繕
積
立
金
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
務
所
一
部
共
用

部
分
等
の
特
別
の
管
理
に
要
す
る
経
費
に
充
当
す
る
場
合
に
限
っ
て
取
り
崩
す

こ
と
が
で
き
る
。

一

一
定
年
数
の
経
過
ご
と
に
計
画
的
に
行
う
修
繕

二

不
測
の
事
故
そ
の
他
特
別
の
事
由
に
よ
り
必
要
と
な
る
修
繕

三

事
務
所
一部
共
用
部
分
等
の
変
更
又
は
処
分

四

そ
の
他
事
務
所
一
部
共
用
部
分
等
の
管
理
に
関
し
、
当
該
一
部
共
用
部
分

等
を
共
用
す
べ
き
区
分
所
有
者
全
体
の
利
益
の
た
め
に
特
別
に
必
要
と
な
る

管
理

2

事
務
所
一
部
管
理
組
合
は
、
前
項
各
号
の
経
費
に
充
て
る
た
め
借
入
れ
を
し

た
と
き
は
、
事
務
所
部
分
修
繕
積
立
金
を
も
っ
て
そ
の
償
還
に
充
て
る
こ
と
が

で
き
る
。

3

事
務
所
部
分
修
繕
積
立
金
に
つ
い
て
は
、
事
務
所
部
分
管
理
費
と
は
区
分
し

て
経
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(第
%
条
及
び
第
幻
条
関
係
)

対
象
物
件
の
経
済
的
価
値
を
適
正
に
維
持
す
る
た
め
に
は
、
一
定
期
間
毎

に
行
う
計
画
的
な
修
繕
工
事
が
不
可
欠
で
あ
る
の
で
、
修
繕
積
立
金
を
必
ず

積
み
立
て
、
そ
の
取
崩
し
を
限
定
す
る
等
の
措
置
を
講
じ
た
も
の
で
あ
る
。

(使
用
料
)

第
第
条

専
用
使
用
料
そ
の
他
敷
地
及
び
共
用
部
分
等
に
係
る
使
用
料
(以
下
｢専

用
使
用
料
｣
と
い
う
。)
は
、
全
体
管
理
費
に
充
当
す
る
。

第
6
章

全
体
管
理
組
合

第
1
節

全
体
管
理
組
合
の
組
合
員

(組
合
員
の
資
格
)

第
劉
条

全
体
管
理
組
合
の
組
合
員

(以
下
こ
の
草
に
お
い
て
単
に

｢組
合
員
｣

と
い
う
。)
の
資
格
は
、
区
分
所
有
者
と
な
っ
た
と
き
に
取
得
し
、
区
分
所
有
者

で
な
く
な
っ
た
と
き
に
喪
失
す
る
。

(届
出
義
務
)

第
卸
条

新
た
に
組
合
員
の
資
格
を
取
得
し
又
は
喪
失
し
た
者
は
、
直
ち
に
そ
の

旨
を
書
面
に
よ
り
全
体
管
理
組
合
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(第
第
条
関
係
)

区
分
所
有
者
が
専
用
使
用
で
き
る
駐
車
場
が
設
置
さ
れ
る
場
合
、
そ
の
専

用
使
用
料
は
、
日
常
の
管
理
に
要
す
る
費
用
を
除
け
ば
修
繕
積
立
金
に
充
当

す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
。



第
2
節

全
体
管
理
組
合
の
業
務

(業

務
)

第
=
条

全
体
管
理
組
合
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
。

一
敷
地
及
び
全
体
共
用
部
分
等
の
保
安
、
保
全
、
保
守
、
清
掃
、
消
毒
及
び

(第
卸
条
関
係
)

届
出
書
の
様
式
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

塵
芥
処
理
(第
的
条
第
3
項
に
よ
り
、専
用
使
用
権
を
有
す
る
者
が
当
該
専
用

使
用
部
分
に
つ
い
て
、
そ
の
責
任
と
負
担
に
お
い
て
行
う
行
為
を
除
く
。)

二

全
体
共
用
部
分
等
の
修
繕

三

全
体
共
用
部
分
等
に
係
る
火
災
保
険
そ
の
他
の
損
害
保
険
に
関
す
る
業
務

四

敷
地
及
び
全
体
共
用
部
分
等
に
お
い
て
専
用
使
用
権
を
有
す
る
者
が
管
理
す

る
専
用
使
用
部
分
に
つ
い
て
、
全
体
管
理
組
合
が
行
う
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
認

め
ら
れ
る
管
理
行
為

五

敷
地
及
び
全
体
共
用
部
分
等
の
変
更
、
処
分
及
び
運
営

六

全
体
管
理
費
等
の
徴
収
、
保
管
、
経
理
等
の
会
計

七

全
体
修
繕
積
立
金
の
運
用

八

官
公
署
、
町
内
会
等
と
の
渉
外
業
務

九

風
紀
、
秩
序
及
び
安
全
の
維
持
に
関
す
る
業
務

十

防
災
に
関
す
る
業
務

十
一

広
報
及
び
連
絡
業
務

十
二

そ
の
他
組
合
員
の
共
同
の
利
益
を
増
進
し
、
良
好
な
環
境
を
確
保
す
る
た

め
に
必
要
な
業
務

(業
務
の
委
託
等
)

第
笠
条

全
体
管
理
組
合
は
、
前
条
に
定
め
る
業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
、
第
三

者
に
委
託
し
、
又
は
請
け
負
わ
せ
て
執
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

届

出

書

0
0
共
同
ビ
ル
管
理
組
合

平
成

年

月

日

理

事

長
(組
合
長
)
○
○
0
0

殿

0
0
共
同
ビ
ル
に
お
け
る
区
分
所
有
権
の
取
得
及
び
喪
失
に
つ
い

て
、
下
記
の
と
お
り
届
出
ま
す
。

1

対

象

事

務

所

○

0

号

室

2

区
分
所
有
権
を
取
得
し
た
者

氏
名

3

区
分
所
有
権
を
喪
失
し
た
者

氏
名

4

区
分
所
有
権
の
変
動
の
年
月
日

平
成

年

月

日

5

区
分
所
有
権
の
変
動
の
原
因

(第
鋭
条
関
係
)

全
体
管
理
組
合
は
、
全
体
共
用
部
分
等
の
日
常
的
管
理
お
よ
び
大
修
繕
等

を
業
務
と
し
て
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
。

立体道路制度の活用による駐車場整備(I )



第
3
節

全
体
管
理
組
合
の
役
員

(役

員
)

第
節
条

全
体
管
理
組
合
に
次
の
役
員
を
置
く
。

一

理
事
長

1
名

二

副
理
事
長

1
名

三

会
計
担
当
理
事

0
名

四

理
事

(理
事
長
、
副
理
事
長
、
会
計
担
当
理
事
を
含
む
。
以
下
同
じ
。)

0
名

五

監
事

○
名

2

理
事
は
、
事
務
所
管
理
組
合
の
役
員
及
び
特
定
駐
車
場
部
分
の
区
分
所
有
者

を
も
っ
て
こ
れ
に
あ
て
る
。

3

理
事
長
及
び
監
事
は
、
そ
れ
ぞ
れ
事
務
所
管
理
組
合
の
組
合
長
及
び
監
事
を

も
っ
て
あ
て
、
副
理
事
長
及
び
会
計
担
当
理
事
は
、
全
体
管
理
組
合
の
役
員
(以

下
こ
の
章
に
お
い
て
単
に

｢役
員
｣
と
い
う
。)
の
互
選
に
よ
り
専
任
す
る
。

(第
錐
条
関
係
)

業
務
の
継
続
性
を
重
視
す
れ
ば
、
役
員
は
半
数
改
選
と
す
る
の
も
よ
い
。

こ
の
場
合
に
は
、
役
員
の
任
期
は
2
年
と
す
る
。

(役
員
の
任
期
)

第
斜
条

役
員
の
任
期
は
、
毎
年
○
○
月
○
○
日
か
ら
翌
年
○
○
月
○
○
日
ま
で

の
1
年
と
す
る
。
た
だ
し
、
再
任
を
さ
ま
た
げ
な
い
。

2

補
欠
の
役
員
の
任
期
は
、
前
任
者
の
残
任
期
間
と
す
る
。

3

任
期
の
満
了
又
は
辞
任
に
よ
っ
て
退
任
す
る
役
員
は
、
後
任
の
役
員
が
就
任

す
る
ま
で
の
間
引
き
続
き
そ
の
職
務
を
行
う
。

4

役
員
が
事
務
所
管
理
組
合
の
役
員
で
な
く
な
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の

役
員
は
そ
の
地
位
を
失
う
。

(役
員
の
誠
実
義
務
等
)

第
髄
条

役
員
は
、
法
令
、
規
約
及
び
附
属
規
程
並
び
に
全
体
総
会
及
び
理
事
会

(第
銘
条
関
係
)

1

委
託
は
、
管
理
会
社
に
対
し
て
行
う
の
が
通
例
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、

で
き
る
限
り
中
高
層
分
譲
共
同
住
宅
管
理
業
者
登
録
規
程

(昭
和
60
年
8

月
5
日
建
設
省
告
示
第
1
1
1
5
号
)
に
基
づ
く
登
録
を
受
け
た
者
を
選

定
す
る
も
の
と
す
る
。

2

第
三
者
に
委
託
す
る
場
合
は
、
中
高
層
共
同
住
宅
標
準
管
理
委
託
契
約

書
に
よ
る
。

(第
総
条
関
係
)

1

役
員
の
員
数
は
、
最
低
5
名
程
度
、
最
高
知
名
程
度
と
し
、
o
i
o
名

と
い
う
枠
に
よ
り
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

2

全
体
管
理
組
合
の
役
員
に
は
事
務
所
管
理
組
合
の
役
員
全
員
が
就
任
す

る
。
し
た
が
っ
て
、
全
体
管
理
組
合
の
総
会
に
お
け
る
役
員
の
選
任
行
為

は
な
い
。

3

特
定
駐
車
場
部
分
の
区
分
所
有
者
は
、
全
体
管
理
組
合
の
理
事

(た
だ

し
理
事
長
は
除
く
)
に
就
任
で
き
る
旨
定
め
て
い
る
が
、
当
然
こ
れ
と
異

な
る
定
め
も
可
能
で
あ
る
。



の
決
議
に
従
い
、
組
合
員
の
た
め
、
誠
実
に
そ
の
職
務
を
遂
行
す
る
も
の
と
す

る
。

2

役
員
は
、
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
役
員
と
し
て
の
活
動
に
応
ず
る
必

要
経
費
の
支
払
と
報
酬
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

(理
事
長
)

第
範
条

理
事
長
は
、
全
体
管
理
組
合
を
代
表
し
、
そ
の
業
務
を
統
括
す
る
ほ
か
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
業
務
を
遂
行
す
る
。

一

規
約
、
附
属
規
程
又
は
全
体
総
会
若
し
く
は
理
事
会
の
決
議
に
よ
り
、
理

事
長
の
職
務
と
し
て
定
め
ら
れ
た
事
項

二

理
事
会
の
承
認
を
得
て
、
職
員
を
採
用
し
、
又
は
解
雇
す
る
こ
と
。

2

理
事
長
は
、
区
分
所
有
法
に
定
め
る
管
理
者
と
す
る
。

3

理
事
長
は
、
第
鱒
条
に
定
め
る
定
期
全
体
総
会
に
お
い
て
、
組
合
員
に
対
し
、

前
会
計
年
度
に
お
け
る
全
体
管
理
組
合
の
業
務
の
執
行
に
関
す
る
報
告
を
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

4

理
事
長
は
、
理
事
会
の
承
認
を
受
け
て
、
他
の
理
事
に
、
そ
の
職
務
の
一
部

を
委
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(副
理
事
長
)

第
幻
条

副
理
事
長
は
、
理
事
長
を
補
佐
し
、
理
事
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、

そ
の
職
務
を
代
理
し
、
理
事
長
が
欠
け
た
と
き
は
そ
の
職
務
を
行
う
。

(理

事
)

第
鍋
条

理
事
は
、
理
事
会
を
構
成
し
、
理
事
会
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
従
い
、
全

体
管
理
組
合
の
業
務
を
担
当
す
る
。

2

会
計
担
当
理
事
は
、
全
体
管
理
費
等
の
収
納
、
保
管
、
運
用
、
支
出
等
の
会

計
業
務
を
行
う
。

(監

事
)

第
鍵
条

全
体
管
理
組
合
の
監
事

(以
下
こ
の
条
に
お
い
て
単
に

｢監
事
｣
と
い

う
。)
は
、
全
体
管
理
組
合
の
業
務
の
執
行
及
び
財
産
の
状
況
を
監
査
し
、
そ
の

結
果
を
全
体
総
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2

監
事
は
、
全
体
管
理
組
合
の
業
務
の
執
行
及
び
財
産
の
状
況
に
つ
い
て
不
正

が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
次
条
に
定
め
る
臨
時
全
体
総
会
を
招
集
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

3

監
事
は
、
理
事
会
に
出
席
し
て
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

(第
6
章
第
4
節
以
降
は
次
号
に
掲
載
致
し
ま
す
。)

立体道路制度の活用による駐車場整備(I)



I
1舅
主
事
I
朧
膊
脇燿
廳
臟膿
腱
麟
汰r敗
｣

今
年
三
月
末
か
ら
四
月
に
か
け
て
、
ス
ペ
イ
ン
、

ポ
ル
ト
ガ
ル
お
よ
び
イ
タ
リ
ア
の
道
路
事
情
を
現
地

調
査
し
た
の
で
、
こ
こ
で
は
ス
ペ
イ
ン
に
つ
い
て
調

査
結
果
の
概
要
を
ご
紹
介
し
た
い
。
今
回
の
調
査
は
、

各
国
の
担
当
部
局
に
事
前
に
道
路
管
理
に
係
る
統
計

の
基
本
的
な
事
項
等
に
つ
い
て
質
問
状
を
送
付
し
、

そ
れ
に
対
す
る
回
答
を
、
訪
問
時
に
聴
取
す
る
形
で

実
施
し
た
。
そ
の
際
に
道
路
統
計
年
報
を
は
じ
め
と

す
る
基
礎
的
な
統
計
等
の
資
料
を
多
数
入
手
し
た
。

現
在
、
こ
れ
ら
資
料
の
必
要
部
分
の
翻
訳
の
検
討
、

分
析
等
を
行
っ
て
お
り
、
こ
の
報
告
は
、
公
共
事
業

都
市
計
画
省
の
ガ
ス
カ
予
算
局
次
長
か
ら
の
聴
取
の

記
録
と
若
干
の
資
料
を
も
と
に
し
た
中
間
報
告
と
お

考
え
い
た
だ
き
た
い
。

ス
ペ
イ
ン
の
国
土
面
積
は
、
約
五
〇
五
、
0
0
〇

燈

(日
本
の
約
÷
四
倍
)、
人
口
は
約
四
、
0
0
0

万
人
で
あ
る
。
首
都
マ
ド
リ
ー
ド

(人
ロ
約
三
〇
〇

万
人
)
の
存
す
る
中
央
部
は
高
原
台
地
で
、
気
候
は

大
陸
型
で
乾
燥
し
、
夏
は
四
〇
度
近
く
ま
で
気
温
は

上
が
る
。

ス
ペ
イ
ン
は
、
一
六
世
紀
に
最
盛
期
を
み
た
。
二

〇
世
紀
に
な
る
と
、
一
九
三
六
年
に
左
翼
の
人
民
戦

線
が
政
権
を
樹
立
し
た
の
に
対
し
て
、
フ
ラ
ン
コ
将

軍
の
率
い
る
軍
部
が
反
乱
を
起
こ
し
、
内
戦
の
結
果
、

フ
ラ
ン
コ
の
フ
ァ
シ
ス
ト
政
権
が
成
立
し
た
。
こ
の

独
裁
体
制
は
、
フ
ラ
ン
コ
総
統
の
死
ぬ
一
九
七
五
年

ま
で
続
き
、
そ
の
死
後
は
ホ
ア
ン
･
カ
ル
ロ
ス
一
世

国
王
が
即
位
し
て
立
憲
君
主
制
の
下
民
主
化
が
成
功

し
た
。
一
九
八
二
年
に
は
、
N
A
T
O
に
、
一
九
八

六
年
に
は
E
C
に
加
盟
し
た
。

ス
ペ
イ
ン
の
G
D
P
は
、
三
、
三
九
四
億
ド
ル
で
、

自
由
世
界
で
第
八
位
、
一
人
当
た
り
G
D
P
は
、
八
、

六
八
〇
ド
ル

(と
も
に
、
一
九
八
八
年
)
で
、
同
一

七
位
と
な
り
、
日
本
の
約
四
割
で
あ
る
。
実
質
経
済

成
長
率
は
、
一
九
八
六
年
、
三
･
三
%
、
八
七
年
、

五
･五
%
、
八
八
年
、
四
･六
%

(見
込
み
)。
工
業

化
が
進
ん
で
お
り
、
ほ
と
ん
ど
の
工
業
製
品
を
国
産

し
て
い
る
が
、
経
常
収
支
は
、
従
来
か
ら
貿
易
外
収

支
の
黒
字

(観
光
収
入
に
よ
る
)
が
大
き
い
も
の
の
、

一
九
八
八
年
以
降
は
成
長
に
伴
う
輸
入
の
急
増
の
た

め
赤
字
に
転
じ
た
。
一
九
九
二
年
の
E
C
統
合
に
向

ス
ペ
イ
ン
の
社
会
･
経
済
情
勢



け
て
、
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
抑
え
、
四
j
五
%
の

成
長
率
を
維
持
す
る
こ
と
が
、
ス
ペ
イ
ン
の
経
済
政

策
の
基
本
と
な
っ
て
い
る
。

1

ス
ペ
イ
ン
の
道
路
の
分
類

一
九
八
八
年
現
在
の
道
路
の
種
類
別
延
長
は
、
次

の
通
り
で
あ
る
。

国
の
直
轄
の
幹
線
道
路
は
、
有
料
･
無
料
の
高
速

内

,'
･さ
る

　

　
　

　　

　
　
　
　

　

　　

　

　　

　

　

　
　
　

ド

ミ

"ゞ
※

　

　
　

　
　

　
　
　

　
　　　
　

　

が

･

外

路

郊

道

ド

速

道
路
を
含
む
約
三
、
○
○
○
畑
で
、
そ
の
内
約
二
、

○
○
○
如
は
、
完
全
に
ア
ク
セ
ス
が
管
理
さ
れ
て
い

る
ア
ウ
ト
ピ
ス
タ

>
日
ob
儲
灯
り、
残
り
は
、

一
部
ア

ク
セ
ス
が
可
能
な
ア
ウ
ト
ビ
ア
>
良
o<
幇
の
(三
五
〇

如
)
等
の
機
能
的
に
高
速
道
路
に
準
じ
る
道
路
で
あ

る
。
ア
ウ
ト
ピ
ス
タ
建
設
は
、
一
九
六
〇
年
代
に
は

じ
ま
り
、
ほ
と
ん
ど
が
、
民
間
資
金
に
よ
り
有
料
道

路
と
し
て
整
備
さ
れ
て
い
た
が
、
一
九
七
〇
年
代
は

じ
め
の
石
油
危
機
の
と
き
に
道
路
交
通
量
が
大
幅
に

減
少
し
、
有
料
道
路
の
採
算
が
悪
化
し
て
、
補
助
金

と
し
て
入
っ
て
い
た
政
府
資
金
の
回
収
が
困
難
に
な

っ
た
。
外
国
の
資
金
に
つ
い
て
は
、
為
替
差
損
に
対

す
る
政
府
保
証
が
つ
い
て
い
た
の
で
、
さ
ら
に
赤
字

が
増
え
た
。
こ
の
た
め
、
一
九
八
二
年
に
成
立
し
た

社
会
党
政
権
は
、
ア
ウ
ト
ピ
ス
タ
の
建
設
を
断
念
し
、

準
高
速
道
路
で
あ
る
ア
ウ
ト
ビ
ア
の
建
設
を
推
進
す

る
こ
と
と
し
た
。
ア
ウ
ト
ビ
ア
は
、
既
存
の
道
路
の

線
形
を
改
良
し
、
拡
幅
し
て
、
自
動
車
の
高
速
走
行

を
可
能
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
拡
幅
の
際
に
は
、
当

面
の
間
従
来
の
ア
ク
セ
ス
道
路
を
残
す
が
、
将
来
は

側
道
を
付
け
、
ア
ク
セ
ス
道
路
を
廃
止
す
る
こ
と
と

し
て
い
る
。
ア
ウ
ト
ビ
ア
は
、
す
べ
て
国
費

(
一
九

八
八
年
で
三
、
四
五
〇
億
ペ
セ
タ

(約
五
千
億
円
))

で
建
設
さ
れ
る
。
計
画
に
よ
る
と
、
ア
ウ
ト
ビ
ア
の

整
備
延
長
は
約
五
、
六
〇
0
m
、
維
持
補
修
は
、
七
、

○
○
○
如
を
予
定
し
て
い
る
。

一
方
、
フ
ラ
ン
コ
時
代
に
国
が
管
理
し
て
い
た
一

般
国
道
約
一
七
、
○
○
○
畑
は
、
民
主
化
に
伴
い
一

九
八
三
年
に
、
強
い
自
治
権
を
有
す
る
州

(全
国
で

一
七
。
そ
の
下
に
そ
れ
ぞ
れ
一
ー
八
県
が
あ
る
。)
が

復
活
す
る
と
、
州
の
管
理
に
移
さ
れ
た
。
市
町
村
道

は
、
約
一
六
、
八
〇
〇
血
あ
り
、
他
に
農
道
、
林
道

等
が
あ
る
。

2

ス
ペ
イ
ン
の
道
路
事
情

筆
者
は
、
バ
ル
セ
ロ
ナ
市
内
と
そ
の
周
辺
お
よ
び

マ
ド
リ
ー
ド
市
内
と
そ
の
周
辺
を
自
動
車
で
走
行
し

た
。
両
都
市
は
、
フ
ラ
ン
ス
、
イ
タ
リ
ア
の
諸
都
市

と
共
通
す
る
構
造
を
も
っ
て
お
り
、
中
層
の
建
物
が

整
然
と
配
置
さ
れ
、
中
心
の
ブ
ル
パ
ー
ル
を
は
じ
め

広
い
街
路
が
ほ
ぼ
格
子
状
に
通
っ
て
い
る
。
し
か
し
、

自
動
車
交
通
の
増
加
は
急
速
で
、
道
路
率
の
高
い
こ

れ
ら
都
市
も
交
通
渋
滞
に
苦
し
ん
で
い
る
。
問
題
は

そ
の
程
度
で
あ
る
が
、
東
京
の
渋
滞
を
見
た
目
に
は
、

そ
れ
ほ
ど
深
刻
で
は
な
か
っ
た
。
一
方
、
バ
ル
セ
ロ

ナ
の
郊
外
を
視
察
し
た
と
き
は
、
有
料
高
速
道
路
と

ア
ウ
ト
ビ
ア
も
利
用
し
た
が
、
そ
れ
ぞ
れ
時
速
一
〇

〇
紬
以
上
で
の
巡
航
が
可
能
で
あ
っ
た
。
マ
ド
リ
ー

ド
と
ト
レ
ド
の
間
も
同
様
に
高
速
巡
航
で
き
た
。
ガ

ス
カ
予
算
局
次
長
の
説
明
に
よ
る
と
こ
の
頃
は
年
間

で
道
路
の
混
雑
の
少
な
い
時
期
で
あ
る
し
、
極
く
少

な
い
経
験
を
も
っ
て
一
般
化
は
で
き
な
い
が
、
自
動

ス
ペ
イ
ン
の
道
路
事
情

スペインの道路事情



車
の
台
数
と
道
路
整
備
状
況
の
比
較
を
考
え
る
と
、

日
本
よ
り
も
良
い
状
態
で
は
な
い
か
と
思
え
た
。

一蹴…経
　　
　

　
　

　
　 C A R R E T E R A S

3

ス
ペ
イ
ン
の
道
路
整
備
の
財
源

ス
ペ
イ
ン
の
道
路
整
備
の
財
源
は
、
日
本
の
分
類

に
よ
れ
ば
、
す
べ
て
一
般
財
源
で
あ
る
。
ガ
ソ
リ
ン

に
は
、
高
率
の
税
金

(ガ
ソ
リ
ン
の
小
売
価
格
が
、

一′
当
た
り
七
〇
ペ
セ
タ

(約
三

七
円
)
の
う
ち

半
分

(五
八
円
)
以
上
は
税
金
)
が
か
け
ら
れ
て
い

る
が
、
税
収
は
す
べ
て
一
般
会
計
に
入
り
、
そ
の
中

か
ら
道
路
整
備
費
が
予
算
計
上
さ
れ
る
。
公
共
事
業

都
市
計
画
省

(略
称
M
O
P
U
)
は
、
道
路
整
備
の

中
期
計
画
を
立
て
て
、
予
算
の
確
保
を
図
っ
て
い
る
。

バルセロナ近郊のブイゲーロの都心
廳

最
近
に
お
い
て
は
、
道
路
整
備
予
算
は
増
え
た
が
･

(

決
し
て
十
分
と
は
言
え
な
い
状
況
で
あ
る
。

注) 市、 IC ON A、IRY DA、国防省、公団等の管理する道路を含む。

4

ス
ペ
イ
ン
の
道
路
整
備
の
課
題

ス
ペ
イ
ン
が
E
C
加
盟
後
受
け
て
い
る
経
過
優
遇

措
置
は
一
九
九
二
年
で
切
れ
る
が
、
こ
の
有
利
な
状

況
を
生
か
し
、
競
争
力
を
つ
け
て
い
く
に
は
、
社
会

資
本
、
特
に
、
道
路
の
整
備
促
進
す
る
こ
と
が
必
要

で
あ
る
。
し
か
し
、
前
記
の
よ
う
に
、
道
路
整
備
の

財
源
は
不
十
分
で
、
整
備
ペ
ー
ス
は
上
昇
し
て
い
な

い
の
で
、
今
後
は
、
道
路
投
資
を
増
や
し
、
高
い
経

済
成
長
率
の
維
持
、
税
収
の
増
大
、
道
路
投
資
の
増

大
、
と
い
う
望
ま
し
い
循
環
を
実
現
す
る
こ
と
を
目

指
す
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ま
た
、

一
九
九
二
年
は
、
バ
ル
セ
ロ
ナ

･
オ
リ
ン

ピ
ッ
ク
大
会
と
セ
ビ
リ
ア
万
国
博
覧
会
が
開
催
さ
れ

る
の
で
、
そ
の
た
め
の
交
通
機
関
の
整
備
も
計
画
さ

れ
て
い
る
。
現
在
、
ス
ペ
イ
ン
の
高
速
道
路
網
は
ほ

と
ん
ど
未
整
備
で
、
セ
ビ
リ
ア
と
マ
ド
リ
ッ
ド
の
間

に
も
高
速
道
路
は
存
在
し
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
大

規
模
イ
ベ
ン
ト
の
成
功
に
と
り
、
高
速
道
路
を
は
じ

め
と
す
る
今
後
の
道
路
網
整
備
は
欠
か
せ
な
い
条
件

な
の
だ
が
、
そ
の
整
備
の
進
み
方
は
遅
く
、
期
限
に

間
に
合
う
か
が
懸
念
さ
れ
る
。
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…
は
じ
め
に

昭
和
六
〇
年
四
月
一
日
の
電
気
通
信
事
業
法
の
施
行
に

伴
う
新
規
参
入
の
第
一
種
電
気
通
信
事
業
者

(以
下

｢N

C
C
｣
と
い
う
。)
に
係
る
電
気
通
信
設
備
等
の
道
路
占
用

物
件
は
、
N
T
T
の
敷
設
し
た
空
管
路
を
利
用
す
る
方
法

や
電
気
事
業
者
の
保
安
通
信
線
の
一
部
の
譲
渡
を
受
け
る

方
法
な
ど
に
よ
っ
て
施
設
形
成
を
行
う
い
わ
ば
二
次
的
占

用
形
態
が
大
部
分
を
占
め
て
い
る
。

従
来
、
既
設
の
占
用
物
件
の
目
的
外
使
用
に
つ
い
て
は
、

①

既
に
道
路
を
利
用
し
て
い
る
こ
と
を
既
得
権
と
し

て
、
公
共
的
･
公
益
的
利
用
以
外
の
目
的
に
道
路
が

使
用
さ
れ
る
恐
れ
が
あ
る
こ
と

②

道
路
利
用
の
公
平
性
が
損
な
わ
れ
る
恐
れ
が
あ
る

こ
と

等
の
問
題
が
あ
る
た
め
、
N
C
C
の
既
設
の
占
用
物
件
を

利
用
し
た
道
路
占
用
に
つ
い
て
は
、
昭
和
六
〇
年
七
月
一

五
日
付
け
建
設
省
道
政
発
第
五
四
号
道
路
局
長
通
達
並
び

に
昭
和
六
一
年
五
月
二
日
付
け
建
設
省
道
政
発
第
四
九
号

お
よ
び
昭
和
六
一
年
九
月
=

日
付
け
建
設
省
道
政
発
第

八
〇
号
路
政
課
長
通
達
に
よ
り
原
則
抑
制
の
方
針
が
と
ら

れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

し
か
し
、
近
年
の
都
市
に
お
け
る
道
路
の
占
用
物
件
の

輻
輳
は
益
々
激
し
さ
を
増
し
て
お
り
、
道
路
空
間
の
有
効

利
用
が
重
要
な
課
題
と
な
っ
て
き
た
。
道
路
局
長
の
委
嘱

に
よ
る
道
路
地
下
空
間
利
用
研
究
委
員
会
が
昨
年
五
月
に

取
り
ま
と
め
た
中
間
報
告
に
お
い
て
も

｢占
用
施
設
の
一

体
化
、
既
存
占
用
施
設
の
余
裕
空
間
の
有
効
利
用
等
に
よ

る
施
設
の
共
同
収
容
化
｣
が
提
言
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
道
路
空
間
の
有
効
利
用
お
よ
び
道
路
の
掘
り

返
し
防
止
等
の
観
点
か
ら
、
こ
れ
ま
で
に
道
路
占
用
の
実

績
の
あ
る
N
C
C
の
ケ
ー
ブ
ル
等
電
気
通
信
設
備
に
つ
い

て
、
｢共
同
収
容
｣
の
積
極
活
用
、
｢共
同
収
容
｣
の
た
め

の
許
可
申
請
書
の
添
付
書
類
の
削
減
、
占
用
料
の
減
額
等

の
措
置
を
講
ず
る
た
め
、
平
成
二
年
三
月
九
日
付
け
建
設

省
道
政
発
第
一
○
号

｢電
気
通
信
設
備
等
の
道
路
占
用
の

取
扱
い
に
つ
い
て
｣
路
政
課
長
通
達
に
よ
り
、
前
期
通
達

の
改
正
を
行
っ
た
。

二

主
な
改
正
点

ー

共
同
収
容
の
活
用

既
設
の
埋
設
管
の
空
管
路
の
利
用
や
こ
れ
に
伴
う
占
用

目
的
の
変
更
等
に
つ
い
て
、
従
来
の
原
則
抑
制
方
針
を
共

同
収
容
の
占
用
形
態
に
つ
い
て
は
積
極
活
用
す
る
こ
と
に

改
正
し
た
。

電
気
通
信
譲
糒
等
⑭

無
回
収
春
化
に
つ
い
て

建
設
省
道
路
局
路
政
課
指
導
係
長

佐
藤

唯
男



2

申
請
書
添
付
書
類
の
簡
素
化

従
来
の
原
則
抑
制
の
方
針
の
変
更
に
伴
い
申
請
書
添
付

書
類
の
整
理
を
行
っ
た
。

ま
た
、
N
C
C
と
電
気
事
業
者
ま
た
は
N
T
T
が
、
関

連
す
る
占
用
許
可
申
請
を
行
う
場
合
に
、
同
一
書
類
が
重

複
し
て
提
出
さ
れ
る
こ
と
を
避
け
る
た
め
、
N
C
C
の
提

出
す
る
図
書
に
よ
っ
て
そ
の
内
容
が
明
ら
か
に
な
る
場
合

に
は
、
電
気
事
業
者
ま
た
は
N
T
T
の
添
付
書
類
を
省
略

さ
せ
る
こ
と
と
し
た
。

3

占
用
料
の
減
額

①

従
来
、
電
気
事
業
者
が
共
同
収
容
の
た
め
N
C
C

に
自
ら
の
占
用
物
件
を
利
用
さ
せ
る
場
合
に
あ
っ
て

は
、
占
用
目
的
の
変
更
に
係
る
割
合
に
応
じ
て
占
用

料
を
増
額
す
る
こ
と
と
し
て
き
た
が
、
今
後
は
占
用

目
的
の
変
更
が
あ
っ
て
も
占
用
料
の
変
更
は
行
わ
な

い
こ
と
と
し
た
。

②

N
C
C
の
ケ
ー
ブ
ル
で
外
径
が
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト

ル
未
満
の
も
の

(N
C
C
の
ケ
ー
ブ
ル
は
大
部
分
が

五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
未
満
で
あ
る
。)は
、
外
径
を
五

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
と
し
て
算
定
し
た
占
用
料
単
価
を

設
定
し
た
。

な
お
、
従
来
共
同
収
容
に
係
る
占
用
料
計
算
の
簡

素
化
を
図
る
た
め
、
想
定
管
路
方
式
に
よ
り
占
用
料

を
算
定
す
る
運
用
が
な
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
が
あ
る

と
聞
い
て
い
る
が
、
今
後
は
占
用
条
数
に
基
づ
き
算

定
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

三

そ
の
他
の
留
意
事
項

1

事
前
協
議
の
簡
素
化

共
同
収
容
の
占
用
の
形
態
で
あ
っ
て
、
か
つ
今
回
の
通

達
に
よ
り
事
務
処
理
の
で
き
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
事
前

協
議
を
要
し
な
い
こ
と
と
し
、
併
せ
て
N
C
C
の
設
備
で

従
来
N
T
T
が
設
け
て
い
た
も
の
と
構
造
、
形
態
等
が
異

な
ら
な
い
も
の
に
つ
い
て
も
同
様
と
し
た
。

2

道
路
と
鉄
道
の
立
体
交
差
箇
所
の
取
扱
い

主
と
し
て
鉄
道
に
敷
設
さ
れ
て
い
る
N
C
C
の
道
路
と

の
立
体
交
差
箇
所
に
お
け
る
道
路
の
占
用
に
つ
い
て
も
、

今
回
の
通
達
の
趣
旨
に
則
り
大
幅
に
簡
素
化
す
る
こ
と
と

し
た
。

各
地
方
建
設
局
道
路
部
長

北
海
道
開
発
局
建
設
部
長

沖
縄
総
合
事
務
局
開
発
建
設
部
長

あ
て

道
路
関
係
四
公
団
担
当
部
長

地
方
道

路

公
社

理
事

長

建
設
省
道
路
局
路
政
課
長

電
気
通
信
設
備
等
の
道
路
占
用
の
取
扱
に
つ

い
て昭

和
六
〇
年
四
月
一
日
の
電
気
通
信
事
業
法
の
施
行
に

(聴
綴
講
応じ

伴
う
新
規
参
入
の
第
一
種
電
気
通
信
事
業
者

(以
下
｢N

C
C
｣
と
い
う
。
)
の
電
気
通
信
設
備
そ
の
他
の
電
気
通
信

事
業
に
係
る
物
件
(以
下
｢電
気
通
信
設
備
等
L
と
い
う
。)

の
道
路
の
占
用
に
つ
い
て
は
、
昭
和
六
〇
年
七
月
一
五
日

付
け
建
設
省
道
政
発
第
五
四
号
道
路
局
長
通
達
並
び
に
昭

和
六
一
年
五
月
二
日
付
け
建
設
省
道
政
発
第
四
九
号
及
び

昭
和
六
一
年
九
月
=

日
付
け
建
設
省
道
政
発
第
八
〇
号

路
政
課
長
通
達
に
よ
り
取
扱
い
を
定
め
通
知
し
た
と
こ
ろ

で
あ
る
が
、
そ
の
後
、
N
C
C
の
電
気
通
信
設
備
等
の
道

路
の
占
用
形
態
で
あ
っ
て
前
記
路
政
課
長
通
達
に
よ
る
場

合
以
外
の
も
の
の
出
現
は
極
め
て
少
な
く
、
こ
れ
ら
の
占

用
形
態
に
お
け
る
道
路
管
理
者
の
占
用
許
可
に
つ
い
て
も

概
ね
定
着
し
て
き
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
方
、
道
路
は
既
に
多
く
の
占
用
物
件
が
埋
設
さ
れ
都

市
部
で
は
輻
輳
が
著
し
く
な
っ
て
き
て
い
る
が
、
近
年
、

都
市
に
お
け
る
諸
機
能
の
集
積
･
高
度
化
等
に
伴
っ
て
道

路
へ
の
占
用
物
件
の
敷
設
需
要
が
急
速
に
増
大
し
て
き
て

お
り
、
今
後
と
も
そ
の
傾
向
は
続
く
も
の
と
見
込
ま
れ
る
。

こ
の
た
め
、
今
後
は
道
路
利
用
の
整
序
等
に
よ
り
道
路
空

間
の
有
効
利
用
を
図
る
こ
と
が
重
要
な
課
題
と
な
っ
て
き

て
お
り
、
道
路
局
長
の
委
嘱
に
よ
る
道
路
地
下
空
間
利
用

研
究
委
員
会
が
昨
年
五
月
に
取
り
ま
と
め
た
中
間
報
告

｢道
路
地
下
空
間
利
用
の
あ
り
方
｣
に
お
い
て
も
占
用
施

設
の
一
体
化
、
既
存
占
用
施
設
の
余
裕
空
間
の
有
効
利
用



等
に
よ
る
施
設
の
共
同
収
容
化
が
提
言
さ
れ
た
と
こ
ろ
で

あ
る
。

こ
の
よ
う
な
状
況
を
踏
ま
え
、
道
路
利
用
の
輻
輳
化
を

防
止
し
道
路
空
間
の
有
効
利
用
を
図
る
と
と
も
に
、
道
路

の
掘
返
し
防
止
等
道
路
管
理
の
適
正
を
図
る
た
め
、
電
気

通
信
設
備
等
の
道
路
占
用
関
係
事
務
に
つ
い
て
は
下
記
の

と
お
り
取
り
扱
う
こ
と
と
し
た
の
で
、
取
扱
い
上
遺
憾
の

な
い
よ
う
さ
れ
た
い
。

コし
　　　　

1

取
扱
い
の
基
本
的
方
針

の

N
C
C
が
、
電
気
通
信
設
備
等
の
道
路
に
占
用
す
る

場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
箇
所
に
利
用
し
う
る
既
許
可
の

占
用
物
件
が
存
し
、
以
下
の
諸
要
件
を
満
足
す
る
と
き

に
は
、
当
該
占
用
物
件
の
空
ス
ペ
ー
ス
を
利
用
し
、
又

は
当
該
占
用
物
件
の
一
部
の
譲
渡
を
受
け
て
、
新
た
に

設
備
を
形
成
す
る
占
用
形
態

(以
下

｢共
同
収
容
｣
と

い
う
。)
の
方
式
を
活
用
す
る
も
の
と
す
る
。

②

共
同
収
容
の
占
用
の
形
態
は
、
当
面
次
の
と
お
り
と

す
る
。

①

N
C
C
に
よ
る
日
本
電
信
電
話
㈱

(以
下

｢N
T

T
｣
と
い
う
。)
又
は
電
気
事
業
者
の
空
管
路
等
の
使

用
N
C
C
が
ケ
ー
ブ
ル

(光
フ
ァ
イ
バ
ー
ケ
ー
ブ
ル

う
含
む
。
以
下
同
じ
。)
を
敷
設
す
る
場
合
に
お
い

て
、
N
T
T
又
は
電
気
事
業
者
の
所
有
す
る
既
設
の

空
管
路
又
は
空
ス
ペ
ー
ス
が
あ
る
管
路

(洞
道
、
マ

ン
ホ
ー
ル
等
を
含
む
。
以
下

｢既
設
の
空
管
路
等
｣

と
い
う
。)
が
、
そ
の
敷
設
ル
ー
ト
に
存
し
、
か
つ
、

将
来
の
設
備
需
要
等
も
勘
案
し
て
、
N
C
C
の
設
け

る
ケ
ー
ブ
ル
を
当
該
既
設
の
空
管
路
等
に
収
容
す
る

こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
き
、
当
事
者
間
の
契
約
に
よ

り
当
該
既
設
の
空
管
路
等
を
N
C
C
に
使
用
さ
せ
る

こ
と
に
な
る
。

②

電
気
事
業
者
の
保
安
通
信
線
の
芯
線
の
一
部
の
N

C
C
に
対
す
る
譲
渡
等

･-

既
設
の
ケ
ー
ブ
ル
の
一
部
譲
渡

ア

電
気
事
業
者
は
、
既
設
の
保
安
通
信
線
た
る
ケ

ー
ブ
ル
の
芯
線
の
一
部
を
N
C
C
に
譲
渡
し
、
当

該
ケ
ー
ブ
ル
の
外
皮
と
残
余
の
芯
線
部
分
を
所
有

し
、
こ
れ
を
保
安
通
信
線
と
し
て
使
用
す
る
こ
と

と
な
る
。

イ

N
C
C
は
、
譲
り
受
け
た
ケ
ー
ブ
ル
の
芯
線
の

一
部
を
所
有
し
、
第
一
種
電
気
通
信
事
業
の
用
に

供
す
る
こ
と
と
な
る
。

ウ

当
該
ケ
ー
ブ
ル
が
既
設
の
空
管
路
等
に
収
容
さ

れ
て
い
る
場
合
に
は
、
当
該
既
設
の
空
管
路
等
の

所
有
権
は
芯
線
の
一
部
譲
渡
後
に
お
い
て
も
電
気

事
業
者
が
所
有
し
、
N
C
C
に
使
用
さ
せ
る
こ
と

と
な
る
。

“=

供
用
ケ
ー
ブ
ル
の
新
設

ア

電
気
事
業
者
と
N
C
C
は
、
電
気
事
業
者
が
保

安
通
信
線
と
し
て
使
用
す
る
た
め
、
ケ
ー
ブ
ル
の

芯
線
の
一
部
と
外
皮
を
所
有
し
、
N
C
C
が
第
一

種
電
気
通
信
事
業
の
用
に
供
す
る
た
め
、
当
該
ケ

ー
ブ
ル
の
残
余
の
部
分
を
所
有
す
る
と
い
う
所
有

形
態
の
一
本
の
ケ
ー
ブ
ル
を
共
同
で
敷
設
す
る
こ

と
と
な
る
。

イ

当
該
ケ
ー
ブ
ル
を
電
気
事
業
者
が
保
安
通
信
線

を
収
容
す
る
た
め
に
占
用
の
許
可
を
受
け
て
い
る

既
設
の
空
管
路
等
に
収
容
す
る
場
合
に
は
、
当
該

既
設
の
空
管
路
等
の
所
有
権
は
ケ
ー
ブ
ル
の
新
規

敷
設
後
に
お
い
て
も
電
気
事
業
者
が
保
有
し
、
N

C
C
に
使
用
さ
せ
る
こ
と
と
な
り
、
当
該
ケ
ー
ブ

ル
を
収
容
す
る
た
め
の
管
路
又
は
洞
道
を
新
設
し

て
収
容
す
る
場
合
に
は
、
当
該
管
路
又
は
洞
道
は

電
気
事
業
者
が
所
有
し
、
N
C
C
に
使
用
さ
せ
る

こ
と
に
な
る
。

共
同
収
容
に
つ
い
て
利
用
の
公
平
性
の
確
保
を
図
る

た
め
、
建
設
省
、
N
T
T
及
び
電
気
事
業
連
合
会
に
お

い
て
調
整
さ
れ
た
共
同
収
容
の
条
件
等

(別
紙
1

(省

略
))
に
適
合
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
N
T
T
及
び
電

気
事
業
者
は
そ
の
実
現
に
協
力
す
る
こ
と
と
な
る
。

共
同
収
容
の
た
め
自
社
の
施
設
を
利
用
さ
せ
て
い
る

N
T
T
又
は
電
気
事
業
者

(以
下

｢
一
次
占
用
者
L
と

い
う
。)が
、
当
該
場
所
に
お
い
て
共
同
収
容
時
に
は
想

定
で
き
な
か
っ
た
設
備
需
要
の
増
加
等
に
よ
り
施
設
不

足
と
な
り
、
施
設
の
増
設
の
必
要
性
が
生
じ
た
場
合
の

措
置
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

①

共
同
収
容
を
解
消
し
、
N
C
C
が
自
ら
施
設
の
占

用
を
行
う
場
合

N
C
C
の
施
設
の
占
用
の
審
査
に
当
た
っ
て
は
、

通
常
の
単
独
埋
設
の
場
合
と
同
様
に
占
用
の
判
断
を

行
う
。

②

共
同
収
容
は
解
消
せ
ず
、
一
次
占
用
者
側
が
別
途

施
設
を
新
設
し
て
占
用
を
行
う
場
合

･ー

自
ら
も
一
部
分
を
使
用
し
な
が
ら
他
社
に
使
用



さ
せ
て
い
る
と
き

一
次
占
用
者
の
増
設
分
の
施
設
の
占
用
の
審
査

に
当
た
っ
て
は
、
通
常
の
単
独
埋
設
の
場
合
と
同

様
に
占
用
の
判
断
を
行
う
。

“=

専
ら
他
の
N
C
C
に
使
用
さ
せ
て
い
る
と
き

ア

従
来
N
C
C
が
使
用
し
て
き
た
施
設
に
つ
い
て

は
、
一
次
占
用
者
と
N
C
C
と
の
合
意
に
基
づ
き

N
C
C
が
引
き
取
る
も
の
と
す
る
。

な
お
、
こ
の
場
合
道
路
管
理
者
が
止
む
を
得
な

い
も
の
と
し
て
承
認
す
る
と
き
は
、
当
面
貸
借
関

係
を
継
続
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

イ

一
次
占
用
者
の
増
設
分
の
施
設
の
占
用
の
審
査

に
当
た
っ
て
は
、
通
常
の
単
独
埋
設
の
場
合
と
同

様
に
占
用
の
判
断
を
行
う
。

共
同
収
容
は
、
技
術
革
新
等
の
結
果
と
し
て
生
じ
た

空
ス
ペ
ー
ス
等
の
有
効
活
用
を
め
ざ
す
も
の
で
あ
り
、

N
T
T
又
は
電
気
事
業
者
の
管
路
等
の
新
規
の
占
用
の

審
査
に
当
た
っ
て
は
、
必
要
最
小
限
の
規
模
に
す
る
な

ど
従
来
通
り
の
判
断
基
準
に
の
っ
と
っ
て
行
う
こ
と
。

ケ
ー
ブ
ル
に
つ
い
て
上
空
占
用
の
許
可
申
請
が
あ
っ

た
場
合
に
は
、
必
要
に
応
じ
て
各
道
路
管
理
者
に
お
い

て
電
線
地
中
化
計
画
と
調
整
を
図
る
こ
と
。

2

道
路
の
占
用
の
許
可
の
基
本
的
手
続
き

○

共
同
収
容
の
占
用
の
形
態
が
1
、
②
、
①
に
該
当
す

る
場
合

①

N
T
T
又
は
電
気
事
業
者
は
、
N
C
C
の
ケ
ー
ブ

ル
を
収
容
さ
せ
る
既
設
の
空
管
路
等
に
つ
い
て
占
用

の
目
的
の
変
更
の
許
可
の
申
請
を
行
う
こ
と
と
な
る
。

②

N
C
C
は
ケ
ー
ブ
ル
に
つ
い
て
新
規
の
占
用
許
可

の
申
請
を
行
う
こ
と
と
な
る
。

②

共
同
収
容
の
占
用
の
形
態
が
1
、
②
、
②
、
i
に
該

当
す
る
場
合

①

電
気
事
業
者
は
、
保
安
通
信
線
の
一
部
譲
渡
に
伴

う
占
用
物
件
の
構
造
の
変
更
及
び
当
該
保
安
通
信
線

を
収
容
す
る
管
路
又
は
洞
道
の
占
用
の
目
的
の
変
更

の
許
可
の
申
請
を
行
う
こ
と
と
な
る
。

②

N
C
C
は
、
譲
渡
人
か
ら
一
部
譲
渡
を
受
け
た
ケ

ー
ブ
ル
の
部
分
に
つ
い
て
新
規
の
占
用
許
可
の
申
請

を
行
う
こ
と
と
な
る
。

③

共
同
収
容
の
占
用
の
形
態
が
1
、
②
、
②
、
範
に
該

当
す
る
場
合

①

電
気
事
業
者
は
、
保
安
通
信
線
と
し
て
使
用
す
る

ケ
ー
ブ
ル
の
芯
線
の
一
部
と
当
該
ケ
ー
ブ
ル
の
外
皮

の
設
置
に
つ
い
て
新
規
の
道
路
の
占
用
の
許
可

(既

に
既
存
の
管
路
の
許
可
の
際
に
保
安
通
信
線
も
合
わ

せ
て
許
可
を
受
け
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
占
用

物
件
の
構
造
の
変
更
の
許
可
)
の
申
請
を
行
う
こ
と

と
な
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
ケ
ー
ブ
ル
を
既

設
の
管
路
又
は
洞
道
に
収
容
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は

当
該
管
路
又
は
洞
道
の
占
用
の
目
的
の
変
更
の
許
可

の
申
請
を
、
新
設
の
管
路
又
は
洞
道
に
収
容
す
る
場

合
に
あ
っ
て
は
当
該
管
路
又
は
洞
道
に
つ
い
て
新
規

の
道
路
占
用
の
許
可
の
申
請
を
行
う
こ
と
と
な
る
。

②

N
C
C
は
、
第
一
種
電
気
通
信
事
業
の
用
に
供
す

る
当
該
ケ
ー
ブ
ル
の
残
余
の
芯
線
部
分
の
設
置
に
つ

い
て
新
規
の
道
路
占
用
許
可
の
申
請
を
行
う
こ
と
と

な
る
。

3

道
路
の
占
用
の
許
可
の
基
準

占
用
に
つ
い
て
の
許
可
基
準
は
、
道
路
法
第
三
三
条
又

は
第
三
六
条
第
二
項
、
道
路
法
施
行
令
及
び
道
路
法
施
行

規
則
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
こ
ろ

に
よ
る
も
の
と
す
る
。

①

共
同
収
容
の
形
態
と
な
る
こ
と
に
つ
い
て
、
N
T

T
又
は
電
気
事
業
者
と
N
C
C
と
の
間
で
合
意
が
成

立
し
て
い
る
こ
と
。

②

共
同
収
容
の
形
態
と
な
る
こ
と
に
つ
い
て
電
気
事

業
法
、
電
気
通
信
事
業
法
等
の
関
係
法
令
に
基
づ
く

認
可
、
裁
定
等
を
必
要
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

当
該
認
可
、
裁
定
等
を
受
け
て
い
る
こ
と
。

③

監
督
処
分
に
よ
る
施
設
の
撤
去
等
が
必
要
と
な
る

事
態
が
生
じ
た
と
き
は
、
一
体
不
可
分
と
な
っ
て
い

る
処
分
対
象
外
の
施
設
等
に
つ
い
て
も
、
同
時
に
撤

去
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
相
互
に
承
諾

し
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

④

事
故
時
に
お
け
る
連
絡
通
報
体
制
及
び
責
任
の
所

在
が
明
確
で
あ
る
こ
と
。
ま
た
、
施
設
等
の
保
守
管

理
の
方
法
が
適
切
で
あ
る
こ
と
。

⑤

譲
渡
契
約
並
び
に
共
同
収
容
に
係
る
管
路
、
洞
道
、

マ
ン
ホ
ー
ル
、
電
柱
等
の
N
T
T
又
は
電
気
事
業
者

の
施
設
又
は
設
備
の
使
用
料
そ
の
他
の
使
用
に
関
す

る
契
約
の
内
容
が
妥
当
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。

4

占
用
の
許
可
申
請
書
に
添
付
す
べ
き
付
属
書
類

占
用
許
可
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
及
び
図
面

を
添
付
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。

=

共
同
収
容
の
形
態
が
、
1
、
②
、
①
に
該
当
す
る
場
合



①1

N
T
T
又
は
電
気
事
業
者
の
提
出
す
る
図
書

･ー

共
同
収
容
の
形
態
に
な
る
こ
と
に
つ
い
て
電
気

事
業
法
、
電
気
通
信
事
業
法
等
の
関
係
法
令
に
基

づ
く
認
可
、
裁
定
等
を
必
要
と
す
る
場
合
に
あ
っ

て
は
、
当
該
認
可
、
裁
定
等
を
受
け
た
こ
と
を
証

す
る
書
類

…=

縮
尺
五
千
分
の
一
な
い
し
二
万
五
千
分
の
一
程

度
の
位
置
図

m

N
C
C
に
使
用
さ
せ
る
既
設
の
空
管
路
等
の
道

路
へ
の
設
置
位
置
を
明
ら
か
に
し
た
道
路
の
実
測

平
面
図

N

N
C
C
に
使
用
さ
せ
る
既
設
の
空
管
路
等
の
路

面
か
ら
の
深
さ
及
び
既
設
の
占
用
物
件
そ
の
他
の

物
件
と
の
距
離
等
の
位
置
を
明
ら
か
に
し
た
道
路

の
縦
断
面
図
及
び
横
断
面
図

v

N
T
T
又
は
電
気
事
業
者
の
施
設
又
は
設
備
の

使
用
に
関
す
る
契
約
書
等
の
写
し

な
お
、
N
C
C
の
提
出
す
る
図
書
に
よ
っ
て
そ

の
内
容
が
明
ら
か
と
な
る
も
の
は
、
そ
の
提
出
を

省
略
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。

②

N
C
C
の
提
出
す
る
書
類

i

4
、
0
、
①
、
i
、
韮
及
び
v
の
書
類

…=

N
C
C
の
敷
設
す
る
占
用
物
件
の
道
路
へ
の
設

置
位
置
を
明
ら
か
に
し
た
道
路
の
実
測
平
面
図

前

N
C
C
の
敷
設
す
る
占
用
物
件
の
路
面
か
ら
の

深
さ
及
び
既
設
の
占
用
物
件
そ
の
他
の
物
件
と
の

距
離
等
の
位
置
を
明
ら
か
に
し
た
道
路
の
縦
断
面

図
及
び
横
断
面
図

~

N
C
C
の
敷
設
す
る
占
用
物
件
の
種
類
及
び
型

式
ご
と
に
そ
の
構
造

(形
状
、
寸
法
及
び
材
質
を

含
む
。
)
を
明
ら
か
に
し
た
構
造
図
又
は
立
面
図

v

工
事
実
施
の
方
法
の
書
類

②

共
同
収
容
の
形
態
が
1
、
②
、
②
に
該
当
す
る
場
合

①

電
気
事
業
者
の
提
出
す
る
図
書

･-

譲
渡
等
に
関
す
る
当
事
者
の
意
思
を
示
す
書
類

"=

共
同
収
容
の
形
態
に
な
る
こ
と
に
つ
い
て
電
気

事
業
法
、
電
気
通
信
事
業
法
等
の
関
係
法
令
に
基

づ
く
認
可
、
裁
定
等
を
必
要
と
す
る
場
合
に
あ
っ

て
は
、
当
該
認
可
、
裁
定
等
を
受
け
た
こ
と
を
証

す
る
書
類

…m

縮
尺
五
千
分
の
一
な
い
し
二
万
五
千
分
の
一
程

度
の
位
置
図

約

譲
渡
等
の
対
象
と
な
る
占
用
物
件
の
道
路
へ
の

設
置
位
置
を
明
ら
か
に
し
た
道
路
の
実
測
平
面
図

v

譲
渡
等
の
対
象
と
な
る
占
用
物
件
の
路
面
か
ら

の
深
さ
又
は
高
さ
及
び
既
設
の
占
用
物
件
そ
の
他

の
物
件
と
の
距
離
等
の
位
置
を
明
ら
か
に
し
た
道

路
の
縦
断
面
図
及
び
横
断
面
図

.切

譲
渡
等
の
対
象
と
な
る
占
用
物
件
の
種
類
及
び

型
式
ご
と
に
そ
の
構
造

(形
状
、
寸
法
及
び
材
質

を
含
む
。)を
明
ら
か
に
し
た
構
造
図
又
は
立
面
図

湖

電
気
事
業
者
の
施
設
又
は
設
備
の
使
用
に
関
す

る
契
約
書
等
の
写
し

な
お
、
N
C
C
の
提
出
す
る
図
書
に
よ
っ
て
そ

の
内
容
が
明
ら
か
と
な
る
も
の
は
、
そ
の
提
出
を

省
略
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。

②

N
C
C
の
提
出
す
る
図
書

i

前
記
①
･ー
な
い
し
洲
に
定
め
る
書
類

"=

そ
の
芯
線
等
の
一
部
が
譲
渡
等
の
対
象
と
な
る

ケ
ー
ブ
ル
が
電
柱
に
架
設
さ
れ
て
い
る
場
合
に
あ

っ
て
は
、
N
C
C
が
権
原
を
有
す
る
こ
と
又
は
取

得
す
る
見
込
み
が
十
分
で
あ
る
こ
と
を
示
す
書
類

…加

工
事
実
施
の
方
法
の
書
類

③

○
②
の
各
号
に
掲
げ
る
図
書
の
ほ
か
道
路
管
理
者
が

必
要
と
認
め
る
図
書

5

許
可
の
条
件

共
同
収
容
の
形
態
の
占
用
に
係
る
許
可
に
当
た
っ
て
は
、

一
般
的
な
条
件
の
ほ
か
次
に
掲
げ
る
条
件
を
付
す
こ
と
と

す
る
。

①

施
設
若
し
く
は
設
備
の
使
用
に
関
す
る
契
約
を
変

更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
道
路
管
理
者
に
届
け
出

る
こ
と
。

②

道
路
管
理
者
に
お
い
て
監
督
処
分
に
よ
る
施
設
の

撤
去
等
が
必
要
と
な
る
事
態
が
生
じ
た
と
き
は
、

一

体
不
可
分
と
な
っ
て
い
る
処
分
対
象
外
の
施
設
等
に

つ
い
て
も
同
時
に
撤
去
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
こ
と
に

つ
い
て
受
忍
す
る
こ
と
。

6

占
用
料
の
取
扱
い

の

共
同
収
容
の
た
め
、
既
許
可
の
占
用
物
件
の
一
部
を

他
の
N
C
C
に
利
用
さ
せ
、
又
は
譲
渡
す
る
場
合
の
一

次
占
用
者
の
占
用
料
に
つ
い
て
は
、
占
用
料
の
額
の
変

更
の
賦
課
処
分
を
行
わ
ず
、
一
次
占
用
者
が
単
独
で
占

用
し
て
い
た
際
と
同
じ
額
の
占
用
料
を
徴
収
す
る
。
ま

た
、
供
用
ケ
ー
ブ
ル
の
新
設
の
場
合
の
電
気
事
業
者
の

占
用
料
に
つ
い
て
は
、
電
気
事
業
者
が
単
独
で
同
様
の



ケ
ー
ブ
ル
を
設
置
す
る
際
に
支
払
う
こ
と
と
な
る
占
用

料
の
額
と
同
じ
額
の
占
用
料
を
徴
収
す
る
。

②

共
同
収
容
を
利
用
し
て
、
占
用
物
件
を
敷
設
す
る
場

合

(当
該
敷
設
を
行
う
N
C
C
以
外
の
者
の
電
柱
に
添

架
す
る
場
合
を
除
く
。)
の
N
C
C
の
占
用
料
に
つ
い
て

は
、
単
独
で
ケ
ー
ブ
ル
を
敷
設
す
る
場
合
に
は
当
該
ケ

ー
ブ
ル
の
外
径
に
よ
り
、
ま
た
ケ
ー
ブ
ル
の
芯
線
の
一

部
の
み
を
所
有
す
る
場
合
に
は
当
該
ケ
ー
ブ
ル
の
外
径

に
よ
り
、
算
定
し
た
額
に
よ
り
占
用
料
を
徴
収
す
る
。

な
お
こ
の
場
合
、
ケ
ー
ブ
ル
の
外
径
が
五
セ
ン
チ
メ
ー

ト
ル
未
満
で
あ
る
場
合
に
N
C
C
か
ら
徴
収
す
る
占
用
料

は
、
ケ
ー
ブ
ル
一
本
、
一
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
次
の
額
と

し
、
同
一
管
路
内
に
ケ
ー
ブ
ル
が
複
数
あ
る
と
き
は
、

当
該
管
路
の
外
径
に
よ
り
算
定
し
た
額
を
上
限
と
す
る
。

甲
地

三
一
円

乙
地

一
六
円

丙
地

一
三
円

③

共
同
収
容
を
利
用
し
て
、
新
た
に
占
用
物
件
を
敷
設

す
る
場
合
で
、
当
該
敷
設
を
行
う
N
C
C
以
外
の
者
の

電
柱
に
添
架
す
る
と
き
の
N
C
C
の
占
用
料
に
つ
い
て

は
、
｢占

用
料
徴
収
事
務
の
取
扱
い
に
つ
い
て
｣
(昭
和

六
二
年
九
月
二
五
日
付
け
建
設
省
道
政
発
第
六
九
号
)

記
中
1
、
の
、
②
の
例
に
よ
る
。

7

そ
の
他

=

本
通
達
に
よ
る
減
額
措
置
は
平
成
二
年
四
月
一
日
か

ら
施
行
す
る
。

②

共
同
収
容
の
占
用
の
形
態
で
あ
っ
て
、
か
つ
、
こ
の

通
達
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
事
務
処
理
を
行
う
こ
と

の
で
き
る
も
の
に
つ
い
て
は
、｢電
気
通
信
設
備
そ
の
他

の
電
気
通
信
事
業
に
係
る
物
件
の
道
路
占
用
の
取
扱
い

に
つ
い
て
｣
(昭
和
六
〇
年
七
月
一
五
日
付
け
建
設
省
道

政
発
第
五
四
号
道
路
局
長
通
達
)
に
よ
る
当
局
へ
の
事

前
の
協
議
を
要
し
な
い
も
の
と
す
る
。

ま
た
、
N
C
C
に
係
る
電
柱
、
電
線
、
若
し
く
は
公

衆
電
話
所
又
は
こ
れ
ら
の
物
件
と
そ
の
施
設
の
目
的
か

ら
一
体
不
可
分
な
物
件

(昭
和
六
〇
年
三
月
二
八
日
付

け
建
設
省
道
政
発
第
二
三
号
、
第
二
三
号
の
二
、
第
二

三
号
の
三
、
第
二
三
号
の
四
建
設
省
道
路
局
長
通
達
)

の
一
体
不
可
分
の
物
件
を
い
う
。)
で
あ
っ
て
、
従
来
N

T
T
が
設
け
て
い
た
も
の
と
構
造
、
形
態
等
が
異
な
ら

な
い
も
の
に
つ
い
て
も
同
様
と
す
る
。

芯
線
譲
渡
に
係
る
電
気
事
業
者
と
N
C
C
の
占
用
物

件
は
、
一
本
の
ケ
ー
ブ
ル
を
共
同
で
使
用
す
る
な
ど
占

用
物
件
管
理
上
密
接
不
可
分
な
占
用
形
態
と
な
る
こ
と

か
ら
、
当
該
占
用
物
件
の
占
用
期
間
の
終
期
を
統
一
す

る
な
ど
適
宜
事
務
処
理
の
便
宜
を
図
ら
れ
た
い
。

添
付
書
類
中
、
｢共
同
収
容
の
形
態
に
な
る
こ
と
に
つ

い
て
必
要
と
な
る
電
気
事
業
法
、
電
気
通
信
事
業
法
等

の
関
係
法
令
に
基
づ
く
認
可
、
裁
定
等
を
受
け
た
こ
と

を
証
す
る
書
類
｣
に
つ
い
て
は
、
道
路
占
用
許
可
の
申

請
に
際
し
て
そ
の
添
付
が
な
く
と
も
申
請
書
を
受
理
し
、

審
査
を
進
め
る
も
の
と
し
、
当
該
書
類
の
提
出
を
持
っ

て
認
可
等
の
処
分
を
行
う
も
の
と
す
る
。

道
路
と
鉄
道
の
立
体
交
差
箇
所
に
お
け
る
電
気
通
信

設
備
等
の
道
路
の
占
用
に
つ
い
て
は
、
ケ
ー
ブ
ル
を
所

有
す
る
N
C
C
が
、
当
該
ケ
ー
ブ
ル
に
つ
い
て
新
規
の

伝超国

占
用
許
可
の
申
請
を
行
う
こ
と
と
な
る
が
、
こ
の
種
の

道
路
の
占
用
は
広
範
囲
に
わ
た
る
こ
と
が
多
い
こ
と
、

道
路
を
横
断
す
る
構
造
物
に
物
件
が
添
加
さ
れ
る
も
の

で
あ
る
こ
と
な
ど
の
事
情
に
か
ん
が
み
、
そ
の
取
扱
い

に
際
し
て
は
、
次
に
よ
ら
れ
た
い
。

i

可
能
な
限
り
道
路
管
理
者

(本
庁
)
ご
と
に
一

括
し
て
申
請
を
受
け
付
け
る
も
の
と
す
る
。

=

占
用
の
許
可
申
請
書
に
添
付
す
べ
き
付
属
書
類

は
、

ア

占
用
物
件
の
道
路
へ
の
設
置
位
置
を
明
ら
か
に

し
た
位
置
図
、
実
測
平
面
図

イ

道
路
及
び
鉄
道
施
設
と
の
関
係
に
お
い
て
、
占

用
物
件
の
位
置
を
明
ら
か
に
し
た
横
断
面
図
等

と
す
る
。
な
お
、
別
紙
2

(省
略
)
の
例
を
参
考
に

さ
れ
た
い
。

ま
た
必
要
に
応
じ
、
鉄
道
事
業
者
に
対
し
、
鉄
道

施
設
の
使
用
に
関
す
る
合
意
の
有
無
に
つ
い
て
照
会
、

確
認
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
い
。

…聞

N
C
C
の
ケ
ー
ブ
ル
の
占
用
料
に
つ
い
て
は
、

当
該
ケ
ー
ブ
ル
の
外
径
に
よ
り
算
定
し
た
額
に
よ

り
徴
収
す
る
。

な
お
、
ケ
ー
ブ
ル
の
外
径
が
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト

ル
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
6
②
と
同
様
の
取
扱
い

と
す
る
。

昭
和
六
一
年
五
月
二
日
付
け
建
設
省
道
政
発
第
四
九

号

(路
政
課
長
通
達
)
及
び
昭
和
六
一
年
九
月
三

日

付
け
建
設
省
道
政
発
第
八
〇
号

(路
政
課
長
通
達
)
は

廃
止
す
る
。



　
　

癈ず　　

遭
蟠
管
理
シ
ス
テ
ム
⑭
運
胴
開
始
彊
つ
い
て

‘
ずず

讓
羞
鷺
駿
“
占
用
管
理
※
テ
ム
係

繃ず
獺

は
じ
め
に

財
団
法
人
道
路
管
理
セ
ン
タ
ー
で
は
、
昭
和
六
一
年
三

月
の
設
立
以
来
、
札
幌
、
東
京
、
川
崎
、
横
浜
、
名
古
屋
、

京
都
、
大
阪
、
神
戸
、
広
島
、
北
九
州
、
福
岡
の
三

夫

都
市
の
区
域
を
対
象
に
道
路
管
理
シ
ス
テ
ム
の
構
築
作
業

を
進
め
て
い
る
が
、
パ
イ
ロ
ッ
ト
地
区
と
し
て
、
他
の
地

区
に
先
行
し
て
構
築
作
業
を
進
め
て
き
た
神
奈
川
地
区
支

部

(横
浜
市
域
)
お
よ
び
川
崎
支
部

(川
崎
市
域
)
に
お

い
て
、
本
年
四
月
か
ら
道
路
管
理
シ
ス
テ
ム
の
運
用
を
開

始
し
た
。
こ
れ
に
伴
い
、
川
崎
市
城
お
よ
び
横
浜
市
域
の

国
道
、
県
道
、
市
道
の
道
路
占
用
許
可
事
務
は
、
各
道
路

管
理
者
お
よ
び
関
係
公
益
事
業
者
が
道
路
管
理
シ
ス
テ
ム

を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
り
処
理
さ
れ
て
い
る
。

一
道
路
管
理
シ
ス
テ
ム
導
入
の
背
景

道
路
は
、
交
通
の
発
達
に
寄
与
し
て
い
る
ば
か
り
で
な

く
、
我
々
の
日
常
生
活
に
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
電
気
、

電
話
、
ガ
ス
、
水
道
、
下
水
道
等
の
公
益
物
件
の
収
容
ス

ペ
ー
ス
と
し
て
の
役
割
も
担
っ
て
い
る
。
道
路
の
上
空
お

よ
び
地
下
に
は
、
電
気
事
業
者
の
設
け
る
電
柱
、
電
線
、

管
路
、
洞
道
、
変
圧
器
、
電
気
通
信
事
業
者
の
設
け
る
電

柱
、
電
線
、
公
衆
電
話
所
、
管
路
、
洞
道
、
マ
ン
ホ
ー
ル
、

ガ
ス
事
業
者
の
設
け
る
ガ
ス
管
お
よ
び
バ
ル
ブ
ビ
ッ
ト
、

水
道
事
業
者
の
設
け
る
水
道
管
お
よ
び
マ
ン
ホ
ー
ル
、
下

水
道
事
業
者
の
設
け
る
下
水
管
お
よ
び
マ
ン
ホ
ー
ル
な
ど
、

公
益
事
業
者
の
設
け
る
物
件
だ
け
を
み
て
も
、
多
種
、
大

量
の
占
用
物
件
が
収
容
さ
れ
て
い
る
が
、
経
済
社
会
の
変

化
に
伴
い
、
新
た
な
占
用
物
件
が
出
現
す
る
と
と
も
に
こ

れ
ら
の
公
益
事
業
者
の
設
け
る
物
件
も
ま
す
ま
す
増
加
し

て
お
り
、
占
用
物
件
の
多
様
化
、
大
量
化
が
進
ん
で
い
る
。

こ
れ
に
伴
っ
て
、
道
路
の
掘
返
し
や
こ
れ
に
よ
る
事
故
も

依
然
と
し
て
多
い
状
況
に
あ
る
。

こ
れ
ら
の
状
況
に
対
処
す
る
た
め
に
は
、
新
規
の
占
用

物
件
の
占
用
位
置
等
の
決
定
に
当
た
っ
て
従
来
以
上
に
き

め
細
か
く
調
整
し
、
判
断
す
る
等
の
道
路
占
用
行
政
の
高

度
化
を
進
め
る
と
と
も
に
、
す
べ
て
の
既
設
占
用
物
件
の

占
用
位
置
等
に
関
す
る
情
報
の
図
面
上
で
の
迅
速
か
つ
正

確
な
把
握
、
道
路
管
理
者
を
横
断
し
た
面
的
な
把
握
等
占

用
物
件
情
報
の
管
理
の
高
度
化
を
進
め
る
必
要
が
あ
る
。

ま
た
、
占
用
物
件
が
多
様
化
し
大
量
化
す
る
と
、
占
用
許

可
関
係
事
務
は
必
然
的
に
大
量
化
す
る
と
と
も
に
複
雑
化

す
る
た
め
、
道
路
管
理
者
は
関
係
事
務
の
簡
素
、
合
理
化

を
図
る
必
要
が
あ
る
o

劣



し
か
し
な
が
ら
、
ほ
と
ん
ど
の
道
路
管
理
者
は
、
道
路

占
用
物
件
の
管
理
を
手
書
き
の
平
面
図
と
帳
票
に
よ
り
管

理
し
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
り
、
特
に
都
市
部
の
道
路
管

理
者
に
あ
っ
て
は
、
多
種
、
大
量
に
存
す
る
道
路
占
用
物

件
の
膨
大
な
デ
ー
タ
を
作
成
し
、
管
理
し
、
有
効
に
活
用

す
る
に
は
、
従
来
の
作
業
で
は
限
界
が
あ
る
と
の
指
摘
が

さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
公
益
事
業
者
に
あ
っ
て
も
、
占
用

関
係
業
務
に
つ
い
て
、
他
の
占
用
者
の
占
用
物
件
に
関
す

る
情
報
の
把
握
が
困
難
で
あ
る
こ
と
、
道
路
形
状
等
の
変

更
に
伴
う
デ
ー
タ
の
維
持
が
難
し
い
こ
と
等
を
問
題
点
と

し
て
認
識
し
て
い
た
。
現
行
の
占
用
物
件
管
理
に
つ
い
て

の
こ
の
よ
う
な
共
通
認
識
の
も
と
に
、
道
路
管
理
の
新
し

い
シ
ス
テ
ム
の
構
築
が
要
望
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

二

道
路
管
理
シ
ス
テ
ム
の
開
発
経
緯

道
路
管
理
シ
ス
テ
ム
の
創
設
に
つ
い
て
の
検
討
は
、
昭

和
六
〇
年
四
月
、
建
設
省
道
路
局
に
設
置
さ
れ
た

｢道
路

管
理
シ
ス
テ
ム
検
討
委
員
会
｣
(委
員
長
･伊
理
正
夫
東
京

大
学
教
授
)
に
お
い
て
開
始
さ
れ
、
同
年
七
月
、
シ
ス
テ

ム
開
発
の
基
本
的
方
向
に
関
す
る

｢中
間
報
告
｣
が
答
申

さ
れ
、
そ
の
意
義
が
認
め
ら
れ
た
。
そ
の
後
、
昭
和
六
一

年
三
月
に
シ
ス
テ
ム
の
開
発
、
運
用
の
主
体
と
し
て
財
団

法
人
道
路
管
理
セ
ン
タ
ー
が
設
立
さ
れ
る
と
と
も
に
、
同

セ
ン
タ
ー
に
｢道
路
管
理
シ
ス
テ
ム
開
発
委
員
会
｣
(委
員

長
･
伊
理
正
夫
東
京
大
学
教
授
)
が
設
置
さ
れ
た
。
同
年

四
月
に
は
、
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
具
体
的
事
項
の
調
査
、

検
討
を
行
う
た
め
に
同
委
員
会
に
作
業
グ
ル
ー
プ
と
し
て

｢タ
ス
ク
フ
ォ
ー
ス
｣
が
設
置
さ
れ
、
検
討
が
続
け
ら
れ

た
結
果
、
同
年
八
月
に
シ
ス
テ
ム
開
発
の
方
向
と
進
め
方

に
つ
い
て

｢第
一
次
報
告
書
｣
が
ま
と
め
ら
れ
た
。
昭
和

六
二
年
七
月
に
は
、
入
力
デ
ー
タ
項
目
、
表
示
形
式
、
初

期
デ
ー
タ
の
作
成
方
法
等
に
つ
い
て

｢第
二
次
報
告
書
｣

が
ま
と
め
ら
れ
、
こ
の
報
告
書
の
完
成
と
同
時
に
横
浜
市

お
よ
び
川
崎
市
に
支
部
を
設
置
し
、
パ
イ
ロ
ッ
ト
･
シ
ス

テ
ム
の
構
築
が
開
始
さ
れ
た
。
昭
和
六
三
年
三

月
に
は
、

道
路
占
用
許
可
関
係
業
務
、
道
路
お
よ
び
占
用
物
件
関
係

業
務
に
係
る
検
討
、
パ
イ
ロ
ッ
ト

･
シ
ス
テ
ム
の
運
用
と

評
価
、
今
後
の
シ
ス
テ
ム
開
発
の
方
向
等
に
つ
い
て

｢第

三
次
報
告
書
｣
が
ま
と
め
ら
れ
た
。
平
成
元
年
に
は
、
す

べ
て
の
シ
ス
テ
ム
対
象
地
域
に
支
部
が
設
置
さ
れ
、
こ
れ

に
対
応
し
て
、
当
該
地
域
の
シ
ス
テ
ム
の
構
築
お
よ
び
運

用
を
円
滑
に
行
う
た
め
、
関
係
道
路
管
理
者
、
公
益
事
業

者
等
を
構
成
員
と
す
る
地
区
連
絡
協
議
会
が
設
置
さ
れ
た
。

平
成
三
年
度
中
に
は
、
残
り
の
全
支
部
に
お
い
て
も
シ

ス
テ
ム
の
運
用
を
開
始
す
る
予
定
で
あ
り
、
各
地
区
連
絡

協
議
会
の
専
門
委
員
会
、
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
等
に
お

い
て
デ
ー
タ
入
力
等
の
た
め
の
調
査
、
業
務
の
シ
ス
テ
ム

へ
の
移
行
等
に
つ
い
て
の
検
討
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。

三

道
路
管
理
シ
ス
テ
ム
の
概
要

道
路
管
理
シ
ス
テ
ム
は
、
セ
ン
タ
ー
の
各
支
部
に
設
置

さ
れ
た
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
階
層
別
に
登

録
さ
れ
た
道
路
デ
ー
タ

(縮
尺
五
〇
〇
分
の
一
の
道
路
台

帳
図
を
デ
ジ
タ
ル
化
し
た
も
の
)、占
用
物
件
デ
ー
タ
の
地

図
情
報
を
、
随
時
自
由
な
縮
尺
で
画
面
に
表
示
し
た
り
、

静
電
プ
ロ
ッ
タ
に
よ
っ
て
精
度
の
高
い
図
面
を
出
図
す
る

こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
ま
た
、
こ
れ
ら
の
地
図
情
報
に
リ

ン
ク
さ
せ
て
文
字
、
数
値
情
報
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。

道
路
管
理
シ
ス
テ
ム
へ
の
デ
ー
タ
提
供
は
、
道
路
デ
ー

夕
に
つ
い
て
は
道
路
管
理
者
が
、
占
用
物
件
デ
ー
タ
に
つ

い
て
は
各
公
益
事
業
者
が
そ
れ
ぞ
れ
行
い
、
デ
ー
タ
ベ
ー

ス
の
維
持
管
理
は
セ
ン
タ
ー
が
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

道
路
管
理
シ
ス
テ
ム
の
内
容

○

シ
ス
テ
ム
の
構
成
メ
ン
バ
ー

0
道
路
管
理
者

0
公
益
事
業
者

(電
力
、
電
気
通
信
、
ガ
ス
、
水
道
、

下
水
道
等
)

②

シ
ス
テ
ム
の
入
出
力
情
報

0
道
路
デ
ー
タ

(道
路
、
地
形
、
行
政
界
等
)
お
よ

び
占
用
物
件
デ
ー
タ

(電
力
、
電
気
通
信
、
ガ
ス
、

水
道
、
下
水
道
等
の
地
上
、
地
下
に
お
よ
ぶ
施
設
)

の
地
図
情
報

0
属
性
デ
ー
タ

(供
用
開
始
年
度
、
管
径
等
)
の
文

字
、
数
値
情
報

③

シ
ス
テ
ム
を
利
用
す
る
業
務

0
道
路
占
用
許
可
関
係
業
務

0
道
路
工
事
調
整
業
務



0
道
路
お
よ
び
占
用
物
件
管
理
業
務

2

ハ
ー
ド
ウ
ェ
ア
の
構
成

(図
ー
参
照
)

の

セ
ン
タ
ー
各
支
部
に
そ
れ
ぞ
れ
の
地
区
の
道
路
管

理
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
構
築
し
、
各
道
路
管
理
者
お
よ

び
公
益
事
業
者
の
端
末
機
と
オ
ン
ラ
イ
ン
で
接
続
す

翳

る
集
中
型
の
シ
ス
テ
ム
構
成
と
な
っ
て
い
る
。
な
お
、
鰭

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を
導
入
し
、
自
己
の
施
設
管
理
等
の

道

シ
ス
テ
ム
を
保
有
し
て
い
る
公
益
事
業
者
に
あ
っ
て

は
、
ホ
ス
ト
間
接
続
を
行
う
。

②

各
道
路
管
理
者
に
は
、
当
面
、
道
路
占
用
許
可
関

係
業
務
に
お
け
る
検
索
等
の
た
め
の
タ
ブ
レ
ッ
ト
付

き
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
端
末
を
設
置
し
、
セ
ン
タ
ー
の
コ

ン
ピ
ュ
ー
タ
と
オ
ン
ラ
イ
ン
で
接
続
す
る
。

③

各
公
益
事
業
者
の
シ
ス
テ
ム
構
成
は
、
次
の
と
お

り
で
あ
る
。

①
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を
設
置
し
な
い
公
益
事
業
者

デ
ジ
タ
イ
ザ
付
き
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
端
末
、
タ
ブ

レ
ッ
ト
付
き
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
端
末
等
を
設
置
し
、

セ
ン
タ
ー
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
と
オ
ン
ラ
イ
ン
で
接

続
す
る
。

②
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を
設
置
し
、
自
己
シ
ス
テ
ム
を
保

有
し
て
い
る
公
益
事
業
者

公
益
事
業
者
は
、
自
己
の
占
用
物
件
の
入
力
、

更
新
業
務
に
つ
い
て
は
各
自
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
で

処
理
し
、
各
自
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
と
セ
ン
タ
ー
の

解
い

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
間
で
ホ
ス
ト
間
接
続
を
行
い
、
更

新
さ
れ
た
デ
ー
タ
の
授
受
を
行
う
。

セ
ン
タ
ー
に
は
、
道
路
管
理
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
更

新
す
る
た
め
の
デ
ジ
タ
イ
ザ
付
き
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
端

末
、
帳
票
作
成
の
た
め
の
レ
ー
ザ
ー
プ
リ
ン
タ
ー
、

公益事業者 (増勢餌と効ギ保有)

図 1 道路管理システム構成図

図
面
作
成
用
の
静
電
プ
ロ
ッ
タ
を
設
置
す
る
。

ホストコンピュータ

-フ
ジ
一

　
　　
　　

ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の
構
成

(図
2
参
照
)

の

基
本
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
管
理
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
と
マ
ッ
ピ
ン

認



グ
処
理
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
と
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。

②

応
用
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア

占
用
許
可
関
係
業
務
に
係
る
入
出
力
、
検
索
、
申

請
下
図
作
成
処
理
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
、
道
路
お
よ
び
占

用
物
件
管
理
業
務
に
係
る
入
出
力
、
更
新
、
検
索
ソ

フ
ト
ウ
ェ
ア
、占
用
延
長
、占
用
料
等
の
集
計
統
計
ソ

図 2 道路管理システムのソフトウェアの構成図

･

l

.

-

.

-

,I
IJ

フ
ト
ウ
ェ
ア
等
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。

ア

る

図
形
入
力

ハ
.
マ
ッ
ピ
ン
グ

ェ

ソ
フ
ト
ウ
エ
ア

獨
勢
ラ
ト

ウ

四

神
奈
川
地
区
に
お
け
る
道
路
占
用
許
可
業

務

′

イ. マッピング入

川
崎
市
城
お
よ
び
横
浜
市
域
に
お
け
る
道
路
占
用
許
可

業
務
は
、
道
路
管
理
シ
ス
テ
ム
の
導
入
に
よ
り
次
の
よ
う

に
処
理
さ
れ
て
い
る
。

イ

ロ

応
‘

ロ

ハ

ニ

ホ

ア

ベ
理
ウ

ベ
一
テ

-

　

　
　

　
　　
　
　　

フ

れ

ロ.

ソ

データベース群

に
月
中
腰
-

-
-
il
l
｣

①データベース管理



①従来の占用許可事務のフロー

道 路 管 理 者 公 益 事 業 者

L 道 路 工 事 調 整 (道 調 会 議) -
ミ ー

◆ -占 用 場 所 決 定 l
; I
; I設 計 図 作 成涌‐平面図、断面図

喧 函 嚢 臨團平面図

事 轉添 事の作成
※; 申請書添付書類の作成猷

; I 申 請 -
･工事内容の説明、 事前打合せ経過の説明f . ･ 鳶 ,

受理 ･受付簿記入

,現地調査(瘢状況等)湖美

栩査‐占用料積算⑤ 当 i

f 決 裁 l:
u

.

｣･道路占用許可書 ←- - - - 許 可 書 の 受 理
･占用料納入告知書 .占用料納入

←-÷- 工 事 着 手
･着手届

l 工 事 施 工 -

- , ,,セ
ー l u

l
ね =

･完了届
工 事 完 了

l 受 理 霞

現地調査磯装状況等)湖

蓄査‐占用料積算⑤考
決 裁

※①~ ⑤については次ページ参照

②占用許可事務の新業務

道 路 管 理 者 : 公 益 事 業 者 ;

(次ページ)

･工事内容、事前打合せ経過説明

受理 ･受付簿記入 :

※ ;
現地調査 ･検索④ :

※ :
審査･占用料計算⑤ i

決 裁 斐

占用場所決定

設計場所の検索

下図範囲の設定

申請書作成

2参照

(次ページ)

許可書の受理
占用料納入i

　　　 　　　 　
ミ 事 { 了

.完了届 l

地形 ･道路D B

占用物件 D B

申 請 図D B

･元 - l l 書 物 - D R -
理

.更新 ー
占用物件 D B

(注) アンダーライン箇所がシステム化対象。
※①~ ⑤については次ページ参照



③主な変更点

現 状 道 路 管 理 シ ス テ ム

①
設
計
図
作
成

･道路等の測量をコンサルタント等に依頼し、 こ
の地形、 道路図を基に平面図、 断面図を作成して
いる。
･ 社物件については、 コンサルタント等に調査
を依頼している。(コンサルタント等は、 各企業を
廻り調査をしている。)

･道路管理システムの地形、 道路、 占用物件D B
により下図が作成され、 これを基に設計図を作成
する。

②
申
請
図
作
成

.申請図は設計図を使用している。 ･申請下図を作成後、 道路管理システムに入力す
ることにより申請図 (位置図、 断面図、 拡大図を
含む) が出力される。

③
申
請
図
書
作
成

･手書きにより内訳書 (占用物件種類別数量、 掘
削面積等) を作成している。

･内訳書 (占用物件の種類、 数量等) は、 平面図
の入力により、 自動的に作成される。

④
現
地
調
査

･現地調査により、 舗装状況 ･埋設物件等を調査
している。

.道路管理システムの各D B の検索により、 現場
状況の把握がある程度可能となる。

⑤
占
用
料
計
算
ほ
か

･数量集計等は、 手計算によっている。 ･自動的に占用料が計算される。
･申請内容の検索も可能。
･定期的に申請件数、 占用数量、 占用料の集計表
を出力する。

標準的な流れ図

(注 2 )

道路 ･占用物件D B より

申請する場所を検索し、

申請範囲を設定する。 設

計後にデータを切出す。

･切出されたデータを下図

用としてプロッター出力

する。

･出図された図面に手作業

で申請内容を記入し、 入

力用下図を作成する。

･作成された入力用下図を

デジタイザに貼り、 申請

内容を入力し、 申請平面

図を作成する。

･入力された申請平面図を

もとに拡大図 ･断面図を

作成し、 合わせて図面編

集を行う。 鑑紙 ･内訳書

の作成も編集作業の中で

行う。

･申請図面 ･鑑紙 ･内訳書

の出力を行い、 道路管理

者へ提出する。

入力された申請データに

対して、 道路管理者は許

可番号を入力し、 占用料

計算を行う。

日 回 (手作業)

　　　　

回-軍内訳書

　　　

申請D B

　　　　　　　 　 　

匡号回



財
団
法
人
『画
像
道
路
帷
蓮
機
構
』

⑭
譲
画
に
向
け
て

"協
“禦
ぎ　　

　

　
　

響
こ路
新
産
業
開
発
機
構
調
査
部
調
査
役

田
畑

正
二

一

は
じ
め
に

近
年
、
大
都
市
を
中
心
と
し
て
道
路
混
雑
は
激
化
し
て

お
り
、
道
路
整
備
の
充
実
に
対
す
る
国
民
の
要
望
に
は
切

実
な
も
の
が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
市
街
地
に
お
け
る

幹
線
道
路
の
整
備
に
つ
い
て
は
、
用
地
の
高
騰
、
代
替
地

の
取
得
難
等
に
よ
り
事
業
の
進
捗
に
支
障
を
き
た
し
て
い

る
状
態
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
現
状
を
打
開
し
、
大
都
市
近
郊
、
特
に
市

街
地
に
お
け
る
幹
線
道
路
整
備
を
促
進
す
る
た
め
の
新
手

法
と
し
て
、
昨
年
、
道
路
と
建
物
と
の
一
体
的
整
備
を
可

能
に
す
る
立
体
道
路
制
度
が
創
設
さ
れ
た
。
こ
の
制
度
の

活
用
に
よ
り
、
幹
線
道
路
の
整
備
促
進
に
併
せ
て
、
周
辺

地
域
の
良
好
な
市
街
地
形
成
や
土
地
の
有
効
･
高
度
利
用

が
促
進
さ
れ
る
も
の
と
期
待
さ
れ
る
。

㈱
道
路
新
産
業
開
発
機
構
で
は
、
建
設
省
の
指
導
･
協

力
の
も
と
に
立
体
道
路
事
業
を
円
滑
に
推
進
す
る
た
め
の

母
体
と
な
る

｢財
団
法
人
立
体
道
路
推
進
機
構
｣
を
設
立

す
る
た
め
、
設
立
準
備
室
を
当
機
構
内
に
設
け
そ
の
取
り

組
み
に
当
た
る
こ
と
と
し
た
。

二

財
団
法
人
立
体
道
路
推
進
機
構
の
設
立
経

緯

1

｢沿
道
整
備
研
究
会
｣
の
設
置

道
路
と
建
物
と
の
一
体
的
整
備
手
法
に
関
し
て
は
、
建

設
省
で
は
、
｢
一
体
整
備
道
路
研
究
会
｣
(昭
和
六
二
年
五

月
)
を
設
置
し
、
多
角
的
な
検
討
を
進
め
て
き
た
が
、
こ

れ
に
対
応
し
て
㈱
道
路
新
産
業
開
発
機
構
に
お
い
て
、
民

間
サ
イ
ド
か
ら
み
た
一
体
的
整
備
手
法
を
検
討
す
る
た
め
、

｢沿
道
整
備
研
究
会
｣
容
云
長

杉
山
和
男

新
日
本
製
鐵

㈱
副
社
長
)
を
昭
和
六
二
年
八
月
に
発
足
さ
せ
、
民
間
活

力
利
用
の
有
効
な
手
法
等
の
検
討
を
行
い
、
行
政
サ
イ
ド

へ
積
極
的
に
提
言
し
て
い
く
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
当
機

構
の
賛
助
会
員
の
う
ち
一
二
五
社
の
企
業
の
参
加
を
得
て

活
動
を
開
始
し
た
。

当
研
究
会
は
、
｢立
体
道
路
部
会
｣
と
｢沿
道
地
域
開
発

部
会
｣
の
二
つ
の
専
門
部
会
を
柱
に
、
道
路
と
建
物
と
の

一
体
的
整
備
方
策
に
つ
い
て
民
間
の
立
場
か
ら
活
発
な
調

査
･
研
究
活
動
を
重
ね
、
昭
和
六
二
年
度
の
中
間
報
告
に

続
き
、
平
成
元
年
七
月
、
｢沿
道
整
備
研
究
会
｣
の
最
終
報

告
が
な
さ
れ
、研
究
成
果
と
し
て
、｢立
体
道
路
専
門
部
会
｣

か
ら
事
業
を
円
滑
に
推
進
す
る
た
め
の
方
策
と
し
て
、
事

業
推
進
組
織
の
必
要
性
が
提
案
さ
れ
た
。

当
機
構
で
は
、
研
究
会
の
提
案
を
踏
ま
え
て
、
引
き
続

き
、
｢立
体
道
路
推
進
委
員
会
｣を
設
け
、
立
体
道
路
事
業
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＼

＼
＼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　



推
進
組
織
の
整
備
方
策
に
関
す
る
検
討
に
取
り
組
む
こ
と

と
し
た
。

2

｢立
体
道
路
推
進
委
員
会
｣
の
設
置

平
成
元
年
六
月
に
道
路
法
、
都
市
計
画
法
、
都
市
再
開

発
法
、
建
築
基
準
法
の
一
部
が
改
正
さ
れ
、
道
路
と
建
物

を
一
体
的
に
整
備
で
き
る

｢立
体
道
路
制
度
｣
が
創
設
さ

れ
た
こ
と
に
伴
い
、
都
市
部
の
道
路
整
備
を
進
め
る
に
あ

た
っ
て
各
地
で
同
制
度
を
活
用
す
る
動
き
が
出
て
い
る
。

し
か
し
、
立
体
道
路
事
業
の
実
施
に
あ
た
っ
て
は
、
道

路
側
と
建
物
側
と
の
協
議
･
調
整
な
ど
多
方
面
に
わ
た
る

調
整
業
務
を
円
滑
に
進
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、｢沿
道

整
備
研
究
会
｣
に
お
い
て
も
調
整
機
能
を
有
す
る
組
織
の

必
要
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

当
機
構
で
は
、
｢沿
道
整
備
研
究
会
｣以
降
引
き
続
き
平

成
元
年
九
月
に
官
･
民
双
方
か
ら
構
成
さ
れ
る

｢立
体
道

路
推
進
委
員
会
｣
(座
長

井
上
啓
一

建
設
省

道
路
局

道
路
経
済
調
査
室
道
路
計
画
調
整
官
)
を
設
置
し
、
立
体

道
路
事
業
の
円
滑
な
事
業
の
推
進
を
図
る
た
め
の
組
織
の

整
備
方
策
に
関
す
る
検
討
を
始
め
た
。

当
委
員
会
で
は
、
新
組
織
の
業
務
内
容
、
組
織
構
成
、

事
業
収
支
な
ど
に
つ
い
て
検
討
を
行
い
、
平
成
二
年
一
月
、

事
業
推
進
組
織
と
し
て
立
体
道
路
事
業
を
推
進
す
る
た
め

に
必
要
な
道
路
計
画
と
建
築
計
画
と
の
調
整
、
道
路
と
建

物
と
の
技
術
基
準
等
の
調
整
、
環
境
対
策
･
防
災
対
策
の

調
整
、
管
理
協
定
な
ど
各
種
調
整
業
務
に
関
し
て
総
合
的

な
知
識
、
経
験
、
調
整
能
力
を
有
す
る
専
門
家
等
よ
り
構

成
さ
れ
る
官
民
一
体
と
な
っ
た
公
的
機
関
の
設
立
を
提
案

す
る
報
告
が
な
さ
れ
た
。

三

財
団
法
人
立
体
道
路
推
進
機
構
の
概
要

鯛
道
路
新
産
業
開
発
機
構
に
お
い
て
は
、
道
路
と
建
物

と
の
一
体
的
整
備
に
関
す
る

｢沿
道
整
備
研
究
会
｣
お
よ

び

｢立
体
道
路
推
進
委
員
会
｣
で
の
研
究
成
果
･
報
告
･

提
案
を
踏
ま
え
、
立
体
道
路
事
業
の
円
滑
な
推
進
を
図
る

に
は
公
的
機
関
に
よ
る
調
整
が
欠
か
せ
な
い
こ
と
か
ら
、

建
設
省
の
指
導
･
協
力
の
も
と
、
立
体
道
路
事
業
の
推
進

母
体
と
な
る

｢財
団
法
人
立
体
道
路
推
進
機
構
｣
を
設
立

す
る
た
め
、
設
立
準
備
室
を
設
け
、
七
月
設
立
を
目
指
し
、

今
そ
の
準
備
を
進
め
て
い
る
。

設
立
す
る
新
財
団
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

1

設
立
目
的

市
街
地
に
お
け
る
幹
線
道
路
の
整
備
に
つ
い
て
は
、
用

地
の
高
騰
、
代
替
地
の
取
得
難
等
に
よ
り
用
地
取
得
が
難

航
し
、
事
業
の
進
捗
に
支
障
を
き
た
し
て
い
る
の
が
現
状

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
現
状
を
打
開
し
道
路
整
備
を
促
進

す
る
た
め
に
は
、
幹
線
道
路
の
整
備
に
併
せ
て
そ
の
周
辺

地
域
を
含
め
た
一
体
的
か
つ
総
合
的
な
整
備
を
行
い
、
土

地
の
有
効
･
高
度
利
用
を
図
る
こ
と
が
効
果
的
で
あ
る
。

昨
年
度
、
道
路
法
等
の
一
部
が
改
正
さ
れ
、
道
路
と
建

物
と
の
一
体
的
整
備
を
可
能
に
す
る

｢立
体
道
路
制
度
｣

が
創
設
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
各
地
で
同
制
度
が
積
極
的

に
活
用
さ
れ
る
も
の
と
予
想
さ
れ
る
。

立
体
道
路
事
業
の
本
格
的
な
実
施
は
、
我
が
国
で
初
め

て
の
試
み
で
あ
り
、
そ
の
実
施
に
あ
た
っ
て
は
、
都
市
計

画
･
道
路
計
画
と
の
調
整
、
立
体
道
路
区
域
の
設
定
、
建

築
確
認
申
請
、
都
市
計
画
な
ど
の
公
的
手
続
き
を
必
要
と

す
る
ほ
か
、
道
路
と
建
物
と
の
技
術
基
準
等
の
調
整
、
環

境
対
策
･
防
災
対
策
の
調
整
、
管
理
協
定
等
、
道
路
側
と

建
物
側
と
の
協
議
･
調
整
が
必
要
不
可
欠
と
な
る
。

こ
れ
ら
各
般
に
わ
た
る
調
整
を
円
滑
に
進
め
、
立
体
道

路
事
業
を
推
進
し
て
い
く
た
め
に
は
、
事
業
内
容
の
広

報
･
普
及
を
図
る
と
と
も
に
、
十
分
な
知
識
、
経
験
を
有

す
る
専
門
家
に
よ
る
調
査
･
研
究
、
各
事
業
者
へ
の
助
言
、

指
導
が
必
要
で
あ
る
o

こ
の
よ
う
な
社
会
的
要
請
に
応
え
る
た
め
、
節
立
体
道

路
推
進
機
構
を
設
立
し
、
立
体
道
路
整
備
に
必
要
な
各
種

調
整
業
務
を
遂
行
す
る
と
と
も
に
、
事
業
の
円
滑
な
推
進

方
策
等
に
つ
い
て
の
的
確
な
情
報
提
供
や
協
力
を
行
い
、

立
体
道
路
事
業
の
推
進
を
図
る
こ
と
で
幹
線
道
路
網
の
整

備
促
進
、
並
び
に
そ
の
周
辺
地
域
の
良
好
な
市
街
地
形
成

に
寄
与
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

2

業
務
内
容

財
団
の
業
務
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

①

立
体
道
路
事
業
に
関
す
る
調
査
･
研
究

②

立
体
道
路
事
業
の
企
画
･
立
案
お
よ
び
各
種
調
整



③

立
体
道
路
事
業
の
設
計

④

上
記
各
事
業
に
関
す
る
業
務
の
受
託

⑤

立
体
道
路
事
業
に
関
す
る
情
報
の
収
集
･
提
供

⑥

立
体
道
路
事
業
に
関
す
る
広
報
･
機
関
誌
等
の
刊

行
⑦

立
体
道
路
事
業
に
関
す
る
講
演
会
、
講
習
会
、
研

究
会
等
の
開
催

⑧

立
体
道
路
事
業
の
実
施
主
体
へ
の
援
助

⑨

そ
の
他
こ
の
法
人
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
必

要
な
事
業

3

組
織
構
成

財
団
の
組
織
構
成
お
よ
び
所
掌
事
務
は
次
の
と
お
り
で

あ
る
。

課

課

課

課

課

務

整

画

査

計

総

調

企

調

設

　

　

　

　　

　　　

　

調

計

画

･

総

企

設

理

事

理

事

長

“““-n=
"贓
偏鋤理事瓣緘纖駕
“““

　
　
　　　　
　

企
画
課
-
-
ー
'
･
立
体
道
路
の
企
画
等
の
業
務

1““Il[==…贓
議
劾僑輌獨総務

設
計
課
,ー
-
-

･
立
体
道
路
と
建
物
の
設
計
に
関
す
る

業
務

4

事
業
展
望

4
全
総
に
お
い
て
提
唱
さ
れ
た
21
世
紀
初
頭
を
整
備
目

標
と
す
る
高
規
格
幹
線
道
路
網
一
四
、
0
0
0
如
、
三
大

都
市
圏
に
お
け
る
自
動
車
専
用
道
路
網
三
、
四
〇
〇
如
、

お
よ
び
そ
の
他
地
方
都
市
の
自
動
車
専
用
道
路
の
う
ち
相

当
部
分
が
市
街
地
を
通
過
す
る
計
画
と
な
っ
て
お
り
、
そ

の
推
進
に
あ
た
っ
て
は
数
多
く
の
道
路
事
業
で
立
体
道
路

の
積
極
的
な
活
用
が
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
当
面
は
、

･
東
京
外
か
く
環
状
道
路
和
光
地
区
で
の
住
宅
と
の
立

体
利
用

道
路
と
住
宅
の
共
存
を
図
り
地
域
分
断
を
防
止
す

る
た
め
、
道
路
の
地
上
部
分

(掘
割
構
造
の
蓋
か

け
上
)
に
住
宅
･
商
業
用
ビ
ル
を
建
設
す
る
計
画

･
首
都
高
速
道
路
箱
崎
地
区
で
の
オ
フ
ィ
ス
ビ
ル
と
の

立
体
利
用

箱
崎
地
区
は
首
都
高
速
道
路
の
結
節
点
で
あ
る
こ

と
か
ら
、
パ
ー
キ
ン
グ
エ
リ
ア
の
設
置
が
不
可
欠

と
さ
れ
て
お
り
、
民
間
の
オ
フ
ィ
ス
ビ
ル
と
首
都

高
速
道
路
の
パ
ー
キ
ン
グ
エ
リ
ア
を
兼
用
し
た
ビ

オフィスビル

＼-
/

;
から4階部分が道路サ-ビス施設)

オフィスビルとの立体利用

首都高速道路

　　
　

　
　/



旨
に
賛
同
、
ま
た
出
捐
申
込
を
い
た
だ
い
た
こ
と
は
、
立

の
推
進
を
図
り
、
幹
線
道
路
網
の
整
備
促
進
並
び
に
良
好

体
道
路
事
業
の
推
進
母
体
と
な
る

｢財
団
法
人
立
体
道
路

な
市
街
地
形
成
に
貢
献
す
べ
く
積
極
的
に
活
動
し
、
社
会

推
進
機
構
｣
に
寄
せ
る
期
待
の
大
き
さ
の
表
れ
だ
と
思
わ

の
期
待
に
応
え
て
い
く
も
の
と
思
わ
れ
る
。
財
団
の
設
立

れ
る
。

に
向
け
て
、
一
層
の
ご
支
援
･
ご
協
力
を
宜
し
く
お
願
い

｢財
団
法
人
立
体
道
路
推
進
機
構
｣
は
、
立
体
道
路
事
業

申
し
上
げ
る
次
第
で
あ
る
。

ル
を
建
設
す
る
計
画

･
名
古
屋
環
状
二
号
線
喜
多
山
地
区
で
の
商
業
施
設
と

の
立
体
利
用

道
路
と
鉄
道
が
交
差
し
て
お
り
、
道
路
と
鉄
道
の

乗
り
継
ぎ
、
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
利
用
の
た

め
の
駐
車
場
の
需
要
が
高
い
た
め
、
道
路
整
備
に

あ
わ
せ
て
道
路
上
に
道
路
サ
ー
ビ
ス
施
設
や
立
体

駐
車
場
を
駅
舎
上
の
商
業
施
設
等
と
一
体
的
に
整

備
す
る
計
画

の
ほ
か
、
第
二
京
阪
道
路
、
関
西
国
際
空
港
線
な
ど
の
道

路
事
業
に
つ
い
て
必
要
な
調
査
･
設
計
等
の
業
務
を
実
施

す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

4 ･ 1 過疎地域活性化特別 過疎地域振興特別措置法を引き継いだもの。

言

が

範

へ
た

、

の

提

球

m

画

っ

に

の

令

-
ー

鰍

誇

計

行

も

ご

て

命

道

)

)

計

物

年
を

と

い

い

行

城

蝋

)

畑

象

箇

め

と19 ハイウェイ ･ナウ実 高速道路のイメージアップを図るとともに、

利用者の生の声を聞く企画

16 第 5回道路交通環境

整備懇談会

第 5次交通安全施設等整備事業五箇年計画へ

通行禁止対象物品及び通行制限対象物品の範

秋田市上北手古野~ 同市上新城道川

方についての提言

7

紬
線
8

対

五

と

10

分

(

限

た

業

ま

を改正する政令公布 圏について所要の改正を行った

5 ･ 8 高知県道路公社設立 高知桂浜道路建設事業を担当

16 道路法施行令の一部 通行禁止対象物品及び通行制

線
新

7

紬
線

田

上

(

10
分

秋

市

(

大

和

同

潟

崎

東

~

長

線

奧

長

　
　
　
　

　

　　

　

　
　

り

公

和

同

鶴

崎
島

担

行
行

備

と

あ

路

東

~

長

線

奧

長

片

を

通

を

整

の

の

道

野

市

賀

堂

市

業

び

正

等
て

価

本

道

古

同

敦

市

道

同

事

及

改

設

い

整

日

車

手

~

同

車

~

設

品

の

施
つ

路

て
動

北

道

口

道

~
動

隈

建

物
要

全
に

貰

い

目

上

車

江

車

堀
目

荏

路

象
所

安
言

の

っ
断

市

動

市

動

市

断

市

道

対

て

通

提

ら

に

横

田

目

潟

目

鶴

横

分

浜

止

い

交

的

か
議

間

北

秋

陸

新

畿

舞

州

大

桂

禁

つ

次

体

れ

建

区
東

北

丘

九

知

行
に

5

具

こ

を

4

0

0

0

0

高

通

囲

第

の

5

設
立
資
金

設
立
資
金
は
、
財
産
の
運
用
収
益
お
よ
び
業
務
収
入
か

ら
当
財
団
が
安
定
的
か
つ
健
全
な
業
務
活
動
が
図
れ
る
こ

と
を
勘
案
し
、
一
〇
億
円
を
予
定
し
、
建
設
･
金
融
･
不

動
産
業
界
な
ど
広
く
各
界
に
対
し
、
財
産
の
出
捐
を
要
請

す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

四

お
わ
り
に

立
体
道
路
推
進
機
構
設
立
準
備
室
で
は
、
現
在
、
財
団

設
立
の
趣
旨
説
明
、
出
捐
の
要
請
も
終
了
し
、
七
月
の
設

立
に
向
け
て
、
発
起
人
会
開
催
資
料
、
設
立
申
請
資
料
の

作
成
な
ど
設
立
に
係
る
諸
作
業
も
最
盛
期
を
迎
え
て
い
る
。

月 ･日

行

会

車

施

議

動

法

審

目

令

置

路

会

速

命

措

道

都

高

行

26 高速自動車国道の施

11 道路審議会基本政策

、
多
く
の
企
業
の
方
々
か
ら
設
立
趣



石
川
県
は
、
北
陸
地
方
の
中
心
に

位
置
し
、
西
南
か
ら
東
北
に
向
か
っ

て
細
長
く
、
東
西
一
〇
〇
キ
ロ
、
南

北
二
〇
〇
キ
ロ
に
広
が
り
、
南
は
白

山
山
系
か
ら
発
す
る
加
賀
地
域
、
北

は
能
登
半
島
全
域
を
占
め
る
能
登
地

域
に
大
別
さ
れ
る
。

こ
の
こ
と
が
能
登
地
方
に
お
い
て

半
島
特
有
の
地
理
的
条
件
に
よ
る
地

域
発
展
の
大
き
な
阻
害
要
因
と
な
り
、

人
口
流
出
に
よ
る
過
疎
化
が
進
展
し
、

加
賀
地
方
に
比
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
面

で
格
差
を
生
じ
て
い
る
。

こ
の
地
域
格
を
是
正
し
、県
内
｢半

日
行
動
圏
･
一
日
生
活
圏
｣
の
確
立

を
目
指
し
、
昭
和
四
五
年

｢県
土
改

造
高
速
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
L
を
策
定
し
、

均
衡
あ
る
県
土
の
発
展
を
図
る
た
め

基
幹
道
路
の
整
備
に
着
手
し
た
。
能

登
有
料
道
路
は
、
そ
の
主
翼
の
一
環

と
し
て
建
設
さ
れ
た
。

こ
れ
に
よ
り
地
方
自
治
体
の
運
営

す
る
一
般
有
料
道
路
と
し
て
は
、
日

本
一
の
延
長
人
八
三
キ
ロ
)
を
持
つ

能
登
有
料
道
路
が
昭
和
五
七
年
に
完

成

(暫
定
二
車
線
)
し
た
。

西山IC
七逢市

に
C　

　
　

県
都
金
沢
市
よ
り
最
初
の
内
灘
料

金
所
を
過
ぎ
る
と
目
の
前
に
日
本
海

の
青
い
海
が
広
が
り
、
白
い
砂
浜
、

緑
の
松
林
と
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
は
す

ば
ら
し
い
。

砂
丘
地
を
羽
咋
ま
で
、
約
三
〇
キ

ロ
も
走
る
こ
と
に
な
る
。

約
二
〇
キ
ロ
地
点
に
は
、
高
松
サ

ー
ビ
ス
エ
リ
ア
が
あ
る
。
同
サ
ー
ビ

ス
エ
リ
ア
は
鉄
骨
平
屋
建
て
で
、
屋

根
に
は
地
元
特
産
の
高
松
瓦
や
県
産

材
を
使
い
海
岸
景
観
が
ど
こ
か
ら
で

も
よ
く
眺
め
ら
れ
る
よ
う
に
し
て
あ

り
、
そ
の
素
材
や
設
計
に
工
夫
が
こ

ら
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
日
本
海
に

沈
む
夕
陽
を
目
の
あ
た
り
に
見
る
こ

と
が
で
き
る
。

羽
咋
市
柳
田
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ

を
過
ぎ
る
と
、
景
色
は
一
変
し
て
緑

濃
い
丘
陵
地
帯
に
な
る
。

約
一
五
キ
ロ
ほ
ど
走
る
と
、
西
山

パ
ー
キ
ン
グ
エ
リ
ア
が
あ
る
。
同
エ

リ
ア
は
周
囲
の
環
境
に
合
わ
せ
た
山

小
屋
風
の
建
物
で
、
山
菜
加
工
品
や

シ
イ
タ
ケ
、
ス
イ
カ
、
コ
ロ
柿
、
米

な
ど
の
特
産
品
を
販
売
し
て
い
る
。

さ
ら
に
奥
へ
進
む
と
別
所
岳
サ
ー

ビ
ス
エ
リ
ア
が
あ
る
。

　　北
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-能登有料道路-
(金沢市栗崎町 ~ 鳳至郡穴水町)
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こ
こ
に
は
、
能
登
有
料
道
路
の
日

本
の
道
百
選
顕
彰
碑
が
設
置
さ
れ
て

い
る
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。
遊
歩
道
が

整
備
さ
れ
て
お
り
頂
上
に
は
展
望
台

も
あ
り
、
七
尾
西
湾
の
す
ば
ら
し
い

眺
望
が
楽
し
め
る
。

ま
た
、
天
気
の
良
い
日
に
は
、
遠

く
立
山
連
峰
ま
で
が
視
界
に
入
る
。

景
色
に
は
そ
れ
ほ
ど
変
化
の
な
い
山

間
ド
ラ
イ
ブ
で
ひ
と
息
入
れ
る
に
は

格
好
の
サ
ー
ビ
ス
エ
リ
ア
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
本
道
路
は
、
海
岸

線
か
ら
山
間
部
ま
で
走
る
景
観
に
優

れ
た
道
路
で
あ
り
、
長
い
海
岸
線
は

変
化
に
富
み
、
外
浦
の
豪
快
な
奇
勝

と
内
浦
の
波
静
か
な
入
江
が
海
の
ひ

び
き
を
奏
で
、
ま
た
、
古
い
歴
史
に

彩
ら
れ
た
数
々
の
伝
説
と
素
朴
な
風

俗
を
今
も
受
け
継
ぐ
能
登
へ
の
観
光

道
路
と
し
て
、
県
内
、
外
の
利
用
者

の
ド
ラ
イ
ブ
コ
ー
ス
と
も
な
っ
て
い

ろ
↓。な

お
、
沿
線
の
優
れ
た
自
然
景
観

の
保
護
に
配
慮
し
、
沿
線
全
域
に
わ

た
っ
て
広
告
物
の
掲
示
を
禁
止
し
て

い
る
。

も
ち
ろ
ん
、
能
登
主
要
都
市
か
ら

県
都
金
沢
ま
で
を
直
結
す
る
基
幹
道

写真 3 路所岳サービスエリア 眺望が楽しめる

写真 1 能登有料道路
能登への大動脈

写真 2 高松サービスエリア 県産林を使った高松レストハウス

日本の道↑00選より“{"か饗ガ≦ず揃拶



な
お
、
本
道
路
は
近
年
の
交
通
量

が
年
々
増
加
の
一
途
を
た
ど
っ
て
お

り
、
現
存
す
る
二
車
線
道
路
の
う
ち

白
尾
j
柳
田
間
で
は
交
通
容
量
の
不

足
を
生
じ
て
お
り
、
交
通
渋
滞
と
な

る
日
も
多
く
な
っ
て
い
る
現
状
で
あ

る
。
こ
の
た
め
、
交
通
混
雑
の
解
消

る る 足 白 り が い
o 日 を 尾 、 年 な

　 　 　 　 　

路
と
し
て
、
地
域
格
差
是
正
や
地
域

の
発
展
に
大
き
く
寄
与
し
て
お
り
、

社
会
、
産
業
活
動
を
支
え
る
動
脈
と

し
て
、
ま
た
、
地
域
住
民
に
密
着
し

た
生
活
道
路
と
し
て
も
、
高
い
評
価

を
得
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な

の
た

き め

写真4 ｢日本の道百選｣ 顕彰碑
美しい景観と活力あふれた道路

と
道
路
サ
ー
ビ
ス
水
準
の
向
上
を
図

る
た
め
平
成
二
年
度
よ
り
四
車
線
化

事
業
に
取
り
組
む
こ
と
と
し
て
い
る
。

、 メノ-′,-
.そげてき疼く′′! N " ‘ ＼ ‘ 、 ^

もぎき気滋凝参ゞ＼
ま る と

写真 5 能登大橋一橋長480m高橋脚を有する 4 径閭連続 P C ラーメン箱桁橋

表 l 能登有料道路の概要

有料道路名 区 間
延長
(km)

工 期
(年度･
昭和)

事業費
(億円)

供 用 開 始
(昭和)

主要施設 備 考

能

登

有

料

道

路

能登海浜

道 路

(起点)
金沢市栗崎

(終点)
田鶴浜町大津

55,9 45~ 57 276 .3 48 . 字22高松~柳田

48. 8 .15目尾~ 高松

49.12 . 5粟崎~ 白尾

57‐11‐17大津~柳田

料金所 4

インター9

高松 S ,A

西山 P .A

･通行台数(元年度)

約11,300 %

(最大区間約16,ooo% )
･通行料金

普通車 720円

能登半島
縦 貫
有料道路

(起点)
田鶴浜町大津

(終点)
穴水 町 此 木

27.O 47 ~ 54 192,5 53.11 , 1横田~ 此木

55. 3.29大津~ 横田

料金所 1

インター3

別所岳S .A

･通行台数(元年度)

約 4,ooo%
･通行料金

普通車 460円

計 82.9 468 .8 57,11,17 全線開通 ･通行料金(全区間)

普通車 1,180円



秋
田
市
の
沿
革

市

秋
田
市
は
明
治
四
年
の
廃
藩
置
県

田

の
後
、
明
治
二
二
年
四
月
一
日
に
市

制
を
施
行
し
た
。
当
時
の
面
積
は
、

秋

佐
竹
公
が
築
い
た
久
保
田
城
跡
の
千

秋
公
園
を
中
心
に
、
わ
ず
か
六
･
八

七
姪
で
、
人
ロ
も
二
九
、
二
七
九
人

に
す
ぎ
な
か
っ
た
。

そ
の
後
、
明
治
三
八
年
か
ら
昭
和

ボルロー ド｣　
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の
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明治後期頃の広小路

日本の道400選より

現在の広小路



改
修
に
よ
る
残
土
で
工
業
地
帯
お
よ

び
住
宅
宅
地
の
造
成
、
都
市
基
盤
の

整
備
な
ど
に
よ
り
、
現
在
で
は
面
積

四
五
九
･二
六
蛭

(六
七
倍
)、
人
口

も
待
望
の
三
〇
万
人

(
一
〇
倍
)
を

突
破
し
、
名
実
と
も
に
日
本
海
沿
岸

の
中
核
都
市
に
発
展
し
た
。

県
都
秋
田
市
は
、
秋
田
県
の
中
央

部
西
側
沿
岸
に
位
置
し
、
雄
物
川
の

河
口
に
開
け
た
都
市
で
、
河
川
の
氾

濫
に
よ
っ
て
運
ば
れ
て
く
る
肥
沃
な

土
砂
に
よ
っ
て
で
き
た
秋
田
平
野
は

広
大
で
、
昔
か
ら
農
業
を
基
盤
と
し

て
繁
栄
し
て
き
た
。
豊
富
な
穀
物
は

秋
田
港
か
ら
近
江
へ
北
前
船
で
運
搬

さ
れ
、
陸
路
で
京
都
へ
送
ら
れ
た
。

し
た
が
っ
て
奈
良
･
京
都
の
文

化
･
物
品
も
多
く
･
奈
良
時
代
の
こ

と
ば
が
、
今
の
秋
田
弁
に
残
っ
て
い

る
の
も
そ
の
証
と
い
え
よ
う
。

ま
た
秋
田
市
は
北
緯
三
九
度
四
三

分
で
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
と
ほ
ぼ
同
じ
位

置
に
あ
り
、
冬
は
風
雪
等
の
厳
し
い

気
象
条
件
で
あ
る
が
、
春
か
ら
秋
に

か
け
て
は
対
馬
暖
流
に
よ
り
、
温
だ

ん
気
候
で
日
照
時
間
が
東
北
で
は
一

番
で
あ
り
、
水
不
足
問
題
は
起
き
て

も
冷
害
の
発
生
は
な
い
地
域
と
な
っ

て
い
る
。
秋
田
市
は
山
あ
り
、
川
あ

り
、
海
あ
り
で
美
し
い
自
然
に
恵
ま

れ
人
情
味
あ
ふ
れ
る
人
間
性
は
、
独

特
の
文
化
を
育
ん
で
き
た
。
そ
の
ひ

と
つ
に
秋
田
の
竿
灯
が
あ
り
、
食
で

は
灘
･
伏
見
と
並
ん
で
、
酒
の
お
い

し
い
郷
で
あ
る
。
こ
の
竿
灯
祭
り
の

発
祥
の
場
と
な
っ
た
の
が
秋
田
市
広

小
路
で
あ
る
。
(現
在
は
参
加
数
が
多

く
山
王
通
り
で
開
催
さ
れ
て
い
る
)

し
よ
う
し
や

秋
田
駅
に
お
り
て
、
満
洒
な
ホ
テ

竿灯祭り

ル
や
デ
パ
ー
ト
の
立
ち
並
ぶ
商
店
街

を
行
く
と
、
ま
も
な
く
右
手
に
市
民

の
憩
い
の
広
場
、
千
秋
公
園
が
見
え

て
く
る
。
お
堀
に
は
大
賀
博
士
の
残

し
た
古
代
の
ハ
ス
、
大
賀
ハ
ス
が
植

え
ら
れ
、
水
面
の
上
に
あ
ざ
や
か
な

緑
が
浮
か
び
、
公
園
の
木
々
と
見
事

に
調
和
し
て
い
る
。
お
堀
に
住
み
つ

い
た
つ
が
い
の
白
鳥
も
今
で
は
五
羽

に
増
え
、
優
雅
に
水
面
を
泳
ぐ
そ
の

姿
は
市
民
の
目
を
楽
し
ま
せ
て
く
れ

　
　　



一
方
樹
林
に
囲
ま
れ
た
千
秋
公
園

内
に
は
、
美
術
館
、
県
民
会
館
、
図

書
館
な
ど
の
文
化
施
設
が
点
在
し
樹

林
の
中
に
溶
け
込
ん
で
い
る
。
城
跡

の
階
段
を
登
る
と
や
が
て
、
本
丸
の

お
す
み
や
ぐ
ら

御
隅
櫓
が
美
し
い
姿
で
立
ち
、
中
に

入
る
と
市
内
の
四
方
を
眺
望
で
き
る
。

ひ
と
き
わ
目
立
っ
て
い
る
、
東
側
に

ど
っ
か
と
裾
野
を
広
げ
て
そ
び
え
立

つ
秋
田
市
の
シ
ン
ボ
ル
の
山
、
大
平

山
を
見
上
げ
る
事
が
で
き
る
。
ま
た
、

南
側
に
は
遠
く
秋
田
富
士
鳥
海
山
が

見
え
る
。
北
側
お
よ
び
西
側
に
は
今

は
な
く
な
っ
た
が
、
八
橋
油
田
地
帯

が
あ
っ
た
。
現
在
は
官
庁
街
や
住
宅

地
と
な
り
つ
つ
あ
る
。

こ
の
秋
田
市
の
玄
関
口
か
ら
旭
川

(通
称
川
反
)
ま
で
の
約
九
〇
0
m

区
間
が
、
シ
ン
ボ
ル
的
道
路
と
し
て
、

市
民
は
も
と
よ
り
広
く
県
民
に
親
し

ま
れ
て
い
る
通
称

｢広
小
路
L
で
あ

る
↓。沿

道
南
側
は
、
県
都
有
数
の
商
業

地
域
を
形
成
し
、
デ
パ
ー
ト
や
大
型

ス
ー
パ
ー
、
専
門
店
が
軒
を
並
べ
て

お
り
、
歩
道
に
は
デ
ザ
イ
ン
を
凝
ら

し
た
ア
ー
ケ
ー
ド
が
設
置
さ
れ
、
ウ

ィ
ン
ド
ウ
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
を
楽
し
み

な
が
ら
、
気
の
向
く
ま
ま
に
秋
田
市

の
街
を
巡
り
歩
く
の
も
風
情
が
あ
っ

て
お
も
し
ろ
い
と
評
判
で
あ
る
。

一
方
北
側
の
、
秋
田
藩
主
佐
竹
氏

の
久
保
田
城
跡
は
、
慶
長
七
年

(
一

六
〇
二
年
)、徳
川
家
康
に
出
羽
圏
へ

移
封
を
命
じ
ら
れ
た
佐
竹
義
宣
が
、

前
の
領
主
で
あ
っ
た
安
東
氏
の
居
城

秋
田
湊
城
が
狭
小
で
あ
っ
た
た
め
、

久
保
田
の
地
の
神
明
山
に
城
下
の
移

･転
を
行
っ
た
時
の
も
の
で
あ
る
。
城

下
の
町
割
の
と
き
、
大
身
た
ち
の
武

家
屋
敷
が
広
小
路
に
沿
っ
て
割
り
付

け
ら
れ
た
。
こ
の
こ
ろ
か
ら

｢広
小

路
｣
と
呼
ば
れ
、
人
々
に
親
し
ま
れ

て
い
た
。
明
治
維
新
の
変
革
で
、
武

家
屋
敷
が
解
体
さ
れ
、
そ
の
跡
地
の

広
い
空
間
は
漸
次
新
し
い
行
政
官
庁

や
兵
舎
な
ど
が
埋
め
た
。

明
治
二
二
年
(
一
八
八
九
年
)、
広

小
路
に
レ
ー
ル
の
上
に
客
車
を
載
せ
、

そ
れ
を
馬
に
引
か
せ
る
秋
田
馬
車
鉄

道
が
開
業
し
た
。
馬
車
鉄
道
は
軌
道

の
上
を
ラ
ッ
パ
を
テ
ト
テ
ト
と
吹
き

鳴
ら
し
な
が
ら
走
っ
た
の
で
、
テ
ト

馬
車
と
し
て
市
民
に
愛
好
さ
れ
て
い

た
。そ

の
後
馬
車
鉄
道
は
、
市
営
電
車

と
な
り
土
崎
港

(現
秋
田
港
)
か
ら

広
小
路
を
経
由
し
て
秋
田
駅
に
至
っ

た
。
し
か
し
自
動
車
交
通
の
発
達
に

よ
り
、
昭
和
三
七
年
廃
止
の
運
命
と

な
っ
た
。

広
小
路
が
秋
田
市
の
主
た
る
商
店

街
と
し
て
整
備
さ
れ
た
の
は
、
官
庁

の
移
転
に
伴
う
都
市
計
画
の
た
ま
も

の
で
、
西
の
行
政
官
庁
街
と
東
の
秋

中
#
“端

山
山
閨
"
㈱

協

地下水利用 (還流方式) 無散水融雪の基本構造

無散水方式の幅員構成

無散水融雪パイプ

田
駅
と
を
結
ぶ
経
済
的
流
通
ベ
ル
ト

と
な
っ
た
た
め
で
あ
る
。
し
か
し
、

こ
の
広
小
路
も
交
通
量
の
増
大
に
よ

り
南
側
の
中
通
り
線

(三
車
線
)
と

共
に
上
下
の
一
方
通
行
運
用
と
な
り
、

県
外
ド
ラ
イ
バ
ー
に
は
、
走
行
方
向

に
と
ま
ど
い
を
生
じ
、
評
判
が
悪
い
。
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広
小
路
の
幅
員
は
、
歩
道
両
側
と

も
お
の
お
の
四
･
五
m
、
車
道
は
三

車
線
で
九

･
o
m
と
な
っ
て
い
る
。

歩
道
は
カ
ラ
ー
平
板
を
敷
き
つ
め
、

そ
の
下
に
は
積
雪
時
で
も
雪
が
消
え

る
よ
う
に
、
ラ
ジ
エ
タ
ー
方
式
で
パ

イ
プ
を
敷
設
し
、
こ
れ
に
汲
み
上
げ

た
地
下
水
を
通
し
て
そ
の
熱
伝
導
で

消
雪
を
実
施
し
て
い
る
。
こ
れ
を
散

水
方
式
消
雪
と
比
較
し
て
、
無
散
水

方
式
と
呼
び
、
歩
行
者
に
水
が
か
か

ら
な
い
の
で
、
冬
季
間
で
も
安
全
で

快
適
な
歩
行
者
空
間
を
確
保
で
き
る

よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
歩
道
に

は
、
し
だ
れ
柳
を
街
路
樹
と
し
て
配

し
、
お
堀
り
側
の
棚
に
は
疑
木
を
設

置
し
、
景
観
と
マ
ッ
チ
す
る
よ
う
に

配
慮
し
て
い
る
。

こ
の
千
秋
公
園
の
お
堀
に
面
し
た

メ
イ
ン
ス
ト
リ
ー
ト
と
し
て
の
広
小

路
に
は
、
春
の
サ
ク
ラ
、
初
夏
の
ツ

ツ
ジ
、
夏
の
大
賀
ハ
ス
の
美
し
い
花

が
鮮
や
か
に
咲
き
誇
り
、
木
々
の
若

葉
が
水
辺
と
マ
ッ
チ
し
て
い
る
。
冬

は
千
秋
公
園
に
降
り
横
っ
た
真
綿
の

よ
う
に
白
い
雪
と
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト

が
ビ
ル
の
商
店
街
に
あ
っ
て
、
歩
行

者
の
心
に
安
ら
ぎ
と
潤
い
を
与
え
て

く
れ
る
。

佐
竹
侯
の
城
下
街
と
し
て
の
中
心

と
な
っ
て
き
た
広
小
路
は
、
長
い
間

培
わ
れ
た
歴
史
と
風
土
、
先
人
の
英

知
と
努
力
が
築
か
れ
た
伝
統
と
文
化

的
遺
産
を
見
つ
め
つ
つ
、
広
小
路
そ

の
も
の
も
変
遷
を
繰
り
返
し
て
き
た
。

今
後
秋
田
市
は
、
二
一
世
紀
に
向
け

｢新
総
合
都
市
計
画
｣
の
中
で
、
“魅

力
あ
る
さ
わ
や
か
な
公
園
都
市
“
の

建
設
を
目
標
に
都
市
造
り
を
進
め
よ

う
と
し
て
い
る
。
広
小
路
も
千
秋
公

園
と
の
つ
な
が
り
か
ら
、
も
っ
と
変

わ
っ
た
姿
と
な
っ
て
、
市
民
の
安
ら

ぎ
の
道
路
に
な
る
の
か
、
ま
た
は
消

え
て
ゆ
く
の
か
知
る
よ
し
も
な
い
が
、

で
き
れ
ば
公
園
道
路
と
し
て
休
憩
施

設
の
増
設
も
踏
ま
え
、
も
っ
と
も
っ

と
市
民
に
親
し
ま
れ
る
道
路
と
し
て

生
き
延
び
て
ほ
し
い
も
の
で
あ
る
。



一
は
じ
め
に

当
地
建
は
、
一
都
八
県
内
に
お
け
る
一
般
国
道
二

三
路
線
、
管
理
延
長
二
、
二
二
三
･
二
如
を
一
二
事

務
所
四
三
出
張
所
で
管
理
し
て
い
る
。

地
域
お
よ
び
道
路
整
備
の
現
状
と
し
て
は
、
全
国

の
約
一
三
%
の
面
積
に
約
三
三
%
の
人
口
を
有
す
る

地
域
で
あ
り
、
こ
の
う
ち
特
に
南
関
東
地
域

(
一
都

三
県
)
の
人
口
は
、
三
、
0
0
0
万
人
を
超
え
て
お

り
、
国
土
総
面
積
の
三
･
六
%
の
地
域
に
約
二
五
%

の
人
口
が
集
中
し
て
い
る
。

ま
た
、
南
関
東
地
域
に
お
け
る
自
動
車
保
有
率
は
、

公
共
交
通
機
関
の
発
達
等
か
ら
、
全
国
平
均
に
比
べ

低
く
な
っ
て
い
る
が
、
平
均
交
通
量
が
多
い
こ
と
か

ら
混
雑
度
一
以
上
の
シ
ェ
ア
が
高
く
な
っ
て
い
る
。

大
都
市
東
京
を
中
心
と
し
て
、
経
済
、
文
化
等
が

集
中
し
、
今
後
も
情
報
化
社
会
、
国
際
化
社
会
と
し

て
、
ま
す
ま
す
進
展
し
、
都
市
化
が
さ
ら
に
拡
大
し

て
い
く
こ
と
に
な
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
日
常
の
生
活
活
動
に

欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
情
報
通
信
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
、

上
下
水
道
等
の
公
益
施
設
も
都
市
の
拡
大
に
伴
い
、

新
設
、
増
設
、
更
新
等
が
必
要
不
可
欠
と
な
っ
て
く

る
こ
と
か
ら
、
道
路
の
地
下
利
用
は
、
決
し
て
減
少

す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら

の
工
事
を
施
工
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
般
交
通
や

沿
道
住
民
に
与
え
る
影
響
も
大
き
く
な
ろ
う
。

そ
こ
で
、
道
路
の
掘
返
し
規
制
に
つ
い
て
、
昭
和

三
二
年
以
降
多
く
の
通
達
が
出
さ
れ
て
き
た
が
、
昭

和
三
五
年
の
通
達
の
中
で
共
同
溝
の
設
置
に
つ
い
て

推
進
を
図
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

昭
和
三
八
年
四
月
に
、
路
面
掘
削
の
制
限
、
道
路

構
造
の
保
全
、
円
滑
な
交
通
の
確
保
を
目
的
と
し
て
、

｢共
同
溝
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
｣
が
制

定
さ
れ
、
地
建
管
内
で
初
め
て
の
共
同
溝
が
、
東
京

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
関
連
で
東
京
都
に
よ
っ
て
昭
和
三
八

年
に
青
山
共
同
溝
延
長
六
六
七
m
が
整
備
さ
れ
、
昭

和
三
九
年
に
は
、
都
営
地
下
鉄
関
連
と
し
て
、
一
五

号
新
橋
共
同
溝
延
長
三
八
0
m
を
東
京
都
に
委
託
し

完
成
、
昭
和
四
一
年
に
は
、
直
轄
工
事
と
し
て
、
は

じ
め
て
三
宅
坂
共
同
溝
延
長
四
七
0
m
を
完
成
し
て

い
る
。三

共
同
溝
整
備
の
現
状

当
地
建
が
共
同
溝
の
整
備
を
実
施
し
て
い
る
地
域

と
し
て
は
、
東
京
都
、
神
奈
川
県

(横
浜
市
、
川
崎

市
)、
千
葉
県
(浦
安
市
、
市
川
市
、
習
志
野
市
、
千

葉
市
)
内
で
あ
る
。
整
備
の
推
移
等
は
図
表
に
示
す

と
お
り
で
あ
り
、
平
成
元
年
四
月
一
日
現
在
で
、
共

同
溝
本
体
完
成
延
長
は
一
一
ニ
ニ
･
二
如
と
な
っ
て
い

る
。
こ
の
う
ち
、
企
業
参
加
延
長
は
約
四
一
三
如
と

な
っ
て
お
り
、
平
均
参
加
企
業
数
三
･
三
五
と
な
っ

て
い
る
。

図
の
中
で
昭
和
四
三
j
四
九
年
度
に
か
け
て
特
異

関
東
地
建
に
お
け
る

共
同
溝
の
整
備
状
況

建
設
省
関
東
地
方
建
設
局
道
路
部

道
路
管
理
課
長

長
田

庄
二



な
状
況
を
示
し
て
い
る
の
は
、
地
下
鉄
、
首
都
高
速

道
路
、
都
市
計
画
事
業
と
の
調
整
結
果
、
共
同
溝
事

業
を
併
せ
て
行
う
必
要
性
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

三

共
同
溝
の
維
持
管
理

共
同
溝
は
都
市
生
活
の
根
幹
と
な
る
各
種
公
益
物

件
を
集
約
整
理
収
容
す
る
極
め
て
重
要
な
施
設
で
あ

る
。本

体
完
成
延
長
も
三
一○
如
を
超
え
、
参
加
企
業

の
延
長
も
増
加
し
、
実
際
に
管
理
す
べ
き
延
長
が
室

数
が
複
雑
の
も
の
が
多
い
こ
と
か
ら
、
延
べ
延
長
が

四
○
○
如
を
超
え
て
い
る
。

共
同
溝
の
維
持
管
理
は
、
共
同
溝
の
構
造
や
収
容

さ
れ
て
い
る
公
益
物
件
の
保
全
の
た
め
に
、
そ
の
特

殊
性
か
ら
地
上
で
行
わ
れ
る
管
理
と
は
相
違
が
あ
る
。

社
会
経
済
的
に
大
き
な
影
響
力
を
持
つ
共
同
溝
に

一
旦
事
故
等
が
発
生
し
た
場
合
、
地
域
社
会
に
与
え

る
影
響
は
計
り
知
れ
な
い
も
の
と
な
る
。
現
に
、
世

田
谷
洞
道
の
火
災

(昭
和
五
九
年
三

月
)
発
生
し

た
例
も
あ
り
、
共
同
溝
管
理
者
と
し
て
、
施
設
の
安

全
性
の
確
保
の
向
上
を
は
か
る
た
め
共
同
溝
監
視
シ

ス
テ
ム
を
検
討
し
、
昭
和
六
一
年
度
よ
り
東
京
国
道

管
内
の
共
同
溝
に
監
視
業
務
を
導
入
し
、
平
成
元
年

度
よ
り
横
浜
国
道
、
千
葉
国
道
管
内
に
導
入
し
た
。

今
年
度
か
ら
は
相
武
国
道
管
内
に
導
入
す
る
こ
と
と

し
て
い
る
。
こ
の
監
視
業
務
に
つ
い
て
は
、
共
同
溝

等
の
安
全
管
理
に
対
す
る
強
い
社
会
要
請

に
基
づ
き
、
そ
の
効
果
的
･
効
率
的
な
防

災
体
制
の
強
化
を
計
る
た
め
、
委
託
に
よ

り
実
施
し
て
い
る
。
な
お
、
監
視
シ
ス
テ

ム
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
そ
の
特
殊
性
か

ら
記
載
で
き
な
い
が
、
順
次
対
象
共
同
溝

を
拡
大
す
べ
く
計
画
中
で
あ
る
。

四

今
後
の
課
題

現
在
ま
で
共
同
溝
の
整
備
を
公
益
事
業

者
と
協
議
･
調
整
を
行
い
鋭
意
そ
の
推
進

を
図
っ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
法
制

定
以
来
二
七
年
を
経
過
す
る
な
か
で
、
今

後
さ
ら
に
検
討
を
進
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
事
項
も
出
て
き
て
い
る
。
私
見
で
は
あ

る
が
、
検
討
す
べ
き
と
考
え
ら
れ
る
事
項

に
つ
い
て
以
下
に
記
す
。

1

共
同
溝
制
度
の
基
本
的
考
え
方

の

共
同
溝
の
位
置
付
け

こ
れ
ま
で
通
り
道
路
の
附
属
物
と
し
て

位
置
付
け
て
整
備
を
進
め
る
が
、
そ
の
際
、

都
市
計
画
的
観
点
に
も
配
意
し
た
マ
ス
タ
-

ー
プ
ラ
ン
を
作
成
し
計
画
的
に
整
備
を
行

う
必
要
が
あ
る
。

表 1 主要指標

＼
総 面 積

(km2)
総 人 口
(千人)

工業出荷額
(百億円)

商業販売額
(百億円)

事業所数
(千ヶ所) 備 考

全 国 (A ) 377
,
801 121

,
049 鰄 馳 馴関 東 (B ) 49

,
764 39

,
755 蹴 碗 捌全国比 (B/ A) % 13

.
2 32

.
8 獺 ㈱ 糠

表 2 基礎データ一覧表

＼
関 東 甲 信 地 方

全 国
茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 長野県 計

自 動 車 保 有率
(台 / 千人) 総 纖 議 渦総鴦驫盗 議 獨 395

国県道平均交通量
(台/日)

邱
9

粁
2

6
0 彌⑳

7
の

P
J

6
0 潴 栩9d

Y 総器鐙 総 溜8んQ 期
国 県 道改 良 率

(% ) 郡 編編 獲 彌開 総 繃 燭総 飢
国 県道 整 備率

(% ) 緘 繃 総 瀞 繃 総 繃 繃 綴 鰓 筋
一般国道平均旅行
速度 (km / h) 繃 編 謳 綴 緘 獨 稠 緘 編 総 ㈱

※( )内は、 対全国比



②

連
続
性
確
保
等
の
要
請

網
的
･
連
続
的
に
整
備
す
る
と
共
に
、
河
川
や
鉄

道
を
横
断
す
る
部
分
に
つ
い
て
も
、
共
同
溝
の
効
率

的
利
用
･
管
理
の
一
体
性
の
確
保
の
見
地
か
ら
共
同

溝
と
し
て
整
備
で
き
る
よ
う
、
現
行
制
度
の
運
用
に

配
慮
す
る
と
と
も
に
、
今
後
法
的
に
も
明
確
に
す
る

必
要
が
あ
る
。

2

共
同
溝
の
占
用
者

=

新
た
な
占
用
物
件
に
係
る
収
容
適
格
性

C
A
T
V
、
熱
供
給
管
、
廃
棄
物
処
理
管
等
新
た

な
占
用
物
件
の
増
加
が
予
想
さ
れ
る
が
、
こ
れ
ら
の

収
容
適
格
性
に
つ
い
て
、
公
益
性
の
観
点
、
技
術
的

な
観
点
か
ら
今
後
さ
ら
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

3

共
同
溝
の
占
用
調
整
お
よ
び
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン

の
必
要
性

=

占
用
制
限
の
あ
り
方

将
来
需
要
予
測
の
困
難
性
、
建
設
時
期
の
不
一
致
、

収
容
物
件
の
構
造
上
の
問
題
等
が
あ
る
こ
と
か
ら
、

多
く
の
既
設
物
件
が
参
加
で
き
る
条
件
を
整
備
す
る

必
要
性
が
あ
る
。

の

マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
に
よ
る
事
前
の
総
合
的
調
整

の
可
能
性

マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
は
、
道
路
管
理
者
、
関
係
公
益

事
業
者
、
都
市
計
画
決
定
権
者
等
に
よ
る
総
合
的
調

整
に
よ
り
実
現
可
能
性
を
踏
え
て
策
定
す
る
こ
と
が

望
ま
し
い
。

い
ず
れ
も
共
同
溝
の
整
備
に
関
す
る
基
本
と
な
る

事
項
で
あ
り
、
今
後
も
関
係
機
関
、
関
係
公
益
事
業

者
等
の
御
意
見
を
聞
き
な
が
ら
、
前
向
き
に
検
討
を

行
い
共
同
溝
整
備
の
促
進
に
努
め
、
貴
重
な
都
市
空

間
の
有
効
利
用
を
図
り
防
災
空
間
、
都
市
景
観
、
環

境
空
間
等
を
確
保
し
快
適
で
う
る
お
い
の
あ
る
街
づ

く
り
に
資
す
る
た
め
、
関
係
者
の
皆
様
方
と
一
緒
に

46 48 50 52 54 56 58 60

猟

3
度

ー

62 6
年

整
備
延
長

図 1 共同溝整備現況推移
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図 2 共同溝整備延長推移



表 4 路線別整備状況

＼ 1墨 4T AU M 第 蜷 “ 20 246 254 357 合 計

東京国 道 9
,
226 8

,
225 4

,
295 3

,
580 14

,
127 0 7

,
354 10

,
876 7

,
241 10

,
800 0 75

,
724

横 浜 国 道 8
,
005 0 0 0 5

,
367 1

,
854 0 0 0 0 0 15

,
226

千葉国 道 0 0 0 7
,
942 0 557 nv nU nU nU 瀬 鰔相 武 国 道 0 0 0 0 0 麺 nv ハU nV nU nY 獺首都国 道 0 0 425 0 0 nV nU nV nU AV 緘 鋤川 崎 国 道 0 0 0 0 997 nV nU AV nU nU 繊 鰺地建計 17

,
231 8

,
225 4

,
720 11

,
522 20

,
491 鰔 槻鰔 伽鰔鰡顔

菱餅逃 離 鱗 鞘 鯏 鯛 戦 鯰 S 54 緘東京国道 1
,
754 4

,
750 6

,
807 3

,
666 1

,
041 2

,
419 3

,
291 776 1

,
695

横 浜 国 道 1
･
100 254 131 188 1

,
144 1

,
021 1

,
601 775 1

,
392

千 葉 国 道 0 0 500 680 l95 340 1
,
497 467 832

相 武 国 道 0 0 0 nU nU 約 nU 435 卿
首 都 国 道 0 0 0 nU 91 賄 加 794 621
川 崎 国 道 118 l

,
925 1

,
545 730 磯 nV 446 632 191

年度別合計 2
,
972 6

,
929 8

,
983 躍 硼 廓 搬 蹴 鼬

累 計 43
,
820 50

,
749 59

,
732 聯 寧 皺 総 鱗 廓

事蝨瀞翅 饑 S 57 綿 鸚 鱒 瀬 戦 鯰 合 計

東京国 道 1
,
274 1

,
887 1

,
185 1

,
239 773 1

,
374 652 963 75

,
724

横 浜 国 道 435 877 2
,
054 1

,
234 900 900 582 638 15

,
226

千 葉 国 道 1,900 1
,
223 565 1

,
469 790 603 443 396 11

,
900

相 武 国 道 370 814 272 総 nU 37 お nY 獺首都国 道 0 0 313 AV nV 脚 nU 325 鋤川 崎 国 道 736 534 706 962 ハU nV nV 兜 鰺年度別合計 4
,
715 5

,
335 5

,
095 鰡 鸚 継 鰡 蝋 鰊累 計 98

,
148 103

,
483 108

,
578

嗽 廓 聯 競 顔

平成元年 4 月 1日現在表 3 年度別共同溝整備の推移

詞餅ミ 榔 概 鈎 鯏 靴 総 激 鱗 S 46

東京国 道 667 380 232 3
,
074 2 1 69 13

,
417 898 12

,
939 6

,
404

横 浜 国 道 0 0 0 0 0 0 0 0 0
千 葉 国 道 0 0 0 0 0 0 0 0 0
相 武 国 道 0 0 0 0 0 0 0 0 0
首 都 国 道 0 0 0 nV nY nU nU nU nV
川 崎 国 道 0 0 0 nU nV nU nU nU 670

年度別合計 667 380 232 嬬 鸚 鰤 896 蜘 鰍
累 計 667 1

,
047 1

,
279 鷄 鰄 蹴 鸚 翔 饑



表 5 企業別共同溝参加延長

＼ 共同溝
延 長

電 話 電 力 瓦 斯
L % L % L %

東京国道 75,724 75,724 100 ･0 75,724 100･0 23,248 30 .7
横浜国道 15,226 15,226 100 ･0 15,197 99.8 8,150 53 .5
千 葉 国 道 11,900 11,900 100 ･0 l1,900 100 ･0 0 0 ･0
相 武 国 道 2,451 2,451 100 ･0 2,451 100 ･0 2,011 82 ,O
首都国道 6,127 6,127 l00･0 6,127 100 .0 1,817 29 ,7
川 崎 国 道 11,736 1l,736 100･0 11,736 100 ･0 11,487 97 ,9
地 建 計 123,164 123,164 100･0 123,135 100 ･0 46,713 37 .9

( a )

＼ 上 水 下 水 T T N et 合 計L % L % L %
東京国道 11,686 15.4 11,425 15 .1 61,926 81,8 259,733
横 浜 国 道 8,221 54.O 3,854 25.3 5,044 33 .l 55,692
千 葉 国 道 0 0 ･0 473 4 ,O 0 0 ･0 24,273
相 武 国 道 2,451 100 ･0 0 0 ･0 2,451 100 ･0 11,815
首 都 国 道 0 0.0 0 0 ･0 l,392 22 .7 15,463
川崎国道 825 7 ･0 0 0 .0 10,023 85 .4 45,807
地 建 計 23,183 18 ,8 15,752 12 .8 80,836 65 .6 412,783

(b )
平均参加企業数 (a ) / ( b ) = 3,35

表 6 共同溝本体完成延長

＼ 東京都 川崎市 横浜市 千葉県 合 計
1 9,226 2,005 6,000 0 17,231
4 8,225 0 0 0 8,225
6 4,720 0 0 0 4 7 20
14 3,580 0 0 7,942 11,522
l5 14,523 2,508 3,460 0 20,491
16 2,451 0 l,854 557 4,862
17 7,354 0 0 0 7,354
20 10,876 0 0 0 10,876

246 7,241 0 0 0 7,241
254 10,800 0 0 0 10,800
357 12,131 0 0 7'711 19,842

合 計 91,127 4,513 11,314 16,210 123,164

100 9 ,550 100

!l
400
I

4 p oo 竿筈 2,450 250 1,80 q 4001

/
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図 3 共同溝断面の一例
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〈年間送料共8,400円〉

区平河町1 - 9 - 3 愛三ビル 2階

(本体価格631円) 〒 50朧　
　

　
　
　
　

ソ
バ
屋
に
入
っ
た
ら
マ
ン
ガ
本
ば
か
り
。
数

回
通
う
う
ち
文
章
の
あ
る
週
刊
誌
を
見
せ
て
と

言
っ
た
ら
、
お
運
び
の
若
い
女
性
に
ジ
ロ
リ
と

に
ら
ま
れ
た
。
銭
湯
に
行
っ
た
ら
脱
衣
所
の

テ
ー
ブ
ル
の
上
に
、
文
章
の
あ
る
週
刊
誌
と
マ

ン
ガ
本
が
同
じ
高
さ
に
積
み
上
げ
ら
れ
て
い

た
。
若
い
人
が
腰
に
タ
オ
ル
を
巻
い
て
右
手
で

備
え
付
け
の
ド
ラ
イ
ヤ
ー
を
持
ち
、
左
手
で
マ

ン
ガ
本
を
ま
る
め
親
指
の
爪
先
で
紙
を
一
枚
ず

つ
器
用
に
は
じ
き
な
が
ら
、
た
ち
ま
ち
数
頁
を

見
終
え
て
い
た
。
文
章
本
で
は
こ
の
よ
う
な
読

み
方
は
で
き
ま
い
。
銀
行
の
ロ
ビ
ー
に
は
数
種

の
女
性
週
刊
誌
が
置
か
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
も

写
真
や
イ
ラ
ス
ト
が
多
く
、
文
章
は
あ
っ
て
も

見
出
し
の
活
字
が
大
き
い
か
ら
チ
ラ
っ
と
見
た

だ
け
で
内
容
が
わ
か
る
。
順
番
待
ち
の
わ
ず
か

な
時
間
に
は
都
合
が
よ
い
。
新
聞
の
企
業
広
告

の
中
に
は
、
一
頁
全
部
を
使
い
な
が
ら
写
真
ば

か
り
大
き
く
、
文
章
は
隅
の
方
へ
追
い
や
ら
れ

て
い
る
の
が
あ
る
。
随
分
も
っ
た
い
な
い
使
い

方
を
し
て
い
る
な
あ
と
思
い
つ
つ
も

｢や
っ
ぱ

り
そ
う
か
｣
と
時
代
を
感
じ
る
。

先
日
、
｢も
し
も
テ
レ
ビ
が
な
か
っ
た
ら
、
今

の
よ
う
な
活
字
ば
な
れ
ば
な
か
っ
た
だ
ろ
う

か
｣
と
き
か
れ
た
。
テ
レ
ビ
に
ば
か
り
原
因
が

あ
る
か
ど
う
か
は
別
に
し
て
、
人
間
だ
れ
だ
っ

て
楽
を
し
て
知
識
を
得
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、

こ
ん
な
う
ま
い
こ
と
は
な
い
。
企
業
は
こ
の
願

い
に
応
え
る
た
め
次
々
に
新
し
い
ア
イ
デ
ア
や

商
品
を
生
み
出
し
て
き
た
。
映
画
と
同
じ
よ
う

に
た
だ
見
て
い
る
だ
け
で
も
内
容
の
筋
を
知
る

こ
と
が
で
き
、
し
か
も
生
活
の
中
に
深
く
く
い

込
ん
で
い
る
テ
レ
ビ
は
、
人
の
思
考
方
法
さ
え

変
え
か
ね
な
い
存
在
と
な
っ
て
い
る
。

特
に
ブ
ラ
ウ
ン
管
の
中
で
対
象
の
方
が
勝
手

に
動
い
て
く
れ
る
映
像
の
便
利
さ
は
、
読
ん
で

理
解
す
る
と
い
う
わ
ず
ら
わ
し
い
作
業
を
避
け

さ
せ
、
結
果
と
し
て
想
像
と
か
空
想
の
部
分
が

置
き
ざ
り
に
な
っ
た
。
こ
れ
を
補
う
の
が
マ
ン

ガ
や
イ
ラ
ス
ト
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
昔
に
比

べ
て
文
章
は
読
ま
れ
な
く
な
っ
た
こ
と
は
確
か

で
あ
る
。

広
報
は
マ
ン
ガ
や
イ
ラ
ス
ト
の
時
代
と
言
わ

れ
は
じ
め
て
か
ら
ず
い
ぶ
ん
と
年
月
が
た
つ
。

今
で
も

｢文
章
に
よ
る
道
路
広
報
は
読
ま
れ
な

い
｣
と
の
ご
意
見
を
い
た
だ
く
こ
と
が
ま
ま
あ

る
。
こ
の
こ
と
自
体
否
定
す
る
つ
も
り
は
な
い

7
月
号
の
特
集
テ
ー
マ
は

｢過
疎
地
域
に
お
け
る

道
路
整
備
｣

が
“売
ら
ん
か
な
の
企
業
広
告
と
道
路
の
広
報

と
を

一
緒
く
た
に
し
て
よ
い
の
だ
ろ
う
か
"
と

の
思
い
が
よ
ぎ
る
。
企
業
広
告
で
は
そ
の
効
果

は
売
上
高
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
。
売
る
た
め
に

は
知
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
知
っ
て
も
ら

う
た
め
に
は
活
字
ば
な
れ
の
現
象
を
先
取
り
す

る
く
ら
い
簡
単
な
こ
と
だ
ろ
う
。
一
方
、
道
路

の
よ
う
な
公
共
施
設
の
広
報
で
は
広
く
理
解
や

協
力
を
求
め
る
場
合
が
多
い
。
理
解
を
得
る
た

め
に
は
理
論
に
も
ふ
れ
る
こ
と
も
あ
ろ
う
し
、

協
力
を
求
め
る
た
め
に
は
マ
ン
ガ
や
イ
ラ
ス
ト

で
は
誤
解
を
ま
ね
く
こ
と
す
ら
あ
る
。
時
流
と

言
わ
れ
る
活
字
ば
な
れ
に
ど
の
程
度
乗
っ
た
ら

よ
い
の
か
--
-

郊
外
を
走
る
電
車
の
中
で
、
活
字
の
つ
ま
っ

た
文
庫
本
を
熱
心
に
読
ん
で
い
る
青
年
を
見
て

眩
し
く
感
じ
た
の
は
、
車
窓
を
よ
ぎ
る
樹
々
の

緑
の
せ
い
ば
か
り
で
は
な
さ
そ
う
だ
。

(亀
)
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